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原 案 
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９月20日
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平成３０年度三股町水道事業会計剰余

金の処分及び決算の認定について 

原案可

決及び

認定 

９月20日

〃 議案第66号 三股町名誉町民の選定について 
原 案 

可 決 
９月20日
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付 議 議 会 議 案 番 号 件        名 結  果 年 月 日

令和元年 

第４回定例会
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正予算（第２号） 
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原 案 

可 決 
９月20日
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令和元年度三股町梶山地区農業集落排
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原 案 

可 決 
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原 案 
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適 任 
９月20日
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付 議 議 会 議 案 番 号 件        名 結  果 年 月 日

令和元年 
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諮問第３号 人権擁護委員の推薦について 
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適 任 
９月20日
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国民健康保険料(税)を協会けんぽ並み

に引き下げる改善を求める請願 
不採択 ９月20日

〃 
意見書案 

第２号 

国土強靭化対策の推進を求める意見書

(案) 

原 案 

可 決 
９月20日

〃 報告第６号 
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の点検・評価の報告について 
  

〃 報告第９号 
専決処分の報告（損害賠償額の決定及

び和解について） 
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一  般  質  問 

発 言 

順 位 
質 問 者 質 問 事 項 質  問  の  要  旨 質問の相手

１ 堀内 和義 

１ 県道都城東環状線の

整備について 

① ３０年来の構想である県道都

城東環状線の未整備区間があり

ますが町長としての認識を伺い

ます。 

② 県への要請、働きかけはされ

ているのか。 

③ 国道２６９号・１０号線は交

通量が多く、主要渋滞箇所が多

くあり渋滞緩和対策にもなるの

ではないか。 

④ 都城ＩＣに通ずる道路でもあ

り経済的効果も見込まれると思

うが試算はされているのか。 

⑤ 都城市との連携が重要である

と思われるが、協議がされてい

るのか。 

町 長 

２ 勝岡新坂の道路整備

について 

① 勝岡新坂の交通安全施設設置

要望、署名活動をどう捉えるか。 

② 急カーブを緩和する道路整備

はできないか。 

③ 歩道を３.５ｍに拡張工事はで

きないか。 

④ 道路北側に歩道を新設できな

いか。 

町 長 

３ 警戒レベルを用いた

避難勧告等の発令につ

いて 

① 大雨・洪水による避難準備、

避難勧告が発令されたが避難状

況を問う。 

② 避難準備・避難勧告発令のタ

イミングはいつの時点でするの

か。 

③ 警戒レベルによる住民への情

報提供、周知を行っているのか。 

④ 高齢者や車を運転できない人

の対応はどうするのか。 

町 長 

⑤ 小中学校の臨時休校の判断は

適正であったか。 
教育長 
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発 言 

順 位 
質 問 者 質 問 事 項 質  問  の  要  旨 質問の相手

２ 内村 立澤 

１ 防災について 

６月２８日から７月４日にかけて、

梅雨前線が活発化し、記録的な大

雨が続いた。また、８月１３日超

大型台風が本県に接近した。 

 ① 対策について伺う。 

 ② 状況について伺う。 

 ③ 被害状況について伺う。 

町 長 

２ 熱中症について 
本町における小・中学校の熱中症

者数、救急搬送者数について伺う。 
教育長 

３ 農業について 

① 農水省が人・農地プランの見

直し要件を決めました。見直し

の要件として３つの要件を示し

ています。本町の進め方、取り

組み方について伺う。 

  (1) アンケートの実施 

  (2) 現況把握 

  (3) 集約の将来方針の策定 

② 本町の現在の担い手への集積

率は何％であるか。 

③ ツマジロクサヨトウ(害虫)に

ついて伺う。 

町 長 

３ 上西 祐子 

１ 国保税について 

① 平成３０年から国民健康保険

が都道府県化されましたが、本

町での保険料の変化を質問しま

す。 

 ・給与年収 400万円 4人家族 

 ・給与年収 240万円 単身 

 ・年金収入 夫 230万円 

       妻 50万円 

       (高齢者2人) 

② 「払いたいのに高すぎて払え

ない」と聞きます。全国的に滞

納世帯が増えていると聞いてい

ます。２７年度から３０年度ま

での本町の滞納世帯の推移を伺

う。 

③ 保険料引下げのために収入の

ない子ども達にも均等割が加算

されている。均等割をなくす様

に働きかけて欲しい。 

町 長 

２ 高齢者の歯科検診に

ついて 

口腔ケアの大切さが言われていま

す。子どもたちも学校で歯科検診

が行われている様に高齢者も年に

１回歯科検診を無料で受けること

ができないか伺う。 

町 長 
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発 言 

順 位 
質 問 者 質 問 事 項 質  問  の  要  旨 質問の相手

４ 堀内 義郎 

１ 町税の滞納・収納に

ついて 

① 特別収納対策係設置後の滞納 

・収納の状況は。 

② 納税率向上を図るため、ＡＩ

活用が進みつつあるが今後の取

り組みについてはどうか。 

町 長 

２ 防災（河川の洪水浸

水)について 

① 昨年の台風による高畑川～萩

原川の護岸の復旧状況は。 

② 水防法改正に基づき、洪水浸

水想定区域はどう見直されるの

か。 

町 長 

３ 農業振興について 

輸出拡大のための認証取得（ＧＡ

Ｐ）の取組状況と、更に進められ

ないか。 

町 長 

５ 田中 光子 

１ インフルエンザ予防

接種について 

① 子育てしやすい町で医療費無

料ですが、負担が大きいため接

種を断念する状況があります。

このことについて、どのように

考えておられますか。 

② インフルエンザの予防接種は

自己負担となっているが、助成

はできないのでしょうか。 

町 長 

２ 放課後児童クラブに

ついて 

① 現在の利用状況、環境の実態

の把握はされているのでしょう

か。 

② 放課後児童クラブの熱中症対

策はどのようにされているので

しょうか。 

③ 今後の環境整備はどのように

考えられているのでしょうか。 

町 長 
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発 言 

順 位 
質 問 者 質 問 事 項 質  問  の  要  旨 質問の相手

６ 楠原 更三 

１ 三股開拓150年に対し

ての思いは。 

① 三股開拓１５０年に対しての

思いは。 

② 記念事業を実施してはどうか。 

町 長 

２ 教育環境整備につい

て 

県内自治体の教育環境の平均的整

備状況と比しての本町の状況は。 
教育長 

３ 全国学力学習状況調

査(全国学力テスト)に

ついて 

① 今回の状況は（特筆できるこ

とのみ)。 

② 今回の状況に対して、教育長

としての感想は。 

③ 来年に向けての大きな目標と

それに対しての具体的な対策は。 

教育長 

４ 雇用創造協議会につ

いて 

① 初年度の目標とその実績を通

しての状況報告(概況) 

② 今後この事業を、次期にまで

継続させる予定があるのか。 

町 長 

７ 新坂 哲雄 

１ 都城市温泉施設料金

について 

利用者への利用料金の助成はで

きないか。(市民は１００円、市外

４００円) 

町 長 

２ 河川環境について 

① 長田地区において、浄化槽設

置率が悪くどのような啓発を行

っているか。 

② 浄化されない排水により農産

物への影響はないか。 

町 長 

３ 長田小通学路につい

て 

長田地区県道３３号線の今後の歩

道整備計画について 
町 長 

４ 県への要望について
役場内に町民からの県への要望の

窓口設置はできないか。 
町 長 
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発 言 

順 位 
質 問 者 質 問 事 項 質  問  の  要  旨 質問の相手

 

 

８ 

 

 

福田 新一 

１ 本町の輝いていると

ころをどう活かすか。

① 本町が他より抜きん出ている

ところとその理由 

(例) 人口増加率、年少人口割合

が県内トップ、転入超過６７ 

人でダントツ 

② ①の好条件のもと次のステッ

プは何か。 

③ 子育てに優しい町の次はいか

に残すか、戻すか。 

(例) 農業体験や地元企業の見学

を行い郷土愛を育む。(まちづ

くり協議会をつくり郷土の豊

かさを学ぶ) 

(例) 若者の雇用創出の具体策 

  ・ＩＴ関連企業誘致状況はい

かに。 

  ・本町に必要な仕事を起こす。

  ・空家、古い家のリフォー

ム、田畑の管理、畜産業の

年齢分担化。 

町 長 

２ 地域おこし協力隊員

の役目について 

① ７月に就任された江森氏の活

動内容は。 

② 現任者の笠島氏とのタイアッ

プによる相乗効果は望めないか 

町 長 

３ 全国学力テストの結

果と対策について 

① 平成３１年度「全国学力・学

習状況調査」の結果について 

② 過去３年間の推移と今後の対

応策について。 

教育長 

４ くいまーるの見直し

① 各々のバスの走行距離と使用

年数はいくらか。 

② 運営費用はどれだけか。(運転

手給料、燃料、管理代等) 

町 長 

  
５ 五本松団地跡地活用

進捗状況について 

① 町民ワークショップの経過と

内容 

② 交流拠点整備進捗状況につい

て 

町 長 
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 三股町告示第54号 

  令和元年第４回三股町議会定例会を次のとおり招集する。 

     令和元年８月29日 

                               三股町長 木佐貫 辰生 

 １ 期 日  令和元年９月４日 

 ２ 場 所  三股町議会議場 

────────────────────────────── 

 ○開会日に応招した議員 

田中 光子君         堀内 和義君 

新坂 哲雄君         楠原 更三君 

福田 新一君         池邉 美紀君 

堀内 義郎君         内村 立澤君 

指宿 秋廣君         上西 祐子君 

重久 邦仁君         山中 則夫君 

────────────────────────────── 

 ○９月９日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

 ○９月10日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

 ○９月11日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

 ○９月20日に応招した議員 

 

────────────────────────────── 

 ○応招しなかった議員 
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令和元年 第４回（定例） 三 股 町 議 会 会 議 録 （第１日） 

                             令和元年９月４日（水曜日） 

 

議事日程（第１号） 

                         令和元年９月４日 午前10時00分開会 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

 日程第２ 会期決定の件について 
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午前10時00分開会 

○議長（重久 邦仁君）  おはようございます。ただいまから令和元年第４回三股町議会定例会を

開会いたします。 

 ただいまの出席議員は１２名、定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（重久 邦仁君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本会期中の会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定によって、３番、新坂議員、９番、

指宿議員の２名を指名いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．会期決定の件について 

○議長（重久 邦仁君）  日程第２、会期決定の件を議題といたします。 

 議会運営委員長より報告をお願いいたします。池邉議会運営委員長。 

〔議会運営委員長 池邉 美紀君 登壇〕 

○議会運営委員長（池邉 美紀君）  令和元年９月４日、本会議。 

 それでは、議会運営委員会の協議結果についてご報告いたします。 

 去る８月２９日、議会運営委員会を開催し、本日招集されました令和元年第４回三股町議会定

例会の会期日程等について協議をいたしました。今期定例会に付議されました案件は、平成

３０年度決算認定９件、条例の改正等５件、令和元年度補正予算８件、諮問２件、請願１件、そ
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の他１件及び報告４件の計３０件であります。 

 これら提出議案の内容を踏まえ、当委員会において慎重に審査をいたしました結果、本定例会

の会期は、本日から９月２０日までの１７日間とすることに決しました。 

 日程の詳細については、会期日程案を配付しておりますので、説明は省略いたします。 

 また、本定例会は、提案される議案のうち諮問２件につきましては、委員会付託を省略し、最

終日の９月２０日に全体審議で措置することに決定いたしました。 

 以上で、当委員会の報告を終わります。 

○議長（重久 邦仁君）  お諮りいたします。本定例会の会期は、議会運営委員長の報告のとおり、

本日から９月２０日までの１７日間とすることとし、今回提案される諮問２件につきましては、

最終日に全体審議で措置することにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。したがって、本定例会の会期は、議会運営委員長

の報告のとおり決定いたしました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３．議案第５７号から議案第７９号までの２３議案、諮問２件、報告４件及び請願

１件一括上程 

○議長（重久 邦仁君）  日程第３、議案第５７号から議案第７９号までの２３議案、諮問２件、

報告４件及び請願１件を一括して議題とします。 

 ここで、提案理由の説明を求めます。町長。 

〔町長 木佐貫 辰生君 登壇〕 

○町長（木佐貫 辰生君）  おはようございます。 

 令和元年第４回三股町議会定例会に上程いたしました、各議案について提案理由の説明を申し

上げます。 

 まず、平成３０年度の各会計の決算認定に係る各議案についてその提案理由の説明を申し上げ

ます。 

 まず、議案第５７号「平成３０年度三股町一般会計歳入歳出決算の認定について」、議案第

５８号「平成３０年度三股町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について」、議案第

５９号「平成３０年度三股町後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算の認定について」、議案

第６０号「平成３０年度三股町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について」、議案第６１号

「平成３０年度三股町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、議案第

６２号「平成３０年度三股町梶山地区農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、

議案第６３号「平成３０年度三股町宮村南部地区農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定
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について」、議案第６４号「平成３０年度三股町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」、の８議案については、平成３０年度の一般会計及び特別会計における決算認定に係る

案件でありますので一括してご説明を申し上げます。 

 平成３０年度におきましても、例年どおり厳しい財政状況下にありましたが、一般会計におい

て、歳入決算額１１０億４,８７０万１,０５４円、歳出決算額１０７億３,８７６万８,００３円、

翌年度繰越額３億９９３万３,０５１円、国民健康保険特別会計において、歳入決算額３１億

４,０８４万８,６２４円、歳出決算額２８億８,３１０万４,８６０円、翌年度繰越額２億

５,７７４万３,７６４円、後期高齢者医療保険特別会計において、歳入決算額２億７,２３０万

７,９４５円、歳出決算額２億７,１２６万９,１２１円、翌年度繰越額１０３万８,８２４円、介

護保険特別会計において、歳入決算額２２億８,４３７万５,２０２円、歳出決算額２１億

９,７６９万７,２８８円、翌年度繰越額８,６６７万７,９１４円、介護保険サービス事業特別会

計において、歳入決算額１,９７７万２,４５１円、歳出決算額１,９１８万８,２８０円、翌年度

繰越額５８万４,１７１円、梶山地区農業集落排水事業特別会計において、歳入決算額

４,７５６万７,５１６円、歳出決算額４,６６９万５,０６５円、翌年度繰越額８７万

２,４５１円、宮村南部地区農業集落排水事業特別会計において、歳入決算額３,７３３万

２,９０５円、歳出決算額３,６９５万７,０４２円、翌年度繰越額３７万５,８６３円、公共下水

道事業特別会計において、歳入決算額４億８,３６１万３,５５１円、歳出決算額４億

６,８１６万５,２１１円、翌年度繰越額１,５４４万８,３４０円となり、いずれの会計において

も剰余金をもって決算ができましたことは、町議会議員の皆様を初め、町民各位の深いご理解と

ご協力のたまものであり、深く感謝を申し上げる次第であります。 

 次に、議案第６５号「平成３０年度三股町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定につい

て」ご説明申し上げます。 

 本案は、地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき、剰余金の処分について議会の議決を

求め、さらに同法第３０条第４項の規定に基づき、決算について議会の認定を求めるものであり

ます。 

 初めに、剰余金の処分につきましては、未処分利益剰余金１億２５０万４,４５０円のうち、

１,８００万円を減債積立金に積み立て、２,４００万円を建設改良積立金に積み立て、

６,０２８万３,４３０円を自己資本金に積み立て、残余２２万１,０２０円を翌年度に繰り越そ

うとするものであります。 

 次に決算の認定につきましては、収益的収入及び支出において、決算額で収入が４億

２,０４４万１,９２８円、支出が３億４,８５７万６００円となりました。また、当年度純利益

は６,３７０万４,９９９円となりました。 
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 一方、資本的収入及び支出においては、決算額で収入が１,３１２万６,３０８円、支出が２億

１,５４７万１,９２５円となり、差し引き不足額２億２３４万５,６１７円については、減債積

立金、損益勘定留保資金等で補痾したものであります。 

 また、建設改良事業においては、施設費として配水管更新工事を２.４キロメートル施工し、

配水管の耐震対策等に取り組むとともに、良質な水の安定供給に努めてまいりました。 

 次に、議案第６６号「三股町名誉町民の選定について」ご説明申し上げます。 

 本町では、町政進展等に偉大な貢献をされた人の労に報い、その功績を顕彰する目的で、昭和

３３年に三股町名誉町民条例を制定し、これまでに、小倉義常氏、上原荘吉氏、福永広紀氏、大

河内利雄氏、桑畑正一氏、中村英蔵氏の６名に名誉町民の称号を贈っております。 

 本案は、消防団等の要職を通して多年にわたって町政進展に寄与された中村修一氏を、その功

績が顕著でありますので、今回、新たに名誉町民に選定しようとするものであります。 

 なお、名誉町民には名誉町民の称号のほか、名誉町民章の贈呈、町の公式の式典への参列、死

亡の際における相当の礼をもってする弔慰の特典を付与するとともに、年金２０万円を支給する

ことになっております。 

 次に、議案第６７号「三股町森林環境譲与税基金条例」についてご説明申し上げます。 

 本案は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（平成３１年法律第３号）平成３１年

４月１日施行に基づく、森林整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第２４１条第１項の規定により、三股町森林環境譲与税基金を設置

することについて、議会の議決を求めるものであります。 

 次に、議案第６８号「三股町公共下水道条例の一部を改正する条例」についてご説明申し上げ

ます。 

 本案は、消費税及び地方消費税の税率改正に伴い、関係条例について所要の改正措置を講じる

ものであります。 

 次に、議案第６９号「三股町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例」についてご説明申し上げます。 

 本案は、消費税及び地方消費税の税率改正に伴い、関係条例について所要の改正措置を講じる

ものであります。 

 次に、議案第７０号「三股町公共下水道整備基金条例を廃止する条例」についてご説明申し上

げます。 

 本案の基金は、県の公共下水道整備交付金を原資とし、公共下水道の事業に係る地方債の償還

財源として基金に積み立てて活用してきましたが、県の交付要綱が廃止されたため、廃止するも

のです。 
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 次に、議案第７１号「三股町水道事業給水条例の一部を改正する条例」についてご説明申し上

げます。 

 本案は、消費税及び地方消費税の税率改正に伴い、関係条例について所要の改正措置を講じる

ものであります。 

 次に、議案第７２号「令和元年度三股町一般会計補正予算（第３号）」について、ご説明申し

上げます。 

 本案は、平成３０年度決算、国・県の補助決定及び事業の追加によるもののほか、当初予算以

後生じた事由に基づく経費等について所要の補正措置を行うものであります。 

 まず、第１条、歳入歳出予算の補正についてご説明いたします。 

 歳入歳出予算の総額１０１億９,１１８万１,０００円に歳入歳出それぞれ５億７,４６４万

３,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０７億６,５８２万

４,０００円とするものであります。 

 歳入の主なものについてご説明いたします。 

 地方特例交付金及び地方交付税は、交付決定により増額補正するものであります。 

 国庫支出金は、プレミアム商品券事業費補助金、子育てのための施設等利用給付交付金などを

増額補正し、社会資本整備総合交付金を減額補正するものであります。 

 県支出金は、子育てのための施設等利用給付交付金、多面的機能支払交付金などを増額補正す

るものであります。 

 財産収入は、土地開発基金運用収入などを増額補正するものであります。 

 繰入金は、国民健康保険特別会計ほか特別会計の前年度決算に伴う精算返還金を増額補正する

ものであります。 

 繰越金は、前年度決算に伴う剰余金を増額補正するものであります。 

 諸収入については、過年度収入において障がい児施設給付費国県負担金、雑入においてはプレ

ミアム付き商品券購入代金、学校給食会運営委託料前年度精算返還金などを増額補正するもので

あります。 

 町債は、発行可能限度額決定に伴う臨時財政対策債を減額補正し、社会資本整備総合交付金関

連事業について増減額補正をするものであります。 

 次に、歳出について主なものをご説明いたします。 

 総務費は、名誉町民表彰関係経費、地域おこし協力隊関係経費、移住支援事業補助金などを増

減額補正するものであります。 

 民生費は、社会福祉費において、プレミアム付き商品券換金委託料、障がい者自立支援給付費

などの国県返還金などを増減額補正するものであります。 
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 児童福祉費においては、施設等利用費、子どものための教育・保育給付費負担金返還金などを

増額補正するものであります。 

 衛生費は、都城市へ返還する衛生センター負担金前年度精算金などを増減額補正するものであ

ります。 

 農業費は、町単農道維持整備事業、多面的機能支払交付金などを増額補正するものであります。 

 土木費は、道路橋梁費において道路維持補修事業、島津紅茶園切寄線道路整備事業、都市計画

費において三股町都市計画用途地域等変更業務委託料などをそれぞれ増減額補正するものであり

ます。 

 教育費は、中学校費において武道弓道履修関係消耗品費、社会教育費において自主文化事業公

演委託料などを増減額補正するものであります。 

 諸支出金は、地方財政法の規定による財政調整基金積立金、交流拠点施設整備基金積立金など

を増額補正するものであります。 

 予備費は、収支の調整額を補正するものであります。 

 次に、第２表、債務負担行為補正については、第５地区防災拠点施設用地取得事業、三股町都

市計画用途地域等変更事業を追加し、限度額を定めるもので、ＬＧＷＡＮ機器リプレースにおい

ては、消費税改正により限度額を変更するものであります。 

 次に、第３表、地方債補正については、島津紅茶園切寄線道路整備事業ほか１件は、事業費の

補正、臨時財政対策債は発行可能額決定により、それぞれ限度額を変更するものであります。 

 次に、議案第７３号「令和元年度三股町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）」について

ご説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額２９億４,８２５万５,０００円に歳入歳出それぞれ１億

２,７９４万８,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３０億７,６２０万

３,０００円とするものであります。 

 歳入の主なものとしましては、平成３０年度収支決算により繰越金を増額補正し、一般被保険

者第三者納付金の増額により諸収入を増額補正し県支出金を同額減額補正するものであります。 

 歳出の主なものとしましては、平成３０年度国保事業費等精算による一般会計への繰り出し金

を増額補正するものであります。 

 次に、議案第７４号「令和元年度三股町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第１号）」に

ついてご説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額２億７,９３８万９,０００円に歳入歳出それぞれ２３８万

９,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億８,１７７万８,０００円と

するものであります。 
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 歳入の主なものとしましては、後期高齢者医療保険料の現年度分及び平成３０年度収支決算に

よる繰越金を増額補正するものであります。 

 歳出の主なものとしましては、後期高齢者医療広域連合納付金の保険料負担金及び一般会計へ

の繰り出し金を増額補正するものであります。 

 次に、議案第７５号「令和元年度三股町介護保険特別会計補正予算（第２号）」についてご説

明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額２２億９,１９９万２,０００円に歳入歳出それぞれ８,８２３万

２,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２３億８,０２２万４,０００円

とするものであります。 

 歳入の主なものは、国、県補助金、一般会計繰入金及び繰越金を増額補正するもので、歳出の

主なものは、委託料、基金積立金、及び国県支払基金、一般会計への過年度返還金を増額補正す

るものであります。 

 次に、議案第７６号「令和元年度三股町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第１号）」

についてご説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額１,８５５万８,０００円に歳入歳出それぞれ５８万３,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１,９１４万１,０００円とするものでありま

す。 

 歳入の主なものは、繰越金を増額補正するもので、歳出の主なものは、一般会計への繰り出し

金を増額補正するものであります。 

 次に、議案第７７号「令和元年度三股町梶山地区農業集落排水事業特別会計補正予算（第

２号）」についてご説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額４,２７２万７,０００円に歳入歳出それぞれ１５７万

９,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４,４３０万６,０００円とする

ものであります。 

 歳入につきましては、一般会計繰入金及び平成３０年度決算に伴う繰越金を増額補正するもの

で、歳出の主なものは、公共桝設置工事費及び一般会計への繰り出し金を増額補正するものであ

ります。 

 次に、議案第７８号「令和元年度三股町宮村南部地区農業集落排水事業特別会計補正予算（第

１号）」についてご説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額３,７５８万８,０００円に歳入歳出それぞれ８８万７,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３,８４７万５,０００円とするものでありま

す。 



- 10 - 

 歳入につきましては、一般会計繰入金及び平成３０年度決算に伴う繰越金を増額補正するもの

で、歳出の主なものは、公共桝設置工事費及び一般会計への繰り出し金を増額補正するものであ

ります。 

 次に、議案第７９号「令和元年度三股町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）」につい

てご説明申し上げます。 

 本案は、歳入歳出予算の総額９億４,６５０万５,０００円に歳入歳出それぞれ５９６万

９,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億５,２４７万４,０００円と

するものであります。 

 歳入の主なものは、一般会計繰入金を減額補正し、平成３０年度決算に伴う繰越金を増額補正

するもので、歳出の主なものは、舗装補修委託料及び一般会計への繰り出し金を増額補正し、公

債費の償還金利子を減額補正するものであります。 

 次に、諮問第２号「人権擁護委員の推薦について」ご説明申し上げます。 

 人権擁護委員は、国民に保障されている基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及高揚を図る

ため設置されておりますが、この選任の手続は町長が議会の意見を聞いて、その後、法務大臣に

候補者を推薦し同大臣が委嘱することとなっております。 

 現在、人権擁護委員であります大隣雅春氏が、令和元年１２月３１日付をもって任期満了とな

るところであり、引き続き推薦いたしたく、議会の意見を求めるものであります。 

 次に、諮問第３号「人権擁護委員の推薦について」ご説明申し上げます。 

 現在、本町の人権擁護委員として要職にある今村理絵氏の任期が令和元年１２月３１日付で満

了となっております。 

 氏につきましては、今期満了をもって退任されることになりますが、２期６年間にわたり、常

に自由人権思想の普及に努力され、これまでの崇高なるご尽力に対し、敬意を表する次第であり

ます。 

 そこで、後任につきまして、種々人選の結果、竹ノ内鈴子氏を最適任者として推薦いたしたく、

ここに人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求めるものであります。 

 以上、２３議案と諮問２件について、それぞれ提案理由の説明を申し上げましたが、よろしく

ご審議の上、ご承認くださるようお願いいたします。 

 なお、今議会に報告４件を提出をいたしております。 

 報告第６号「平成３０年度決算に基づく健全化判断比率の報告について」、報告第７号「平成

３０年度決算に基づく資金不足比率の報告について」、報告第８号「教育に関する事務の管理及

び執行状況の点検・評価の報告について」、報告第９号「専決処分の報告（損害賠償額の決定及

び和解について）」の報告４件につきましては、それぞれ関係法令の規定に基づき報告するもの
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でございます。よろしくご理解いただきますようお願いいたします。 

 以上で提案理由の説明を終わります。 

○議長（重久 邦仁君）  ここで補足説明があれば許します。白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  それでは、補足説明をさせていただきたいと思います。 

 諮問第３号「人権擁護委員の推薦について」でございます。 

 竹ノ内鈴子氏につきましては、現在、梶山にお住まいでございますが、シンガポールでの生活

を経験されており、当地では、ジュロンバザールグループに長年所属され、その功績に対し表彰

を受けておられます。ジュロンバザールグループとは、１９７０年代、当時のジュロン地区の低

所得者の生活や知的障害者センターの悲惨な現状を改善すべく、資金調達の手段として、日本人

主婦らが、古着や使い古しの雑貨類を収集し、リサイクルバザーを始めたのが発端でございます。

歴史あるボランティア団体として高く評価されている団体でございます。 

 また、現在、地域サロンあじさいの会の代表として、お菓子づくりや清掃活動を通して、地域

とのかかわり合いや梶山小学校放課後子ども教室の教育活動サポーターとして務められておりま

す。 

 以上、補足説明とさせていただきます。 

○議長（重久 邦仁君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、請願第１号について、提出者の趣旨説明を求めます。上西議員。 

〔１０番 上西 祐子君 登壇〕 

○議員（１０番 上西 祐子君）  請願書の紹介議員になりましたので、ここで趣旨説明いたしま

す。 

 国民健康保険税を協会けんぽ並みに引き下げる改善を求める請願書です。 

 高すぎる国民健康保険税が国民を苦しめ、滞納への罰則によって、保険証を取り上げられた人

が受診が遅れて死亡するなどの悲惨な事態が相次いでいます。国民健康保険は、無職者、年金生

活者、非正規雇用労働者など、低所得者が多数加入しています。ところが、１人当たりの保険料

は、協会けんぽの１.３倍、組合健保の１.７倍に上ります。 

 国保税には、家族人数に応じて負担がふえる均等割があり、子育て世帯などでは、国保と協会

けんぽの保険料の格差は２倍に広がります。 

 こうした問題を解決するために、全国自治会、全国市長会、全国町村会などの地方団体は、

１兆円の公費投入など、国の財政支援により、国保税を協会けんぽの保険料並みに引き下げるこ

とを求めています。 

 高すぎる国保税を引き下げ、格差を解消することは、国民の暮らしと健康を守り、国保制度の
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健全な運営と医療保険制度安定のためにも不可欠です。 

 以上の趣旨から、以下の事項について、国及び政府に対して、意見書を提出していただくよう

に請願いたします。 

 請願事由、１、国保への公費支援を１兆円増額し、国保税を協会けんぽの保険料並みに引き下

げてください。 

 ２、国保税を高くする原因となり、子育て世帯などに過酷な負担となっている均等割、平等割、

世帯割を廃止してください。 

 以上のとおり、地方自治法第１２４条により、請願書を提出いたします。 

 よろしくご審議の上、承認していただきますようお願いいたします。 

 以上で終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４．決算審査報告 

○議長（重久 邦仁君）  日程第４、決算審査の報告を求めます。茨木代表監査委員、お願いいた

します。 

〔代表監査委員 茨木  健君 登壇〕 

○代表監査委員（茨木  健君）  おはようございます。平成３０年度決算審査について、監査報

告を申し上げます。 

 一般会計、特別会計及び基金運用状況につきまして、６月２８日に町長より審査依頼があり、

７月２日から７月３１日までの間、決算審査を行いました。また、水道事業会計の決算審査につ

いても、同じく６月２８日に町長より審査依頼があり、７月４日に審査を行いました。決算書、

事項別説明書、証拠書類、諸帳簿及び関係書類等を審査した結果、いずれの会計におきましても、

正確・適正に処理されていることと認めましたのでご報告いたします。 

 さらに、財政健全化判断につきましても、８月１９日に、健全化判断比率及び資金不足比率に

ついて審査を行いました。審査の結果、報告第６号及び第７号のとおり、早期健全化基準、経営

健全化基準をそれぞれ下回っており、町の財政状況が健全であることを確認しましたので、あわ

せてご報告いたします。 

 なお、詳細につきましては、別紙審査意見書をご参照ください。 

 以上で、報告を終わります。 

○議長（重久 邦仁君）  それでは、しばらく本会議を休憩し、全員協議会といたします。 

午前10時41分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

〔全員協議会〕 
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癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時43分再開 

○議長（重久 邦仁君）  それでは、休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（重久 邦仁君）  それでは、以上で本日の全日程を終了しましたので、これをもって、本

日の会議を散会します。 

午前10時43分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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令和元年 第４回（定例） 三 股 町 議 会 会 議 録 （第２日） 

                             令和元年９月９日（月曜日） 

 

議事日程（第２号） 

                         令和元年９月９日 午前10時00分開議 

 日程第１ 一般質問 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 一般質問 

────────────────────────────── 

出席議員（12名） 

１番 田中 光子君        ２番 堀内 和義君 

３番 新坂 哲雄君        ４番 楠原 更三君 

５番 福田 新一君        ６番 池邉 美紀君 

７番 堀内 義郎君        ８番 内村 立澤君 

９番 指宿 秋廣君        10番 上西 祐子君 

11番 重久 邦仁君        12番 山中 則夫君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局長 兒玉 秀二君        書記 矢部 明美君 

                 書記 佐澤 やよい君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長  木佐貫 辰生君  副町長  西村 尚彦君 

教育長  石崎 敬三君   総務課長兼町民室長  白尾 知之君 

企画商工課長  西山 雄治君   税務財政課長  黒木 孝幸君 

町民保健課長  横田 耕二君   福祉課長  齊藤 美和君 
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高齢者支援課長  川野  浩君   農業振興課長  上原 雅彦君 

都市整備課長  福永 朋宏君   環境水道課長  西畑 博文君 

教育課長  鍋倉 祐三君   会計課長  米村 明彦君 

 

午前10時00分開議 

○議長（重久 邦仁君）  おはようございます。ただいまの出席議員は１２名であります。定足数

に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりであります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．一般質問 

○議長（重久 邦仁君）  日程第１、一般質問を行います。 

 発言については、申し合わせ事項を遵守して発言してください。 

 それでは、発言順位１番、堀内和義議員。 

〔２番 堀内 和義君 登壇〕 

○議員（２番 堀内 和義君）  おはようございます。発言順位１番、堀内和義です。初めての一

般質問になりますが、６月議会では先輩議員の質問を聞いて参考になりましたので、今回初挑戦

となり、ようやく出番が回ってきました。それも一番くじでございます。大変光栄でありますが、

緊張の連続でもございます。よろしくお願いいたします。 

 それでは、通告に従いまして、質問してまいります。 

 まず、初めに県道１２号都城東環状線についてですが、この環状線は都城市街地西側から半時

計回りに南側を経て、三股中央を通過して、都城インターチェンジ付近を終点とする主要幹線道

路です。現在、終点部付近については国道２６９号線の蓼池から都城市との境付近まで整備され

ていますが、一部区間が未整備となっております。別紙一覧ですけども、未整備部分の空中写真

を添付しておりますので参照していただきたいと思います。 

 撮影場所は、前目の正信寺前の信号機手前からドローンで１２０メートル上空から撮った写真

でございます。写真下のＴ字路の横に走っている道路が都城東環状線で、縦の道路が県道財部庄

内安久線でございます。未整備部分については、Ｔ字路信号機を旭ケ丘運動公園方面に真っすぐ

通り抜けて、国道２６９号線の蓼池につなぐ区間となっております。３０年来の構想であります

が、いまだに未整備で進展がありません。 

 未整備区間は旭ケ丘運動公園の区域内を通過してから、三原蓼池地区の住宅地域を通ることで

課題も多いと思いますが、整備されると周辺道路における渋滞が解消されます。県道財部庄内安

久線ともつながっており、今後ますます交通量はふえ続けると思われます。整備されますと、三



- 17 - 

股町内の住宅密集地から都城市都北町方面への通勤、都城市内に通う高校生の通学にとっても利

便性が数段とよくなります。車の通りがスムーズになれば交通事故も減ります。 

 都城盆地の中心は、都城インターチェンジ近辺であり、救急病院、北消防署もインター付近に

移転しましたし、ＪＡ都城も移転計画があるようでございます。また、蓼池工業地域の真ん中を

通る重要な道路でもあり、地域活性化、経済効果はもとより生命、財産を守る動脈でもあります。 

 このような主要幹線であることは町長も十分ご認識されていると思いますが、三股町としてど

のような取り組みをされているのか、お伺いします。あとは、質問席でさせていただきます。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

〔町長 木佐貫 辰生君 登壇〕 

○町長（木佐貫 辰生君）  おはようございます。ただいまの堀内議員の県道都城東環状線の整備

について、３０年来の構想である県道都城東環状線の未整備区間があるが、町長として認識を伺

うとの質問にお答えいたします。 

 先日、担当課から都城土木事務所に県道都城東環状線の未整備区間、先ほど言われましたよう

に前目から三原に抜ける道路ですね。この整備構想があるかという問い合わせをいたしました。

県としては構想、計画はないと、回答でありました。担当課でも構想、計画について承知してい

る職員もなく、県から町への打診もないことから、私としても認識、承知はしていないところで

す。 

 げなげな話として聞いたことはありますけれども、緊急性、重要性、経済性、優先性などの観

点から総合的に判断すると、現在は町から県に要望していることを優先すべきだというふうに考

えております。つまり、町では生活道路、通学路として重要である国道２６９号線、県道３３号

線などの国道整備、減災防災国土強靭化の観点から沖水川のしゅんせつ整備、アスリートタウン

みまたの拠点である旭ケ丘運動公園陸上競技場の整備の３点を最重点項目として要望していると

ころであります。いわゆる議員のいわれる旭ケ丘運動公園を通過する道路整備については、今の

ところ町として動く予定はございません。 

 なお、毎年地区座談会を開催しておりますけれども、町民からの未整備区間といわれる道路の

整備についての要請、意見は全くありません。また、都城市と県会議員の県議、市と町の議長を

交えた都城市三股町行政懇話会議においても、話題になったこともございません。よって、

（２）の県への要請あたりだけは全くしていませんし、予定もありません。 

 また、関連質問の３、４、５については未整備区間の整備を前提にした質問であることから、

回答は控えさせていただきます。 

 以上です。 
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○議長（重久 邦仁君）  堀内和義議員。 

○議員（２番 堀内 和義君）  今、町長の回答なんですが、そういうことで県のほうからも打診

もない。また、町としてもそういうことでしないということですね。ですが、地元においては以

前からそういう話は出ております。ですから、地区座談会等で何も出てないからしないというん

ではなくて、非常に関心のある道路でございます。そういうことで、町長との、地元との認識の

違いがかなりあるんじゃないかなというふうに思っております。 

 そういうことで、次に入りたいと思うんですが、今後非常に大事な道路であるということは知

っていただきたいんですけども、別紙に県道都城東環状線周辺の交通量推計について、県道路建

設課からいただいたものを添付しましたのでご参照いただきたいと思います。 

 別紙２でございます。国道１０号線から国道２６９号線は、非常に交通量が多く、渋滞箇所が

多くあります。平成２７年度のセンサスですが、四角の青色枠内の数字が１日の交通量です。都

城東環状線が８,１０４台、黄色の県道財部庄内安久線の今市方面から前目の正信寺前を通る車

両が１万１,１２０台、国道２６９号線が１万３,６８０台となっております。ほかの主要道路に

ついては、見ていただきたいと思います。 

 環状線の未整備区間が解消されますと、黄色枠内の数字が減少すると見込まれる台数でござい

ます。前目から国道２６９号線の神之山交差点付近で２,６００台、神之山交差点から国道

１０号線の都北交差点までが２,１００台と主要渋滞箇所が大幅に解消されます。 

 調査から４年たっていますので、現在ではさらに交通量がふえ、渋滞もひどくなっているもの

と思われます。整備後の交通量が解消されますと、救急病院北消防署から三股町内に向かう時間

が５分短縮できるといわれております。１日の中での５分は大した時間ではないと思われますが、

緊急時の５分は非常に大事な時間であります。救急車が現場に５分早く着き、救急病院に５分早

く到達すれば助からない患者の命も助かります。火災現場においては、５分経過したら部分焼が

全焼になります。まさに、生命と財産を守る動脈です。命の道でもあります。皆さん、どう思わ

れますか。どう判断されますか。 

 よく考えてみてください。生命と財産を守る環状線です。単なる渋滞緩和だけの道路ではあり

ません。町民の生命、財産を守ることは私たちの使命であり、大きな責任でもあります。町長、

どう判断されますか、お伺いします。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  ただいまお示しになった資料・図面、今回の一般質問である県道都城

東環状線の構想の有無について問い合わせたところ、先ほど申し上げましたとおり構想計画はな

い。県のほうはですね、と回答でございました。 

 そして、都城土木事務所が昨年実施しました交通量調査の図面、つまり議員が示し提示されて
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いる図面の提示がありましたが、この図面の意図、目的内容についての説明は特にございません

でした。この図面に添付されていた文書、県道都城東環状線の交通量、推計結果について、これ

は令和元年４月２９日道路建設課がまとめたものでありますけれども、これによりますと国道

１０号都北交差点と国道２６９号神之山交差点付近の渋滞緩和に向けて、どう取り組んでいくか

という視点から作成された図面だということがわかります。 

 このように、こちらから問い合わせしなければ全く資料も図面も県のほうからいただけません

し、県としての動きは全くございません。ですけれども、一応こういう資料をつくったというこ

とでありますので、今後、県がどのように動くのか、構想をつくられるか、そのあたりは町とし

ても十分注視してまいりたいと。また、この構想というのは単に示されている図面一枚だけで、

構想ができ上がるのではありません。費用対効果を含めて、いわゆる議員今言われました要する

に救急搬送のときに５分短縮される。それを実態的にこの構想の中に盛り込む、また経済の道で

あれば、経済としてどれだけの効果があるのか、要するに費用対効果１以上じゃないと事業は実

施できません。そういうふうな具体的な構想等を県のほうで調査されれば、それについて協力す

ることはやぶさかではありません。 

 そういう意味合いで、ここに町のほうでつくりましたこれは基本構想でございますけど、アグ

レッシブタウンの基本構想ですが、いちお構想というのは単なる予想じゃなくて、やはりこれだ

けのものにまとめていく、それがあってこそ補助事業等取り組めるわけですから、まだまだ口頭

だけでのお話だけでは説得力がないと。要するに、やはりしっかりとしたデータにも通じたとこ

ろで取り組むべきだというふうに思っています。 

 そういう意味から、また交通調査を今回県のほうがされましたので、その後の動き、どのよう

に動かれるのか、その辺を注視しながら、もちろん県とも連携をとりながらやっていきたいとい

うように考えています。 

○議長（重久 邦仁君）  堀内和義議員。 

○議員（２番 堀内 和義君）  町長としては、生命と財産を守る道路であるということは、ご理

解はいただいているということでよろしいんでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  先ほどから申し上げましたように、今何をすべきかというところで動

いているわけです。今、中心市街地あるいはまた立地適正化計画を取り組んでいます。そして、

また二、三日前に知事との懇談会もございましたけれども、その中で出たのもこの県道３３号線

の歩道整備、そちらのほうを重点的にやってほしいという住民の声がございました。何が一番重

要なのか、あれもこれもというんじゃなくて、選択と集中という意味合いから、今は先ほど言い

ました３点の重要要望項目、それに集中したいというふうに考えています。 
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○議長（重久 邦仁君）  堀内和義議員。 

○議員（２番 堀内 和義君）  町長自身と私の考え、また住民の考えとの間には開きがあるよう

な感じがするわけでございますけども、先ほどから必要性については酸っぱく申し上げておりま

すけれども、町内における経済効果がどのくらいあるのか、試算はされているのかどうかお伺い

したいと思います。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  先ほど申し上げましたように、３、４、５は構想の前提を、構想があ

るという前提のもとに質問ですから、それについては回答できないというふうに答えたとおりで

ございます。 

○議長（重久 邦仁君）  堀内和義議員。 

○議員（２番 堀内 和義君）  ということは、町においては試算はしないということでよろしい

ですね。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  構想をつくるのは県の仕事ですから、県のほうが動く、そういうふう

なスタンスがあれば連携をとりながら検討はいたしますというふうにお答えしたところでござい

ます。 

○議長（重久 邦仁君）  堀内和義議員。 

○議員（２番 堀内 和義君）  ３０年来の構想ということで何回も申し上げておるんですけども、

都城志布志道路もある程度めどがついたようでございます。道路行政の視点を、都城三股広域都

市圏に向けて邁進してはどうかと思っております。環状線は全線がつながってこそ環状線といえ

るのではないかと思います。 

 都城市、三股町が連携して、県に陳情する絶好の機会ではないかと思いますが、先ほど町長は

余り必要でないということでありましたけども、そういうことで、やはりこういう機会を逃さず

にやるんだということはどうかなと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  必要でないとは言っていないんですよ。ただ、うちのほうの計画に今

のところ載っていない。そしてまた、町としては県の動きを注視しながら連携をとっていきます

という話なんですね。要するに、先ほどから言いましたように、何か補助事業をやるとなったと

きには、しっかりした基本構想をつくっていただいて、それに基づいて、それより多くの費用対

効果も含めて優先性、そしてまた重要性、そういうもので納得できる内容であれば事業化に向け

てできるでしょうけど、今のところ全く白紙でございますので、全くそういうふうな検討のしよ

うがないというようなことでございます。 
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 先ほど申し上げましたように、議員が示された資料自体も、町のほうからお話がなければ県は

示さないわけですから、全く県の動きが見えないという状況でございます。 

○議長（重久 邦仁君）  堀内和義議員。 

○議員（２番 堀内 和義君）  今後、データがあって住民からの要望、また皆さん方の要望があ

れば、町としても考えるということで解釈してもいいんじゃないかと思うんですが、私最初の質

問でちょっと勉強不足もありましたし、要を得なかったんですが、次の機会に進歩状況等確認さ

せていただきます。そういうことで、まだまだ勉強が足りませんので、そういうことで私自身も

いろいろ研究勉強させていただきます。 

 それでは、続きまして２番目の勝岡新坂の道路整備について質問をいたします。 

 勝岡新坂の勝岡納骨堂南側公道の交通安全施設の設置については、地元から再三要望が出てい

ますが、なかなか実現できず現在に至っております。現場付近は、交通量も多く、急勾配の坂の

中腹にあり、しかもカーブになっており、見通しが悪く大変危険な場所であります。小中学校、

高校生の通学道路でもあり、前目方面から来る児童は横断歩道を渡って南側の歩道に渡らないと

通学できません。 

 先般、第６地区の勝岡、蓼池、前目、三原、餅原自治公民館、交通安全協会第６地区支部、勝

岡小学校ＰＴＡにおいて信号機設置の署名運動を行い、１,８８３人の署名が集まり、７月

３１日に都城警察署へ提出したということでございます。１,８８３人という多くの方の署名が

集まったということは、地元住民の切実なる願いがこもっております。軽視できない状況でもあ

ります。再三の要望にもなりますが、警察署への要望については機会を逃さないよう十分な対応

をお願いしますが、いかがでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  勝岡新坂の横断歩道における信号機の設置要望につきましては、都

城警察署へ要望を重ねてきたところでございます。今年度は、上米公園前交差点への信号機設置

要望とあわせまして、住民、学校ＰＴＡによる署名活動を実施し、勝岡新坂におきましては第

６地区の住民、勝岡小学校ＰＴＡで、こちらの方の数字の確認ですが、２,４４９名の署名を、

また上米地区公民館におきましては４００名の署名を集めたところでございます。 

 ７月３１日に町長をはじめ、前目地区公民館長、上米地区公民館長、勝岡小学校校長、勝岡小

学校ＰＴＡ会長、総務課職員で署名を持って都城警察署に要望を行ったところでございます。結

果としましては、警察側も危険箇所と認識はしており、要望内容は県警本部へ随時報告しておる

とのことでございますけれども、県の設置計画には至っていない状況にあるとの回答でございま

した。 

 勝岡新坂の件につきましては、通学路であることから夏休み明けより登校時間にあわせて、現
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場の現状把握とドライバーに対する意識づけのため、警察官による指導を実施する旨の回答と、

上米公園前交差点を含め信号機設置以外の対策について検討すべきではないかとの提案もあった

ところでございます。勝岡新坂におきましては、夏休み明けの８月２６日より３０日の５日間、

朝７時から７時４０分まで、６名ほどの警察官による街頭指導が実施されたところでございます。

１日の車の往来は約７００台であったとの報告を受けているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（重久 邦仁君）  堀内和義議員。 

○議員（２番 堀内 和義君）  県の設置計画にはないということなんですが、やはりこれだけの

署名、私も別紙３に現場付近の空中写真を添付しておりますので、見ていただきたいと思うんで

すが、これが航空写真でございます。 

 先ほど１２０メートルの上空ということだったんですが、これも大体１２０メートルの上空で

ございます。中央写真の三差路の左角が勝岡納骨堂です。納骨堂の隣に横断歩道がありますが、

白線が消えかけておりわかりづらいと思います。ちょうど、この真ん中あたりになります。真上

に進むと勝岡小学校、下に進めば岩下橋方面です。左折すれば前目方面で、左側の都城東環状線

とつながります。 

 現場は急勾配の下り坂でカーブになっており、見通しが悪いところです。写真の中央の上が坂

のてっぺん付近で右側には交通安全地蔵が建ててあります。ちょっと、別紙３の中で左側に交通

安全地蔵尊があるが書いてあるんで、これは右側の間違いでございます。訂正方よろしくお願い

いたします。 

 地蔵尊から横断歩道までの距離を、私巻き尺ではかったところ約１２５メートルありました。

下りカーブを曲がって横断歩道が確認できる距離となりますと、６０から７０メートルくらいし

かありません。小さくてわかりづらいんですが、坂の真ん中あたりに車が走っております。ちょ

うどここあたりになるんですけども、よくわからないかもしれません。この付近でようやく横断

歩道が確認できる距離となります。毎日通っている運転者は道路状況がわかっていいんですけど

も、初めて通る方は横断歩道のラインも薄く消えかけており、児童が横断歩道に待機していると

いうことを確認するとなると、５０メートルもないということです。 

 都城警察署の交通課の方に確認したんですが、車のスピードが時速４０キロの場合、相手を確

認してブレーキを踏んで停車するまで１７メートル、１秒間に１１メートル走るそうでございま

す。これが、時速５０キロでは２４メートル、秒速１４メートルになるそうですから、少し油断

をしたり判断がおくれると危険な距離にもなります。 

 現場は下りで、雨降りで視界が悪いときにはさらに条件が悪くなります。急に歩行者に気づき、

急停車しても危ない距離で、前の車が横断歩道の手前で停車していれば追突事故にもなりかねま
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せん。事実、児童が横断中に追突事故があり、幸いにして車の物損事故だけで、児童にけがはな

く、大事を逃れたと聞いております。道路状況を考えるとカーブを緩和し、見通しをよくするこ

とも重要となります。大きな事故があってからでは取り返しがつきません。 

 それと、別紙４に８月２６日から２８日の３日間、横断歩道前で車の交通量調査をしましたの

で、参考にしていただきたいと思います。午前７時から７時４０分の４０分間に平均して

７００台の車が通過をいたしました。児童生徒が通学する時間帯の７時１５分から７時４０分の

２５分間では４８０台です。１分間に１９台、実に３.１秒に１台の車が通ります。横断歩道は

歩行者優先ですので、歩行者があれば車は止まるのが交通ルールですけども、なかなか車は止ま

ってくれません。 

 毎朝見守り隊の皆さんが交通整理をしてくれますから、常識ある親切なドライバーは止まって

くれるからいいんですけれども、とても子供たちだけで渡れるような場所ではございません。信

号機の設置は絶対必要でございます。ただ、信号機を設置するだけでは解決にはなりません。

カーブの間は交差点改良もセットにした道路行政を検討しなければならないと思います。町長、

いかがでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  福永都市整備課長。 

○都市整備課長（福永 朋宏君）  勝岡新坂道路整備の関係で、急カーブを緩和する道路整備につ

いてということでご質問いただいております。 

 現在の新坂道路はカーブと高低差が混在する道路であります。三股町町道の構造の技術的基準

を定める条例というものがありまして、その基準自体を今満たした状態であります。設計速度で

走行すれば安全であるため、多大な費用がかかる改良工事は町としては現在考えておりません。

危険が伴う区間であるので、これまでにも交通規制線を引き直したり、学校、警察及び地域住民

による通学指導を行い、危険を事前に回避し、事故のないように取り組んでおります。 

 最近の動きとしては前の質問で総務課長が回答しております。今後は、さらに先ほど下りの件

の話が出ましたけども、横断歩道があることを注意喚起する表示などを検討していかなければな

らないというふうに、都市整備課としては考えております。 

○議長（重久 邦仁君）  堀内和義議員。 

○議員（２番 堀内 和義君）  道路行政としては考えていないということなんですが、先ほど空

中写真もありましたよね。非常にカーブになっております。急勾配です。それと、この交通量調

査です。できれば、町長、教育長、朝の時間帯にあそこに行っていただけますか。非常に危ない

です。言ったように３.１秒に１台の車が通ります。やはり現場を見ることからその行政の道路

関係も考えていただきたいんですけども、私から見るともう非常に危険なところでございます。 

 それと、道路南側に歩道があるんですけども、幅が２.５メートルということで、歩行者と自
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転車通行が兼用になっております。歩道には、排水溝もあって、ふたはしてありますけれどもで

こぼこで道路側にはコケも生えておりまして、決して整備された歩道とは思えません。朝、小学

校に向かう児童は坂を上り、てっぺんからは急な下りでカーブにもなります。中学校、高校に向

かう生徒は自転車通学で逆方向になりますので、坂の途中で児童と交差します。最近の児童生徒

のかばんは多くのものが入っており、重くて歩くにも自転車に乗っていても不安定になりがちで

す。歩行者、自動車兼用の歩道２.５メートルでは狭すぎます。特に雨の日は児童は傘を差し、

自転車はかっぱを着て前が見えにくい状況で、自転車は滑りやすく危険です。１メートル拡張し

て３.５メートル幅に改修する必要があると思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  福永都市整備課長。 

○都市整備課長（福永 朋宏君）  勝岡新坂道路整備について、現在ある歩道を３.５メートルに

拡張工事はできないかというご質問についてお答えいたします。 

 現在の勝岡新坂については、歩道の幅員はちょっと若干ばらつきがありましたが、２.７メー

トルで確認をしております。三股町町道の構造の技術的基準を定める条例第１１条に、歩道の幅

員は歩行者の交通量が多い道路にあっては３.５メートル以上、その他の道路にあっては２メー

トル以上とするものとあります。よって、現在の幅員で基準を満たしているため、現在のところ

拡張は考えておりません。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  堀内和義議員。 

○議員（２番 堀内 和義君）  先ほど言いましたように、２.７メートルということであるんで

すが、あそこを排水溝が通っていますよね。一帯にこれぐらいあると思うんですが、あそこは自

転車は多分通れないんですよね。でこぼこしてですよ。ですから、実態の長さが２.７メートル

あって、中はのり面がありますのでもう横は通れません。実際通れる幅ですよね。それがどうか

ということなんですよ。一帯に道路の脇は２０センチぐらいはコケが生えていますし、ぎりぎり

は通れないですよね。 

 ですから、実際通れる幅がどれくらいあるのか、ただ基準では交通量に対してよろしいという

ことなんですが、そこあたりもやっぱり加味していただかないと、あそこは下りなんですよね。

危ないんですわ。雨が降ったら滑ります。ですから、通常の条件とそういう悪条件の中の問題と、

ある程度やっぱり加味していかないとメーター数が２メーター７０からいいよということじゃな

いと思うんですよ。そういうところはいかがでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  福永都市整備課長。 

○都市整備課長（福永 朋宏君）  現状としまして、確かに朝の時間であると、小学生の通学生は

上に上る方向、例えば中学生でいきますと下る方向ということになっております。確かに法律的
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なところでいくとあれなんですが、正式に歩道というものをつくると、歩道と車道の間にある狭

い白線帯がありますけども、自転車は軽自動車と一種でありますので、本当はそこを通らないと

いけないというのが原則になっております。やむを得ない場合は、歩道を通ってもいいというの

があるんですけども、やむを得ないということで歩道側を自転車が通るのであれば、それなりに

自転車で通る側も注意をして、中学生ですけども注意をしていただければというふうに考えてお

ります。 

 先ほど、水路のところも話もありましたけども、それを除いても基準的には２メートルという

確保はできておりますので、まだ大丈夫と、今の幅員で大丈夫というふうに考えております。あ

と、もう一つ道路構造令で２メートルの次の基準で３.５メーターというのがあるんですけども、

それは歩行者が多い場合という表現が道路構造令ではされております。これどういう想定かとい

うと、例としまして大きな病院前とかいうのが挙げられておりまして、同時に車椅子が２台と人

が２人、その４人が一斉にすれ違える幅ということで３.５メートルという幅は想定されており

ますので、今の勝岡新坂の下りの部分の歩道でいくと、何とか対応できる範囲じゃないかという

ふうに今思っております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  堀内和義議員。 

○議員（２番 堀内 和義君）  この件については、今後また十分検討をしていただきたいという

ふうに思っております。先ほどから申し上げておりますように、道路の南側には歩道があるんで

すが、反対側の北側には歩道はありません。小学校が近くにあります。学校近辺の通学道の両サ

イドには歩道を整備する必要があるんじゃないかなというふうに思っております。先ほどから言

いますように、勾配のある坂道、カーブを考慮すると北側にも歩道があってしかるべきだと思い

ます。 

 ちなみに、高城高校に通う自転車通学の生徒は左通行ですので、横断方向を渡って北側を通り

ます。車の往来が激しい時間帯は大変危険であります。信号機設置、カーブの緩和、歩道拡張、

歩道新設等、解決策は多くあります。しかしながら、大きな予算も伴います。何が、最善なのか、

十分検討していただきたいと思います。 

 今後、十分な解決策が得られることを期待しておりまして、この件についてもまだ私も調査が

足りませんので、いろいろ調査をしまして、次の機会に進歩状況等確認をさせていただきますの

で、よろしくお願いいたします。 

 それから、３番目の質問に入ります。警戒レベルを用いた避難勧告等の発令についてお伺いし

ます。 

 避難勧告に関するガイドラインが平成３１年３月に改訂され、住民はみずからの命はみずから
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が守る意識を持ち、みずからの判断で避難行動をとるとの方針が示されております。ことし、

５月から気象庁が大雨洪水警戒レベルを５段階で表示するようになってから、三股町においても

７月３日の記録的大雨で警戒レベル４の避難勧告、８月５日の台風８号において警戒レベル３の

避難準備・高齢者等避難開始、そして８月１４日の台風１０号においては警戒レベル３と、長田

地区においては警戒レベル４の避難勧告が発令されておりますけれども、避難者の方はみずから

の判断で避難されたのかどうか、避難所における避難者の人数、性別、年齢等、差し支えなけれ

ば教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  それでは、まず７月から８月に大雨、台風により発令された避難準

備、避難勧告による避難状況についてお答えしたいと思います。 

 まず、７月１日の大雨のときでございますが、土砂災害危険度の高い地区、これが３地区、

４地区、５地区、６地区を対象としまして、６つの避難所を開設したところでございます。避難

者は延べ４世帯の４名でございました。次に、７月３日から４日の大雨時には町内の一時避難所

１１カ所を開設し、避難者は延べ２９世帯、５２名でございました。８月５日から６日の台風

８号におきましては、土砂災害危険度の高い３地区、４地区、５地区、６地区を対象として５つ

の避難所を開設し、避難者は延べ１２世帯、２０名でございました。８月１４日から１５日の台

風１０号につきましては、土砂災害危険度の高い地区３地区、４地区、５地区、６地区を対象と

しまして、５つの避難所を開設し、避難者は延べ１５世帯の３３名でございました。なお、性別

的なところは細かい数字はあるんですけども、年齢的なものなんですが、これ各地区によってそ

れぞればらつきがございまして、頻度的には６５歳以上の方々の避難者の割合は大体６５％から

８０％が避難者のうちを占めているというような状況でございます。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  堀内和義議員。 

○議員（２番 堀内 和義君）  済みません。私ちょっと聞き漏れたんですが、７月１日は４人だ

ったですかね。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  ７月１日は４世帯の４名でございます。 

○議員（２番 堀内 和義君）  私も７月３日は６地区の避難所に、分館の避難所に行って、ちょ

っと確認したんですけども、８人だったと思うんですよね。７月３日ですかね。８人だったと思

ったんですが、全体で４人ということでしたので。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  今、質問があったのは７月１日ということを言われましたので、
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４世帯の４名ということで答えたところでございます。 

○議長（重久 邦仁君）  堀内和義議員。 

○議員（２番 堀内 和義君）  全体としては、６地区としては人数が少なかったものだから、こ

んなのもかなと思ったんですが、全体としてはやはり結構多かったということで、少しは自主避

難ということがあって、よかったんじゃないかなと思うですが、できれば避難者の方のアンケー

ト調査も行って、今後の参考にでもされたらいいんではないかと思っておりますけども、実態調

査は行っていますか。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  今回は実施していないんですが、以前同様、避難された方々につい

てのアンケート調査といいますか、簡単な調査は実施しております。 

○議長（重久 邦仁君）  堀内和義議員。 

○議員（２番 堀内 和義君）  ありがとうございます。全体の避難者の中で６５歳以上が６０か

ら８０％ということで、やはり高齢者の方は非常に不安でございますので、そのようになったん

じゃないかなと思います。それと、当日は役場職員、それから消防団の方が避難所での待機なり、

また夜の見回り等、ご苦労をいただいております。感謝を申し上げます。 

 避難準備それから避難勧告を発令する基準、タイミングがなかなか難しいと思われますが、い

つの時点で出すのか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  避難準備、避難勧告発令のタイミングにつきましては、災害警戒室

災害対策本部の段階に起きまして、降水量、河川水位、風速、雨雲の動き等のネット情報、そし

て警報、警戒発表及び県のホットラインと避難時の危険性の少ない時間帯などを総合的に判断し

まして発令をしております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  堀内和義議員。 

○議員（２番 堀内 和義君）  早い発令は大変いいんですが、おくれると生命の危機にさらされ

ることもありますので、十分な対処をお願いいたします。 

 警戒レベルを用いることになってから日が浅いわけでございますけども、防災情報が住民にう

まく伝わっているかどうか、住民の避難に対する意識の変化が少しはあったと感じられるか。感

じたままでよろしいですので、お聞かせいただきたい。 

 それと、９月１日の広報「みまた」には水害、土砂災害の防災情報は警戒レベルで伝えますと

いうことで、警戒レベルでの避難タイミングが載っておりましたけども、まだまだ周知徹底とま

ではいっていないというふうに思います。これから広報紙以外にどのような方法で周知徹底をし
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ていくのか、お伺いします。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  警戒レベルによる住民の情報提供、周知についてお答えいたします。

広報的なところというとこでご説明申し上げます。 

 先ほど堀内議員から言われましたとおり、水害、土砂災害の防災情報の伝え方が令和元年６月

より警戒レベルを用いたものに変わったところでございます。 

 警戒レベルとは、警戒の段階を５段階に数値化し、１から５の警戒段階において避難行動、避

難情報を明確化したものでございます。新たな防災情報の周知に関しましては、令和元年６月

１日付回覧及び町ホームページ掲載にて実施しておりますが、さらに周知を図るために９月の回

覧による周知活動を実施することにしているところでございます。また、通常の警戒レベル、あ

と勧告指示、避難等に関しましては県の防災メール、あとエリアメール、これは携帯ですね。そ

れとＮＨＫ、テレビ関係のテロップ、それとあとは町のホームページ、こちらのほうで随時住民

には周知を行っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  堀内和義議員。 

○議員（２番 堀内 和義君）  今回警戒レベルということでされたんですが、やはり避難指示、

避難勧告を対応していきますと、人間慣れが出てきまして、これぐらいでは大丈夫だろうと自分

の判断が優先されがちになると思います。ひと昔前は、災害は忘れたころにやってくるといわれ

たんですが、近年では毎年であります。避難勧告が出る地区は限られておりますよね。ですから、

そのような地区については毎年か、定期的に避難訓練をする必要があるんじゃないかなと思うん

ですが、いかがでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  防災に対する、災害に対する避難訓練ということでございますが、

今は、ただいま自主防災組織、やはり行政が全て誘導するんではなくて、地域の方々が自主防災

というところの意識づけを高めた上での避難訓練ということをやっていかないと、なかなか実用

的にうまくいかないというふうに考えておりますので、今行政の取り組んでいるところは自治公

民館単位での自主防災組織、これを早急に立ち上げていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  堀内和義議員。 

○議員（２番 堀内 和義君）  この自主防災組織というのは、公民館単位ということで、公民館

連絡協議会等もあるんですけども、そこらあたりでも話は進めてあるわけですかね。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 
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○総務課長（白尾 知之君）  行政事務連絡員会議ですね、協議会のほうが２カ月に１回行われる

んですが、８月、その行政事務連絡員会議の中で、今回研修という名目で自治公民館長を対象に

自主防災組織の立ち上げについてということで、研修会をさせていただいたところでございます。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  堀内和義議員。 

○議員（２番 堀内 和義君）  全地区がそういう組織ができることを望んでおりますので、また

今後ともそのような指導をしていただきたいというふうに思っております。 

 それから、今まで出された避難情報ですけれども、割と明るい時間帯に発令されていまして、

避難する人についてはある程度スムーズに行動できたと思います。これが夜間で風雨が強く、今

はほとんど家庭では雨戸を閉め切っておりますので、広報を流しても声が聞こえないと。それと、

最近の住宅は二重、三重のサッシになっておりますので、ほとんど聞こえないですよね。 

 台風は接近するまで、ある程度の時間がありますけれども、集中豪雨については急に大雨にな

ることがあるということもありますので、避難情報が出ても大雨の中ではなかなか避難ができる

状況ではないと思われます。逆に避難して危険な場合も考えられます。特に、高齢者や車を運転

できない方、障害のある方など、災害弱者は昼間でも避難したくてもできない状況であります。

そのような方については、どのような対応をされているのかお伺いします。 

○議長（重久 邦仁君）  川野高齢者支援課長。 

○高齢者支援課長（川野  浩君）  高齢者や車を運転できない人の対応はどうするのかについて、

ご説明いたします。 

 高齢者の中でも、特にひとり暮らしの方や移動に時間のかかる方々については、地域の方々の

協力をもらいながら、避難支援を行っています。平成２５年の災害対策基本法の改正において、

避難行動要支援者名簿の作成が市町村に義務づけられ、必要な個人情報を利用できることや、要

支援者本人の同意を得て消防期間や民生委員等に情報提供ができること、災害発生時には本人の

同意の有無にかかわらず、名簿情報を避難支援等に提供できること、また守秘義務を課すことが

定められました。 

 それに基づき、本町におきましても民生委員の皆さんにお願いし、避難行動要支援者名簿作成

のための調査を実施し、要支援者の特定や避難する際に家族や近隣の知人など、誰に避難支援を

依頼するかなどについて話し合い、地域住民と行政が連携した支援体制の構築に取り組んでいま

す。 

 警戒レベル３以上発令された場合、職員が要支援者名簿に基づいて、一人一人に電話連絡し、

避難の誘導を行っておりますが、避難の際、支援者がいない場合は、職員が直接避難所まで運ん

だり、消防団に協力依頼を行っています。また、毎年行われる防災訓練においては各地区の高齢
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者の方々にお願いし、職員同士の連携や本人への電話連絡、避難所への誘導など、実際の災害に

確実に支援ができるよう訓練を行っています。 

 以上でございます。 

○議長（重久 邦仁君）  堀内和義議員。 

○議員（２番 堀内 和義君）  私、昨年、蓼池の自治公民館長をして感じたんですけども、今避

難行動、要支援者名簿があるということですけど、名簿はできれば公民館長にもいただけたら、

ある程度支援者の把握ができます。蓼池９００戸数あるんですけども、やはり館長は住民一人一

人を把握することは困難でございます。本人の同意、また個人情報ともあってなかなか難しい面

もあると思うんですが、やはり公民館単位でも共有できるところは改善していただきたいなとい

うふうに思っていますけども、いかがでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  川野高齢者支援課長。 

○高齢者支援課長（川野  浩君）  現在、民生委員の方々にお願いして、４７名、五十何名いら

っしゃるんですが、そのうちの４７名にことしはお願いして協力いただきました。そのほかにも、

また公民館長関係者の方々にも情報を提供したいというふうに考えております。 

○議長（重久 邦仁君）  堀内和義議員。 

○議員（２番 堀内 和義君）  そのようにお願いします。 

 最後になるんですが、７月３日と４日の集中豪雨のときに、町内の小中学校は臨時休校になっ

たんですけども、７月４日は朝から曇りで晴れ間も出ていたんで臨時休校にするような状況では

なかったんじゃないかなと思っております。７月３日の早い段階での態度決定で、もう少しおく

らせての決定でもよかったんではないかなと思っております。 

 ６月２７日の熱帯低気圧が台風３号に発達したときには、事前に休校になる旨を保護者に伝え

てありまして、当日は少し雨が降ったんですけど、通学には全く影響がないということで、朝

６時に態度決定して、保護者に連絡をとって休校にしなかったということですね。ちなみに、都

城は臨時休校になっております。なかなか判断は難しいと思うんですが、保護者との連絡がしっ

かりしておれば、早目の決断も少し問題があるのではないかと思いますが、教育長、いかがでし

ょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  教育長。 

○教育長（石崎 敬三君）  小中学校の臨時休校の判断について、お答えいたします。 

 まず、小中学校の臨時休校の判断及び決定につきましては、三股町立学校管理運営規則第

１０条において、台風等の非常変災、その他の窮迫の事情があるときは、校長は臨時に授業を行

わないことができると定めております。また、教育長は児童生徒の安全確保のために必要と認め

るときは、校長に臨時休業を命ずることができると定めております。 
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 この規定をもとに、７月３日と４日の２日間の臨時休校の判断については、三股町小中学校校

長会と三股町教育委員会が情報共有を密に行いながら決定したところでございますが、その過程

についてちょっとご説明をさせていただきますが、議員からもございましたとおり、南九州地方

は６月末から停滞する全線の影響で雨が続いており、７月１日には本町でも午前７時３０分に警

戒レベル３、避難準備・高齢者等避難開始が発令されました。そこで、７月１日月曜日の午前

９時半に、９時３０分に臨時の校長会を開催しまして、大雨の対応について当日と翌２日以降に

ついても最新情報をもとに対応を検討していくことといたしました。 

 そして、翌日の２日、午後１２時１３分に県から提供された気象庁の情報によりますと、線状

降水帯により非常に激しい雨が同じ地域で数時間続く可能性があるとございまして、三股町内に

も大きな影響があると考えられるため、町、校長会との複数回にわたる協議の上、３日の臨時休

校の最終判断を３日の早朝に行うことにいたしました。３日早朝、午前５時２３分に三股町へ大

雨警報が発令されたため、同じく５時５７分に町内の全小学校の臨時休校を決定し、保護者へ連

絡したところです。なお、中学校については振替休業日であったため、特別な対応はしておりま

せん。 

 また、３日の状況でございますが、３日の午前１１時には町の４つの地区に警戒レベル３、避

難準備・高齢者等避難開始が発令され、午後１時３０分にはレベル４、避難勧告が発令されまし

た。その後、他の５つの地区にも警戒レベル３、避難準備・高齢者等避難開始が発令されました。

さらに、４日の昼前まで前線の停滞による大雨が継続する見込みであったため、児童生徒の登下

校の安全確保が非常に困難であるとの理由から町、校長会と協議を行い、都城市の対応状況も参

考にして翌４日の臨時休校を決定し、３日の午後２時３０分に保護者へ連絡したところでござい

ます。 

 ４日、確かに未明から風雨がおさまりつつある状況にございましたけれども、町の避難勧告等

が解除されたのは４日の午前８時４５分でございます。ですから、その避難勧告等が解除されな

いと児童生徒の安全ということを考えますと、これを早目に登校といったような判断をすること

は難しいということでございました。また、このタイミングになりますと、保護者に連絡すると

しても、もう午前８時過ぎでは保護者の皆さん、中には出勤をされている方とかもいらっしゃい

まして、その指示の徹底というところは非常に困難でありまして、児童生徒によっては登校をし

たり、あるいは登校しなかったりということが考えられますので、危機管理上なかなか困難であ

るというふうに考えております。 

 したがいまして、今回の７月３日、４日の決定により、町内の児童生徒の登下校の安全が確保

されたところでございますし、なお授業実数につきましても、各学校とも予備授業実数を確保し

ていますので、この２日間の臨時休校は今後の授業実施に影響はございません。このようなこと
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から、今回の臨時休校の判断は適正であったと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（重久 邦仁君）  堀内和義議員。 

○議員（２番 堀内 和義君）  わかりました。子供の生命を預かるものとしては大変難しい判断

だと思いますが、よろしくお願いいたします。避難勧告、臨時休校しなくてもいいことが望まし

いんですけども、今からが台風シーズンであります。９月から１０月に発生する台風は大型にな

りやすい傾向らしいです。万全の防災体制をとっていただきたいと思います。 

 これをもちまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（重久 邦仁君）  これより１１時２０分まで本会議を休憩します。 

午前11時07分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時20分再開 

○議長（重久 邦仁君）  休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。 

 発言順位２番、内村議員。 

〔８番 内村 立澤君 登壇〕 

○議員（８番 内村 立澹君）  発言順位２番、内村です。まず、８月末に起きました長崎、佐賀、

福岡、大雨の被害がありまして、まずお見舞いを申し上げます。一日でも早い復旧ができますこ

とをお祈りする次第であります。 

 今回、質問につきましては、防災、熱中症、農業の３つだけに質問をさせていただきます。 

 先ほど、１番議員から質問がありましたけど、重なるような質問もあろうかと思います。その

辺は、いろいろと答弁の中でそれなりに答弁していただければと思っております。 

 昨年は、西日本豪雨とか日本列島を縦断した台風２４号、関西空港が浸水した台風２１号、過

去１０年では最大の被害状況であったといわれております。近年は、突発的に局地的に大雨が降

るゲリラ豪雨が発生し、台風が巨大化、土砂災害など災害が拡大し続けているのが特徴でありま

す。明らかに雨の降り方が変わってきております。ことしは、６月の２８日から７月４日まで九

州に停滞した梅雨前線が活発化しまして、県内で記録的な大雨が続きました。また、台風８号に

続き、超大型台風１０号が接近しまして、県内全域が強風域に入りました。８月の１３日と

１４日ですね、盆休みだったですけども、台風が直撃をいたしました。この大雨、台風について、

まず対策はどのようであったかということを伺っていきます。 

 あとは、質問席にて質問をさせていただきます。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 
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〔町長 木佐貫 辰生君 登壇〕 

○町長（木佐貫 辰生君）  ７月から８月に大雨、台風により講じた対策についてのご質問に、次

のように回答いたします。 

 ７月１日の台風時は、大雨警報、洪水警報発表により災害警戒室を設置し、午前７時３０分に

土砂災害危険度の高い地区、３地区、４地区、５地区、６地区に対し、警戒レベル３による避難

準備・高齢者避難開始の発令と同時に、避難所６カ所を開設したところであります。 

 ７月３日から４日の大雨時は、大雨警報発表により災害警戒室を設置し、午前９時に避難所

６カ所を自主避難所として開設、午前１１時３０分に警戒レベル３による避難準備・高齢者等避

難開始を発令、午後零時３０分、土砂災害警戒情報発令に伴い災害対策本部を設置、午後１時

３０分に土砂災害危険度の高い地区に対し警戒レベル４に引き上げ、避難勧告を発令しました。

さらに、洪水警報発表に伴い、午後５時に１地区、２地区、７地区、８地区、９地区に対し、警

戒レベル３による避難準備・高齢者等避難開始を発令し、一時避難所となる１１カ所を全て開設

したところでございます。 

 ８月５日から６日の台風８号では、大雨警報発表により災害警戒室を設置し、午後６時に土砂

災害危険度の高い地区に対し、警戒レベル３による避難準備・高齢者等避難開始の発令と同時に、

避難所５カ所を開設、午後９時に災害対策本部を設置し、情報収集及び警戒レベルの引き上げに

伴う対応に備えたところであります。 

 ８月１４日から１５日の台風１０号では、大雨警報発表により、午前７時に災害警戒室を設置

し、際立って降水量の多かった長田地区に対し、自主避難所として轟木集落センターを開設、午

後３時に災害対策本部を設置し、暴風警報発表に伴い、土砂災害危険度の高い地区を対象に警戒

レベル３による避難準備・高齢者等避難開始を発令し、５つの避難所を開設。大雨警報、土砂災

害警報の発表に伴い、午後９時１５分に長田地区に対し、警戒レベル４に引き上げ、避難勧告を

発令しております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  内村議員。 

○議員（８番 内村 立澹君）  今、対策についてということで、先ほどのあれと似ているわけで

すけども、本部になるわけですよね、こちらの役場のほうは、結局ですね。町内の本部というこ

とは、全体的なところをいろんなところを把握していなければいけないわけですけども、先ほど

の答弁であったように６月だったですかね、公民館、自治会、会議を開かれまして、そういった

ところで説明をなされたということの説明がありましたけども、いろんなところで災害が起きる

状況でありながら、そういう早目にキャッチしなければいけないわけですけども、そういうとこ

の状況は公民館長さんがおっしゃられるわけですかね、誰かが役場の方が巡回に回れるわけです
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かね。そういう教えられる方がいらっしゃるわけですか。そういう状況を、道路が今どういう状

況にあるとか、雨がとか、田んぼがおかしいとか、水利が詰まっているとか、その辺の内容はど

のような方が、やっぱり教えていらっしゃる方がいらっしゃるわけですかね。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  大雨、台風ですね、接近中、またそういう際する災害、被害の状況

等については、特に役場職員内におきましては総務課、そして都市整備課、あと環境水道課、農

業振興課、常時待機しております。職員がですね。その中で巡回もされるでしょうし、町民から

の連絡等もあった上で現場の確認とか、そういったものもしていくと。 

 最終的に、台風が来ている状況、往来中の中での巡回というのは特に職員のほうも非常に気を

つけなければいけませんので、大体過ぎ去った後、その後の被害状況調査というのは非常に大事

でありまして、どうしても緊急性を要するものについては、即対応はしますけれども、そういっ

たものについては巡回、もしくは町民からの連絡等によって対応はするというような状況でござ

います。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  内村議員。 

○議員（８番 内村 立澹君）  ありがとうございました。一番総務課が大変だろうと思うわけで

すけど、災害が雨風が強くなれば、２４時間体制で泊まられて徹夜でもこういう、されると思う

わけですよね。そういう、たまたま今回はそういう状況の中でやっぱりちょうど参議院選があり

まして、その状況ですね。都城の人たちとも接触する機会がありまして、都城のほうは特にいろ

いろ竹下橋のほうがいろいろ出ましてやっぱり、そういう危ないという、水位が上がってもう危

険度が高いというようなことのあれがありまして、そういうのが出まして、やっぱり町長も見ら

れたわけですけども、役職の方はきのうは徹夜で泊まられてこういう状況じゃなかったかなとい

うようなことで、その中で出てこられて、そういう判断のもとでなかったんじゃないかなという、

今日は、一睡もしてないんじゃないかとそういう話も出まして、やっぱりですね。 

 そういう状況は皆さんにやっぱり知ってもらわないと、やっぱりですね。出て、私はこういう

ふうに改めて一般質問したわけでありますけども、消防団の方もやっぱりそれなりに地域をこう

して回られて、それなりにやっぱり災害に備えて、やっぱり地域のことを守ってくれるといいま

すか、ことであります。 

 続き時に、状況ということで伺っていきます。 

 先ほど、３地区、４地区、５地区、６地区ということで避難勧告、警戒レベル４というような

ことでありましたけども、一つずつ答弁していただきたいと思います。 

 ３地区、４地区といっていましても、大まかでありまして、３地区のどこ辺、４地区のどこ辺、
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５地区のどこ辺とか、テレビなんかに出たときには６地区の、出ましたですよね。都城に行った

ときには三股町はいつも出る。といったときには、３地区ちゃどこ辺か、聞かれるわけですよね。

そこ辺たいを答えられる範囲内で教えてもらえればと思います。よろしくお願いします。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  災害のレベルということで、警戒のレベル、それをいかに町民の

方々に流すかという点においては、先ほど堀内議員のほうにもお話しましたとおり、方法手段と

しましてはもちろん広報等もございます。それとあと、防災メールという県の防災メールですね。

それとあとエリアメール、これがドコモ、ａｕ、そしてソフトバンクですね。そういった電話会

社のメールを使う。 

 それとあと、ＮＨＫですね、こちらのほうに情報を流します。テレビでのテロップですね。そ

ういった形で、あと町のホームページもあるんですけども、情報の手段としましては５つぐらい

そういった手段を講じてやっていくわけなんですが、こちらのほうでその情報を流す際には、以

前も町民の方からその３地区、例えば３地区という地区はどこの範囲なのかというような質問が

ございまして、これじゃいかんということで、うちのほうは３地区ということで括弧、例えば大

鷺巣とか小鷺巣とか高畑とかいう形で書いて流すんですが、どうもあちらのテレビ局とか、そち

らのほうの文字数ですね、そちらのほうに影響しますようで、こちらから流すんですが、そこ辺

が削除されているような状況等もありまして、じゃあもう地区名を除いて地区公民館か、要は地

区名ですね、それで流せばいいんじゃないかというようなことでいろいろな方法をやっています。 

 中には、そういった地区公民館体位での名称で対象地区が出てくる場合もありますし、特にＮ

ＨＫ関係についてはどうしても文字数があるのかしれませんが、地区単位でしか出てこないとい

うような状況でございまして、その辺については今後やっぱりテレビ局のほうとも話しながら、

そういった地区がわからない方々もいらっしゃいますので、もうちょっと細かく集落名、地区名

がわかるような形で表示できないかというのは、今からも話をしていきたいなというふうに思っ

ております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  内村議員。 

○議員（８番 内村 立澹君）  わかりました。いろいろそれらやっているけど、なかなか大まか

にしか載せてないということですけども、３地区で、細やかしく聞きますけど、３地区はどこ辺

がどういう状況というかわかりますかね。どういう３地区はどこ辺のとこが災害、そういう４地

区はどこ辺がどういう災害状況にあるとか、地区、大鷺巣なら大鷺巣、小鷺巣なら小鷺巣、寺柱

なら寺柱、そういうどこ辺がどういう状況っちゃわかりますかね。６地区だったら、６地区はも

う大体出ましたよね、６地区どこどこって出たんですよね。テレビにですね。５地区ですか、
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５地区は出たんですよ。６地区は、６地区といっても大まかですよね。やっぱり地区地区、地域

でわかったらどこ辺でどういう状況であるというようなことがわかったら教えていただきたい。

わからないですか、それ。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  今のご質問なんですけれども、例えば３地区というところが町民の

方にはよくわからないので、例えばその中の自治公民館単位で表現できないかということなんで

すか。例えば大鷺巣、小鷺巣。 

○議長（重久 邦仁君）  内村議員。 

○議員（８番 内村 立澹君）  その状況の中で、どういう状況にあって、そのことがわかれば地

区の中で細やかにもっとわかればお教えいただきたい。 

○議長（重久 邦仁君）  暫時休憩。 

午前11時35分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時36分再開 

○議長（重久 邦仁君）  休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

 白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  大変失礼いたしました。今、内村議員がおっしゃった分についてお

答えいたしたいと思います。 

 先ほど、答弁の中でも申し上げましたとおり、土砂災害危険度の高い地域というところを表現

する場合に、三股町内におきましては、３地区、４地区、５地区、６地区、この４地区が対象地

域ということになっておりまして、その町民の方々が理解できるための表現としましては、その

山手にお住いの方々とか、そういった表現でするのが一番よいのかなというふうには思っており

ますが、通常我々が言うのはそういった土砂災害危険度の高い地域、この３地区、４地区、５地

区、６地区、それを細かく自治公民館単位でいっても、なかなか理解されない方もいらっしゃい

ますので、表現としましては山沿いにお住いの方々についてはというような表現をするべきとこ

ろは考えなければいけないのかなというふうには思います。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  内村議員。 

○議員（８番 内村 立澹君）  わかりました。土砂災害地、町でしてそういう危ないところは、

そういうとこがつかんで出してあるということの災害区域がやっぱりそういうところであるとい

うことですね。わかりました。 

 それでは、被害状況ということで、被害状況はどのようであったということを伺っていきたい
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と思います。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  被害状況につきましては、先ほど申しました７月、８月、大雨、台

風、どれにおきましても災害に相当するような被害報告は確認していない状況でございます。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  内村議員。 

○議員（８番 内村 立澹君）  被害はないほうがいいわけですから、できるだけ。しかし、まだ

今物すごく今問題になっていますから、こういう中で今、災害のことが１番議員も災害のこと、

こういう質問をなされまして、やっぱり皆さんが今また台風も大きなのが今から発生するんじゃ

ないかとか、大雨が降るんじゃないかとか言われてまして、前に２地区で６月の２日に避難訓練

が行われました。交流プラザでですね。 

 たくさんの方が交流プラザに来てくださいました。土砂災害についてのいろいろ話し合いがな

されたわけですけども、今の状況で災害が起きたときの集合場所やら、避難手段について今子供

たちの中で話し合っている家庭というのが少ないということの調査が出ております。やっぱりそ

ういう話し合うきっかけは、学校の防災訓練や地域の災害訓練の中で、やっぱり広まっていくん

じゃないかと言われています。 

 その中で、私ところには、９月６日の日にこういう役場のほうから、第２地区、上米、中米、

檪田、谷というところで、我が家でできる防災訓練、自助の勧めというような回覧板が回ってき

ました。こういうのがですね。私もこういうことでありましたけど、まさしく１番目に、住まい

の安全性ということでいろいろ書かれております。２番目に、各家庭での避難場所の確認とか、

避難ルートの確認とか、非常持ち出しの準備とか、避難する前に点検とか、いろいろ書かれてお

ります。非常に大切なことじゃないかと思っております。 

 この前、８月の３０日に局長と宮崎県の森林・林業活性化議員連盟が県議会のほうでありまし

て、その中で、今度の森林環境譲与税のことに際しましての話が出まして、そういう木が温暖化

を防ぐ、物すごくそういう役割があるちゅうようなことの説明やら講演やらありまして、そうい

うことがありまして、話がありまして、これからも森林環境譲与税がまた今度の議会のあれにも

上がってきているようですけども、また今後はそれをうまく活用していかなければならないんじ

ゃないかと思っております。今後、今温暖化はＣＯ２の問題じゃないかと言われております中で、

それなりに対応していただければいいんじゃないかと思っております。 

 続きまして、ことしも７月から８月にかけて猛烈な暑さが続きました。猛暑が災害と位置づけ

られて、大きい災害が起きているのが現場での現実感じゃないかと言われております。地球温暖

化がもたらす影響じゃないかと言われております。 
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 連日猛暑が続きまして、熱中症のことが取り上げられました。以前にもこのことは、熱中症問

題では質問いたしました。体内の水分が不足して、熱中症やら脳梗塞、心筋梗塞など、健康障害

のリスクの要因となるということであります。汗で失われた塩分、ミネラルを摂取するために塩

分の吸収を助けるブドウ糖が必要であるということです。それの補給には梅干しがいいそうであ

ります。 

 本町の現在までの各小中学校における熱中症者数といいますか、判別はなかなか難しいですよ

ね。熱中症は、どこ辺で区別されるのではないかというようなことでもありますけど、緊急搬送

者数というようなことはどのようであったかを伺っていきたいと思います。 

○議長（重久 邦仁君）  教育長。 

○教育長（石崎 敬三君）  各小中学校においてこれまでに対応した、昨日９月８日、日曜日も含

めてでございますが、熱中症のような症状を訴えた児童生徒数は延べ人数で、三股小学校５３名、

勝岡小学校９名、梶山小学校８名、宮村小学校１１名、長田小学校ゼロ名、三股西小学校４５名、

三股中学校６７名、合計の１９３名となっております。昨年度１学期間でございますが、

４６９名でございましたので、ちょっと期間は違うんですけれども、比較しますと、２７６名減

少している状況でございます。部活動時間や集会、体育の授業中及びその後が多い状況となって

おりますが、この中で救急搬送された児童生徒が２名でございますが、いずれも大事には至って

いない状況でございます。 

 以上でございます。 

○議長（重久 邦仁君）  内村議員。 

○議員（８番 内村 立澹君）  全体で１９３名ですか、去年がちょっと悪い。把握じゃないけど、

４６９名ということですが、２７６名減ちゅうことですね。この減少の要因というのは、どうい

うことが考えられますかね。 

○議長（重久 邦仁君）  教育長。 

○教育長（石崎 敬三君）  まず、対策といたしまして、児童生徒に水筒を持参させ、小まめな水

分補給をするよう指導しております。これは例年運動会、体育大会の練習が始まる時期に限定し

ておりましたものを、今年度は６月より持参させているところでございます。 

 また、帽子の着用を徹底させたり、体育等の屋外での活動時間を午前中の早い時間に設定する

などの対策を講じております。 

 また、熱中症は屋外のみならず、屋内でも起こり得ることから、暑さ指数計を教室、廊下、体

育館などに設置しており、集会等を実施する際には大型扇風機を使用している学校もございます。 

 また、体調不良を訴える児童生徒への初期対応のために、保健室には食塩やスポーツドリンク、

経口補水液を常備し、症状の悪化、重症化を防ぐよう努力しているところでございます。 
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 また、児童生徒の健康管理につきましては、学校での対策や指導もさることながら、自己管理

や保護者の協力が重要でございます。そのため、熱中症予防についての資料の提示や保健だより

等を活用しながら、各家庭のご協力もいただいているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（重久 邦仁君）  内村議員。 

○議員（８番 内村 立澹君）  今、連日のようにテレビとかマスコミ等で熱中症の問題が上げら

れておりまして、大分そのように対策的なことが、取り組みがなされるというようなことではな

いかと思います。 

 また、三股町におきましても、来年度からエアコンが各小中学校に設置されまして、このエア

コンが使用されるというようなことですけども、先ほど言われましたように、放課後とか、そう

いう教室ばっかりじゃなくて野外でもそういう起きるとか、いろんなところで発生する状況があ

るというようなことですけども、これからも今まで以上にそういう対策というか、管理といいま

すか、みんなで取り組む姿勢といいますか、そういうことが大切ではないかと思いますけども、

どうでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  教育長。 

○教育長（石崎 敬三君）  地球温暖化が進むと言われている中で、この熱中症対策というのは学

校現場におきましても、非常に重要な問題でございます。議員がおっしゃいましたとおり、来年

度からエアコンが導入されまして、室内での対策ということでは十分な対策ができると思います

けれども、やはり野外での活動の時間が問題でございますので、これまでやっておりますとおり、

細かな水分補給とか、あるいは症状を訴えた場合になるべく初期のうちに対応するといったよう

な取り組みを今後とも続けてまいりたいと考えております。 

○議長（重久 邦仁君）  内村議員。 

○議員（８番 内村 立澹君）  今それぞれに対策的にいろいろ取り組んでいるようですけど、な

かなか現実的には厳しいですけど、状況をつかむというのはですね。万全な体制で取り組んでい

ただければいいんじゃないかと思います。 

 次に、農業問題に行きます。 

 農産物の自由化は農家が困るだけではなくて、消費者にはメリットだというのは大間違いであ

るというようなことが言われております。自由化は国民の問題ということで、東京大学の大学院

教授の方が述べられております。いつでも安心・安全な国産の食料が手に入れられなくなること

の危険を述べたら、自由化は農家だけの問題でなく、国民の命と健康の問題であるということも

言われております。 

 輸入農産物が安い安いと言っているうちに、成長ホルモン、成長促進剤、遺伝子組み換え、除
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草剤の残留、防カビ剤、こういうリスクが満載と言われております。食に目先の安さを追求する

ことは、命を削ることでもあると言われております。子供や孫、子孫に責任を持てるかというこ

とも言われております。 

 また、牛丼やら豚丼、チーズが安くなるかといって、気がついたら乳がん、前立腺がんが何倍

もふえて、国産の安心・安全な食料を食べたいと気がついたら、これは大分手おくれであること

を言われております。農林水産業を支えることは、国民の命を守ることだと言われております。 

 農水省が人・農地プランの要件を見直しました。そもそも人・農地プランは、地域の農地を将

来にわたりどう守るか、地域の農家が集まって話し合って決めることであります。誰が農地を引

き受けて担い手となるか、ほかの農家の担い手をどう支えるのか、地域農業の将来を共有します。

担い手の農地集積を進めるためでもあります。人・農地プランを充実させることを、地域に話し

合いを促し、農地地域に結びつけるのが狙いであると言われております。見直しの要件として、

３つの要件を示しております。 

 まず、本町の進め方、取り組み方ということで伺っていきます。 

 まず、アンケートということで、どのようなふうに取り組んでいくか伺っていきます。 

○議長（重久 邦仁君）  上原農業振興課長。 

○農業振興課長（上原 雅彦君）  人・農地プランの見直し内容については、農業者が話し合いに

基づき、地域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者、中心経営体

が地域における農地の集約化、将来のあり方などの方針を定めるものであります。 

 町、農業委員会など農業関係者の参加のもとで、アンケートや地図を活用し、地域の話し合い

の場において、農業者が地域の現況と将来の地域の課題を関係者で共有することにより、今後の

農地利用を担う中心経営体へ５割以上の農地集約化に向けて将来方針の作成につなげていけるよ

う３つの取り組みをすることで、プランの実質化となります。 

 お尋ねがありました１つ目のアンケートの実施は、人・農地プランの作成に取り組む地区につ

いて、おおむね５年から１０年後の農地利用に関するアンケート調査を行います。内容といたし

ましては、年齢、後継者の有無、今後の経営方針、拡大したいとか、経営を縮小し、売りたい、

貸したいという意向調査を今年度行う予定としております。 

○議長（重久 邦仁君）  内村議員。 

○議員（８番 内村 立澹君）  ５年後から１０年後の意向調査をやっていくというようなことで

すね。これは地区別に行うわけですか、アンケートというのは。 

○議長（重久 邦仁君）  上原農業振興課長。 

○農業振興課長（上原 雅彦君）  そうですね。基本的には全町を対象にした、農地転作の受け付

け時に皆さん、農業者の方が来ていただきますので、その中で行いまして、地区ごとの集計を出
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していく予定としております。 

○議長（重久 邦仁君）  内村議員。 

○議員（８番 内村 立澹君）  それでは、２番目の現状把握ということでありますけど、このこ

とについて伺います。 

○議長（重久 邦仁君）  上原農業振興課長。 

○農業振興課長（上原 雅彦君）  ２つ目の現状把握は、地区においてアンケート調査や話し合い

を通じて、農業者の年齢階層別の就農や後継者の確保の状況をアンケート調査等をもとに地図に

落としまして、それによって話し合いをしていくことを来年度計画しているところであります。 

○議長（重久 邦仁君）  内村議員。 

○議員（８番 内村 立澹君）  それで、３番目の集約方針ということで伺います。 

○議長（重久 邦仁君）  上原農業振興課長。 

○農業振興課長（上原 雅彦君）  集約の将来方針の作成は、地区を５年から１０年後に農地利用

を担う中心経営体にどれだけ任せられるか、５０％以上という形の計画を作成いたしまして、先

ほどのアンケート調査に基づきまして貸したいとか売りたいという方を中心経営体へまとめてい

く方向性の計画を実施することとしております。 

○議長（重久 邦仁君）  内村議員。 

○議員（８番 内村 立澹君）  これは町内の農業関係者の方でやられるわけですか、それとも外

部からのコーディネーターとか、そういう方も入られてやられるわけですかね。 

○議長（重久 邦仁君）  上原農業振興課長。 

○農業振興課長（上原 雅彦君）  基本的には、市町村、農業委員会、推進員、またコーディネー

ターとして県の職員等を含めながら行っていく予定としております。 

○議長（重久 邦仁君）  内村議員。 

○議員（８番 内村 立澹君）  そしたら、今、町内の担い手の農地集積率は何％でしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  上原農業振興課長。 

○農業振興課長（上原 雅彦君）  現在の担い手の集積率は、今ある人・農地プランでの集積率は

全体において約４５％となっております。地区によりまして担い手の数、圃場条件や高齢化など

の理由によって、多いところでは約６０％を超えており、少ないところは約３５％程度となって

いるところであります。 

○議長（重久 邦仁君）  内村議員。 

○議員（８番 内村 立澹君）  多いところと少ないところと、ちょっと差があるようです。その

要因は何でしょうかね。 

○議長（重久 邦仁君）  上原農業振興課長。 
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○農業振興課長（上原 雅彦君）  先ほど述べましたとおり、圃場の条件とか、その地区に担い手、

中心経営体の方が少ないということが要因かと思われます。 

○議長（重久 邦仁君）  内村議員。 

○議員（８番 内村 立澹君）  全国的には、全国の担い手の集積率というのは多分５６％ぐらい

だったと思うわけですけれども、三股町は、それからちょっと４５％だったら少ないわけですけ

ども、今後の目安としてどのパーセントまで持っていきたいというようなこと、構想ありますか

ね。 

○議長（重久 邦仁君）  上原農業振興課長。 

○農業振興課長（上原 雅彦君）  先ほども述べましたとおり、５割以上を目標として設定したい

と考えておるところであります。 

○議長（重久 邦仁君）  内村議員。 

○議員（８番 内村 立澹君）  最後になります。 

 トウモロコシや稲を食害するツマジロクサヨトウですか、国内で初めて見つかったと言われて

おります。ここにも資料が何か提出されておりますけども、このことについてちょっと説明方々

お願いします。 

○議長（重久 邦仁君）  上原農業振興課長。 

○農業振興課長（上原 雅彦君）  お手元のほうに、資料２枚つづりのほうを配付させてもらって

おりますが、ツマジロクサヨトウはという形で、こちらのほうは、北米、南米、アメリカ、アジ

アのほうに分布しておりまして、本年度初めて鹿児島のほうが一番最初に確認されております。 

 裏のほうに写真つきでちょっと幼虫の写真が載っておりますけど、トウモロコシとか稲、サト

ウキビ、サツマイモ、野菜類を食害する幼虫であります。 

 ２枚目のほうに発生状況という形で、鹿児島県のほうがまず最初に７月９日に確認されており

まして、鹿児島のほうでは８月２３日現在で２５カ所、熊本では６カ所、次の裏のほうで、宮崎

県のほうになりますけど、こちらのほうで１０カ所という形で、三股町のほうで８月１９日のほ

うに宮村の畑地帯のところで、飼料畑で確認がされております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  内村議員。 

○議員（８番 内村 立澹君）  いろいろ質問させていただきましたけど、今回防災についてと熱

中症とか、農業について質問しましたけど、今問題に一番になっているのは、やっぱり一番災害

問題じゃないかと思っております。皆さんで災害対策として取り組んでいかなければならないか

と思っております。自分の命は自分で守るというようなことが書かれておりますので、またそれ

ぞれお互いに一緒に取り組んでいかなければならないと思います。 
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 質問を終わります。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（重久 邦仁君）  これより昼食のため、１３時３０分まで本会議を休憩します。 

午後０時00分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時27分再開 

○議長（重久 邦仁君）  休憩前に引き続き本会議を再開いたします。 

 発言順位３番、上西議員。 

〔１０番 上西 祐子君 登壇〕 

○議員（１０番 上西 祐子君）  ３番、上西です。通告に従いまして、まず初めに国保税につい

て質問いたします。 

 平成３０年度から国民健康保険税の都道府県化がされましたが、これまでも国保税は高過ぎて

払えず、保険証を取り上げられたりして、医者にかかれず重症化したりして、全国では悲鳴が上

がっております。国保加入者は、自営業者、農家の方々、非正規労働者、高齢の年金生活者など、

低所得者の方々が多数加入している健康保険です。 

 まず最初に、通告しました給与年収４００万円、４人家族、２４０万円の単身の方、年金収入、

夫２３０万円、妻５０万円の老夫婦の世帯、その保険税はどうなっているのか、まず最初に質問

いたします。 

 あとは質問席にて質問いたします。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

〔町長 木佐貫 辰生君 登壇〕 

○町長（木佐貫 辰生君）  保険税について、平成３０年度から国民健康保険税が都道府県化され

ましたが、本町での保険料の変化、これについての質問にお答えいたします。 

 本町における国民保険の税率は、平成２４年度に税率改正を行って以降、税率改正を行ってい

ないところでございます。したがいまして、指定された条件の家庭については、広域化の前後で

影響はありませんでした。 

 ただし、３０年度の国保税の賦課に当たっては、賦課限度額が医療分について５４万円から

５８万円に引き上げられている一方、保険税の軽減判定基準額を５割軽減と２割軽減で引き上げ

る条例改正をしており、改正により影響のあった家庭があったと思いますが、このことは広域化

とは関係がないところでございます。 

 示されておりますこの世帯についての保険税の額については、町民保健課長のほうから回答さ

せます。 
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○議長（重久 邦仁君）  横田町民保健課長。 

○町民保健課長（横田 耕二君）  先ほどの町長の答弁に対して、例を挙げてご説明したいと思い

ます。 

 言われたように給与年収４００万の４人家族の場合は、前後で、３０年と２９年度、変化はな

かったわけですけど、課税合計で５０万３,０００円の課税となっております。 

 それから、給与年収で２４０万の家庭に至っては総額で２３万４,６００円の国保税となりま

す。 

 それから、想定３番目の年金２人暮らしの家庭でございますけど、年金収入が２３０万と

５０万の２人の場合は課税総額が介護分がございませんけど、１６万２,３００円となっており

ます。 

 以上、報告します。 

○議長（重久 邦仁君）  上西議員。 

○議員（１０番 上西 祐子君）  国保税には家族人数に応じて負担がふえる均等割があります。

子育て世帯などでは、国保と協会けんぽの保険料の格差は約２倍に広がります。先ほど年収

４００万円の家庭、４人家族の保険料が５０万３,０００円と言われましたが、この中には子供

が２人というふうな策定でお尋ねしておりますが、子供の均等割分が２人で６万４,８００円で

す。これはこの人の所得に対しては、所得が２３３万円と聞いておりますが、この所得に対して

は２１.５８％です。給与収入２４０万円の単身の方は保険料が２３万４,６００円、所得が

１１７万円で、この割合は２０％です。 

 それから、年金収入２３０万円、妻５０万円の年金者で、課税所得が７７万円で、保険料が

１６万２,３００円、この保険料の割合が２１％です。 

 したがって、この子供が２人いらっしゃる家庭のほうのほうが、子育て世帯でたくさんの所得

に対しては保険料が２１.５８％で、子育て世帯で大変な家庭だと思いますけど、教育費もかか

って。国保のほうは２１.５８で、５０万３,０００円というふうな金額です。 

 これに対して本当に今滞納世帯もふえていると聞いておりますが、このことはちょっと後でま

た質問しますが、まず最初に、２番目なんですが、滞納世帯のことをちょっと質問いたします。

滞納世帯、ここ４年間、滞納のことをちょっとお尋ねいたします。 

○議長（重久 邦仁君）  横田町民保健課長。 

○町民保健課長（横田 耕二君）  本町における平成２７年度から３０年度までの本町の滞納世帯

の推移についてお答えしたいと思います。 

 平成２７年度は、２８年６月１日現在の滞納があった世帯の数ですけども、７０６世帯、１億

２,１７６万１２１円、それから現年度分、過年度分を合わせた収納率は８１.１２％でございま
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した。同じように２８年は６３１世帯、１億１,０４６万５,５９６円、８２.４９％で、２９年

度は６３４世帯、１億１,２５９万５,００２円、８２.１２％でございました。平成３０年度は

５８０世帯、１億１,０１０万２,８６８円の８２.１１％でございました。多少の微増はござい

ますが、大体４年間平均して八十二、三％の収納率でございました。 

 以上、報告します。 

○議長（重久 邦仁君）  上西議員。 

○議員（１０番 上西 祐子君）  国保税は今までと変わらないというふうにおっしゃったんです

が、県からの要請の金額というふうなのは、その五千五、六百人の国保加入者で分担して納める

というわけですが、大体八十二、三％の収納率だったら、その十何％の差額はどういうふうに処

理されるのか、お尋ねいたします。 

○議長（重久 邦仁君）  横田町民保健課長。 

○町民保健課長（横田 耕二君）  今の質問に対してお答えしたいと思います。 

 国保税の税の試算は、現年度分だけを考えております。現年度分の収納を大体九十二、三％ぐ

らいで想定しております。あとは繰越金対応で対応していったりするんですけど、例えば

１００万円の税金や納付金が欲しいというときには九十何％でしかなりませんので、１００万円

割る９して１１０万ぐらいの賦課をかけるような形で税金をかけるようにしております。 

○議長（重久 邦仁君）  上西議員。 

○議員（１０番 上西 祐子君）  そうすれば、本当に国保財政というのは低所得者が多いわけで

すが、ますます収納率、不足分まで保険者がかぶるというふうなことなんですね。仮に言えば

１００万円の県に納める金額に対して、前もって税が１０％ぐらい足りないから１１０％の金額

で、あと金額をはじき出すというふうなことになっているわけですね。 

○議長（重久 邦仁君）  横田町民保健課長。 

○町民保健課長（横田 耕二君）  はい、おっしゃるとおりでございます。仮に１０％足りない部

分を賦課しなければ、国保の運営が賄えないことになりますので、そういう形で賦課をさせてい

ただいております。 

○議長（重久 邦仁君）  上西議員。 

○議員（１０番 上西 祐子君）  本当に私たち高齢者になって、６５歳以上は大体職業をリタイ

アするわけですが、そうすれば国保に加入させられます。真面目に一生懸命払っている人たちが、

今度は払わない人の分までかぶるというふうなことになっているちゅうこと自体が私も本当びっ

くりしたんですが、特に国保は今そういう矛盾というんですか、構造的な危機に陥っておるわけ

で、加入者は低所得者の方々が多いと、パート労働、母子家庭とか、農家の方々とか、それから

夫婦２人でお店したり食堂したりしている人たちが加入しているわけですが、本当に大体国民健
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康保険税が高いと言わない人はないぐらいです。 

 普通税金は、所得税は５％、それから町県民税は１０％、国保税だけが二十何％というのは、

ちょっとおかしいんじゃないかなと、構造的な本当に問題じゃないかなというふうに思うわけで

すが、町長そのあたりどうお考えでしょうか、町長にお聞きします。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  国民健康保険税は、介護保険制度の根幹を支える保険制度ですから、

持続させることが大変重要であります。 

 そういう中で、今言われますように、低所得者、あるいは無職者、また高齢者、そういうふう

な方々が加入している保険ということで、所得割、収入関係が少ないものですから、ですから均

等割、平等割、資産割というのが賦課されて、一つの制度として成り立っております。これを今

の制度のままでやっていくとなると、やはり個人的な負担がふえていく、世帯負担がふえていく

というふうに思っています。 

 そういう中で、お話がありますように、国がそれなりの制度維持のために財政負担をしていた

だかないと、制度維持が非常に難しいんじゃないかなと思います。そういうふうな取り組み等は、

町村会含めて、今いろいろな手だてをやっているところでございます。 

 ただ、この制度維持、そのためには、やはり収納率を上げると、要するに払えない人から取る

んじゃなくて、払える人で払わない人、悪質な滞納者、そういうところにはきちっと制度を維持

するために努力したいというふうに考えています。 

○議長（重久 邦仁君）  上西議員。 

○議員（１０番 上西 祐子君）  国保税は、今、町長がおっしゃったように、医療給付、３つに

分かれていますよね。医療給付金、それから後期高齢者支援分、介護納付金、介護のほうは

４０歳から６４歳までですか、その３つの金額の合計額ですよね。それぞれにまた所得割、資産

割、均等割、平等割、４つの税率、税額をもとに計算されて、所得の低い人は５割軽減とかあり

ますけど、私、今度この質問を用意するのに勉強、前、私、新人のころ国保審議会にも入ってい

たんですけど、今まで気がつかなかったことが、びっくりしたんですけど、今まで本当に何でこ

んなこと気がつかなかったんかなというふうに思っているんですが、前は後期高齢者支援分とい

うのがなかったわけですよね。 

 後期高齢者医療保険ができてから四、五年ですか、この間に後期高齢者支援分というのができ

ているわけですが、この後期高齢者支援分というふうなのに子供にもかかっているわけですよ。

１８歳以下のそこの家の子供、その子供１人分が３万２,４００円なんですよね、医療費分と支

援分と。 

 私、収入も何もない１８歳以下の子供たちにまで３万２,４００円の均等割を課すということ
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がちょっと余りにも矛盾しているんじゃないかなと、町長は、本当に子育て支援に一生懸命して

くださって、子供たちの医療費の支援も、それから保育料の支援もしていただいて、本当に子育

てしやすい町だと言われておりますが、この国保税に関して本当に何で収入も所得も一切ない子

供たちがこの均等割で、仮に２人分で６万４,８００円ですよね。これが３人になったら約

１０万近くなるわけですよ。 

 だから、商売人の方とか、国保に入っている農家の方々なんかは、子供の数が多い人ほど保険

料が高いというふうなことになっているわけです。そこら辺を今、町長は、全国知事会とか、そ

ういうふうなことをおっしゃいました。国に要望しているというふうなことを言われました。 

 ２０１４年に全国知事会が国保に公費を１兆円投入することで、国保税を協会けんぽ並みの負

担率にすることを国に要求していると、それから全国市長会の提言の内容ですが、国保の安定的

かつ自動的運営ができるよう国庫負担割合の引き上げなど、国保財政基盤の拡充、強化を図り、

国の責任と負担において実効ある措置を講じること、特に低所得者層に対する負担軽減策を拡充、

強化するとともに、低所得者を多く抱える保険者への支援を強化すること、子育て世帯の負担軽

減を図るため、子供にかかわる均等割保険料を軽減する支援制度を創設すること、これが全国市

長会の提言の内容だということがこのたび私も知ったんですが、このことにおいて、町長ぜひ、

今この宮崎県の市町村会においてどういうふうにされているのか、お伺いいたします。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  現在は、この広域化という形で県のほうも入りましたので、この保険

者という立場でですね。今、県と連携しながら、その保険者として各市町村、この保険料が違い

ますので、そのあたりをどう均一化していくか、そういうふうな取り組み、検討、そういうのも

されているみたいです。 

 そしてまた、そういうふうなこの制度自体を維持するためには、国からの財政負担等々、そう

いうものについても国保連合会含めていろいろと検討はされているみたいです。 

 ただし、まだまだその実現には時間がかかるというようなことでありますので、今ありました

ように、子供たちがふえればふえるほど所得割のところの所得自体が減っていきますので、そう

いうふうになりますと、７割軽減、５割軽減、２割軽減、軽減世帯という形での取り扱いができ

ますので、子供がふえればふえるほど保険料が高くなるという意味ではありませんので、そこは

誤解のないようにお願いします。（「はい」と呼ぶ者あり） 

○議長（重久 邦仁君）  上西議員。 

○議員（１０番 上西 祐子君）  保健課長に聞きますが、国保加入者は、今、何世帯、何人とお

っしゃいましたか。 

○議長（重久 邦仁君）  横田町民保健課長。 
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○町民保健課長（横田 耕二君）  ５,５００ぐらいだったと覚えておりますけれども。（「はい、

わかりました」と呼ぶ者あり） 

○議長（重久 邦仁君）  上西議員。 

○議員（１０番 上西 祐子君）  それに対して１８歳以下の子供は何人ぐらいですか。 

○議長（重久 邦仁君）  横田町民保健課長。 

○町民保健課長（横田 耕二君）  大まかですけど、大体６００人ぐらいです。（「はい、わかり

ました」と呼ぶ者あり）（発言する者あり） 

○議長（重久 邦仁君）  暫時休憩。 

午後１時50分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時50分再開 

○議長（重久 邦仁君）  再開します。 

 上西議員。 

○議員（１０番 上西 祐子君）  大体６００人ぐらいというふうなことで、完全に均等割がかか

っている人はもっと下がると思うんですが、さっきの所得関係、課税所得の低下でかかると思う

んですが、子供１人が３万２,４００円ぐらいの均等割、それが仮に６００人としても１,８００万

円なんですよね。 

 それで、これを国の制度、国にも申し入れていくわけですが、とりあえずこの１,８００万円

ぐらいのお金、均等割を子供たち、医療費分はともかくも後期高齢者支援分までその子供たちに

課すということ自体が私はどうも納得いかないんですが、そこら辺の補助ができないのか、今三

股町の健康保険の基金は幾らありますか。 

○議長（重久 邦仁君）  横田町民保健課長。 

○町民保健課長（横田 耕二君）  正確な数字は覚えておりませんけども、２億弱あります。 

○議長（重久 邦仁君）  上西議員。 

○議員（１０番 上西 祐子君）  私、前国保審議会に入っていたときも、基金が１億８,０００か

ら１億９,０００万円あったと記憶してるんですが、そのときになぜ基金を取り崩せないのかて

聞いたときに、何か伝染病とかがはやったときに医療費がふえるから基金を積み立ててるんだと

いうふうなことを聞かされたわけですが、私が議員最初なってからもう１６年ぐらいなるわけで

すが、ただの１回もそういうことはないわけですよね。２億ぐらいの基金があったら、せめて

１８歳以下の均等割ぐらいは何とかそれで回していけないもんだろうか、そういうふうなことを

思うんですが町長いかがでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 
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○町長（木佐貫 辰生君）  そういう提言は初めて聞きましたので、まだ全く見当はいたしており

ません。 

○議長（重久 邦仁君）  上西議員。 

○議員（１０番 上西 祐子君）  つい最近聞いたことなんですが、隣の鹿児島県の曽於市が均等

割を無料にしたそうなんです。均等割をですね。それから、宮崎県では新富町が７割軽減そうい

うふうなことを、本当に保険税が高いというふうなことでやり始めてるんです。 

 やっぱり基金が積みあがってる自治体、それから子育てに一生懸命、やっぱりいかに子供の保

険料を安くするかていうふうなことについて、もう全体的に構造的に国保財政が大変な事態だと

いうふうなことは皆さん認識されるようになってるわけですから、そういうふうなことを今全国

的にするようになってるんですね。 

 だから、特別調整基金これもあると聞いてますが、そのあたり何とか、ここ一、二年でそうい

うふうなことを勉強していただいて、国保税の均等割、子供たちの均等割だけでも何とか考えて

いただけないかなというふうなことを思うわけですが、いかがでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  ただいまの質問ですけれども、近隣市町でも取り組んでるというとこ

ろがあるということでございますので、一応勉強ていいますか検討はさせていただきたいと思い

ます。ただ、基金というのはやはり使えば使うほどなくなるわけですから、医療保険をずっと今

のところ維持するというような体制で進めております。 

 そして、一般財源から国保財政への繰り入れていうのは全く考えてませんので、要するに国保

は国保の中で運営していくと、それが我が町のスタンスで今までやってきましたので、ただそう

いう中でこの均等割をなくすとなればどこをどう補痾するのか、それが均等割なくすことによっ

て今度は所得割のほうに負担がいく可能性もあります。あるいはまた、そちらのほうの補痾をど

こからどうするのか、そういうなのとか検討すべき課題も結構あろうかと思います。そういう意

味合いではすぐに結論は出せませんけれども、一応ご提言は承っております。 

○議長（重久 邦仁君）  上西議員。 

○議員（１０番 上西 祐子君）  とにかく国に対しても、保険、国保税が高いというふうなこと

は申しいれて、今度もその請願も出しておりますが、とにかくみんなでこのことを考えていかな

いと２０何％の国保税を払うていうふうなことは、もう先々限界に来るんじゃないかなと。国保

税は払ったけど今度は医者にかかることができないというふうな人たちがふえてくるわけでござ

いますから、ぜひひとつみんなの、５,５００人ぐらいの人ちゅうたら三股の人口の約２０％ぐ

らいですよね、だから本当にこれからまた高齢者もふえていくわけで、ぜひひとつ子供たちのこ

とも含めて検討していただきたいと思って、この質問はまた次回もするかもわかりませんが一応
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終わります。 

 次、２番目の歯科検診のことについて質問いたします。 

 口は健康のシグナル、全身の病も口とつながっているといわれています。年取って歯を失い、

かむことができなくなった途端食が細り、ストレスや健康障害が出てきます。口を命の入り口と

するか病の入り口とするか、痛みや障害が出る前に定期的な専門的な口腔ケアが必要だといわれ

ております。 

 ＮＨＫのためしてガッテンで放送されたように、歯茎の病気である歯周病が原因で心臓疾患、

脳血管疾患、糖尿病、肺炎、骨粗しょう症などの体のさまざまなところに影響が出るといわれて

おります。この歯周病の早期発見が大事だと歯科医師が話されております。 

 子供たちも学校に行くと歯科検診が行われていますが、高齢者も歯が抜けるようになる６５歳

ぐらいから、歯科検診を無料で行う仕組みをつくっていただけないか質問いたします。 

○議長（重久 邦仁君）  横田町民保健課長。 

○町民保健課長（横田 耕二君）  本町における６５歳以上の高齢者の歯科検診についてというこ

とでお答えしたいと思います。 

 本町における６５歳以上の高齢者の方の歯科検診のうち、７５歳以上の後期高齢者の方につい

ては広域連合が７６歳と８１歳になる年度の７月から１２月の間に、歯科検診を個別健診として

個人負担なしで実施しております。一方、それ以外の方について、国保の方についてていうこと

になれば、現在その実施はしておりません。 

 県の事業を探せば、健康増進事業の中で県の事業を見ますと、４０歳、５０歳、６０歳、

７０歳の方を対象に歯周疾患健診として事業を実施することは可能でございます。もちろん予算

はと思いますんで、検討する材料にはなろうかと思います。それからもう一方で、国民健康保険

の保険者努力支援制度にも特別調整交付金の算定ポイントの中に歯周疾患の検診がございます。 

 以上、２点の点から考えれば、健康増進事業を補助事業として国・県・市町村がお金を出し合

ってすることは検討の余地はあろうかと思いますけども、今言われているように個人負担なしで

ていう形にはならないかと思います。国県が示してる補助金に乗せるときの基準額が、どうして

も実際の健診の費用より安い単価で設定されてますんで、それについては町村負担をふやせばて

いうことになろうかと思いますけど、その事業上は今のとこできないかなと思ってます。 

 それからもう一つ、仮に健康増進事業に取り組むとしても１０年に１回、後期も５年に１回の

健診でございます。今歯周疾患を予防するためには、３カ月とか６カ月に１回健診を受けたほう

がいいですよていわれてる中では、もう１０年、５年に１回ていう健診はあくまでも歯周疾患に

興味を持っていただく、自分の歯はこうなんだよていうことを理解していただくためのきっかけ

になるための健診だと思ってます。その方向で検討の余地はあろうかと思います。 
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○議長（重久 邦仁君）  上西議員。 

○議員（１０番 上西 祐子君）  私のかかりつけの歯医者さんの話なんですが、この歯医者さん

は訪問診療を老人施設とか何年か前から行っているというふうなことなんですが、その歯医者さ

んの経験を話されたんですが、自分がその施設に行く前はよくノロウイルスとかインフルエンザ

とかで施設が冬場なんかは閉鎖があったりしてたらしいんですが、自分が行って口腔ケアをする

ようになったらノロウイルス、インフルエンザ患者が減って老人ホームの閉鎖が減ったと。 

 それで、お年寄りが死ぬ病気ちゅうのは肺炎なんですけど、誤嚥性肺炎が多いんですが、肺炎

で入院、重症化した場合の医療費が平均１６０万から１７０万ぐらいかかるそうなんですが、多

少コストをかけても歯科医師による定期ケアで予防措置を取れば、高齢者の生活の質を維持でき

同時に医療費の削減も見込めると。そのお医者さんが言われるには、歯というのは前もって予防

ができるわけで、私なんかうちの家庭なんかもそうなんですが、６５歳からもう２人とも若いこ

ろのあれが悪かったんだと思うんですが、歯が取れたりして保険外の歯を入れたりもう２人とも

してるわけですが、とにかくこの２０年近く、１０何年の間２００万円以上のお金を歯医者に払

ってるというような、保険がきかない歯をつくったりするもんですから、そういうふうになって

るわけで、やっぱり６５歳ぐらいから歯が痛くなくても健診を受けるていうふうなことをしてい

けば、意識づけが違ってくると思うんですよね。 

 だから、今その保険で後期高齢者医療の広域連合からのお知らせで７５歳以上の方、ことしは

７６歳と８１歳の人に無料で受けることができますよと来ましたが、これを６５歳ぐらいから、

せめて少し自己負担があったとしても１年に１回歯科検診を受けましょうというふうな意識づけ

をしていけば、随分違ってくるんじゃないかなというふうに、高齢者の今からまたふえていくわ

けですが、医療費も年々かかっていくと思います。 

 だから、そういう意味でどうかなと、さっき言われたように健康増進のためにこの高齢化問題

でもやっぱり歯科ていうふうなことにも目を向けていただけないかなというふうなことを思いま

したので、あえて質問させていただいておりますが、町長はまだ６０代ですからその歯科検診に

関してはどうお考えでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  横田町民保健課長。 

○町民保健課長（横田 耕二君）  お金のことだけ言うと何なんですけども、大体１人、今後期高

齢者の病院に行って健診を受けるていうやり方すると１人４,１００円の健診料がかかるそうで

す。６５歳以上の方が町内に６,０００人ぐらいいらっしゃいます。 

 そうすると、４,０００円の６,０００で二千四、五百万ぐらいのお金がこれもかかることにな

ってしまいます。全額そういう形でやれれば理想なんでしょうけど、現実的にはなかなか厳しい

現状があると思っております。申しわけございません。（笑声） 
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○議長（重久 邦仁君）  上西議員。 

○議員（１０番 上西 祐子君）  歯医者さんに聞いたら、歯科健診で３,０００円ぐらいで済む

と。仮に６５歳以上６,０００人ぐらいとおっしゃったけど、私の考えでは半分ぐらいじゃない

かなと受ける人は。９００万ぐらいですか。だから、後のその医療費の削減を抑えることとか長

い目で見ればペイできるんじゃないかなと。 

 歯茎を調べたり歯の状態をお医者さんが見て、もうちょっと処置するだけでお金は余りかから

ないんですよ。それを放っておくもんだから歯を失ったり、歯茎が悪くなったりしてたくさんの

お金がかかるわけで、本当に多少最初コストをかけても定期的なケアをする習慣がついていけば、

予防措置がとれれば高齢者の生活の質を維持できて、また同時に医療費の削減も見込めると、歯

医者さんの言葉によるとですね。 

 口腔ケアをした人としなかった人と比べると、した人は肺炎発症頻度が低く、それから口腔ケ

アが肺炎の発症率を抑えることが証明されていると。また、その口腔ケアをすることによって脳

を活性化して、認知症機能の衰えが少なくなると。だから、そういうふうなことを話されていろ

んな資料を私もいただいてきたんですが、ぜひ高齢者の健康増進のためにもすぐ今やれて言って

るわけじゃないから、検討していただきたいなというふうなことで質問させていただきました。

よろしくお願いいたします。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（重久 邦仁君）  これより１４時２０分まで本会議を休憩いたします。 

午後２時10分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時20分再開 

○議長（重久 邦仁君）  休憩前に引き続き、本会議を開きます。 

 発言順位４番、堀内義郎議員。 

〔７番 堀内 義郎君 登壇〕 

○議員（７番 堀内 義郎君）  発言順位４番、堀内義郎です。早速、通告しました質問に入りた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 今回は、町税の滞納、収納について、防災、河川の洪水浸水について、農業振興についてお聞

きいたします。 

 最初に、町税の滞納、収納についてでありますが、特別収納対策係設置後の滞納、収納の状況

についてどうなのかお聞きしたいと思います。 

 後の質問は質問席で行いますので、よろしくお願いします。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 
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〔町長 木佐貫 辰生君 登壇〕 

○町長（木佐貫 辰生君）  特別収納対策係設置後の滞納、収納についてお答えいたします。 

 特別収納対策係は平成２４年度より設置しており、町税等の負担の公平性の確保、収納率向上

を目的として町税等収納対策本部会議を設置し、その推進を図っているところです。 

 滞納と収納の状況につきましては、４税、町民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税

の４つの合計で、平成３０年度の現年分、滞納繰越分を合わせた徴収率は９３.００％となって

います。平成３０年度から今年度への滞納繰越額は１億８,８３６万２,９２９円で、滞納者数は

１,４０８人となっております。 

 特別収納対策係設置前の平成２３年度は、徴収率８６.７６％、滞納繰越額３億１,６４２万

５,６７６円、滞納者数１,７５１人で、２３年度と３０年度を比較しますと、徴収率で

６.２４％の増、滞納繰越額が１億２,８０６万２,７４７円の減、滞納者数が３４３人の減とな

っていることから、係設置の効果があらわれているものと考えております。今後、徴収業務につ

いてさらに課題等を解決し、自主納付の推進と収入未済額の圧縮に努めてまいりたいと考えてい

ます。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  堀内義郎議員。 

○議員（７番 堀内 義郎君）  今、町長からいろいろ設置についてのご説明がありました。平成

３０年度について９３％で、金額において約１億８,０００万弱ですね、あと滞納者数が

１,４０８人、それぞれ平成２４年度の設置後についてから改善されていってるということでよ

ろしいんでしょうか。改めてお聞きします。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  はい。係設置後で、この収納率で６.２４％の増、滞納繰越額が１億

約３,０００万減ってると。それで滞納者数も約３４０名ほど減ってるということであります。 

○議長（重久 邦仁君）  堀内義郎議員。 

○議員（７番 堀内 義郎君）  平成２４年度から比べて、徴収委託職員についてですけども２人

から削減して１人になったていうことがあったんですが、それについて現に今委託職員は何人い

るのかお聞きいたします。 

○議長（重久 邦仁君）  黒木税務財政課長。 

○税務財政課長（黒木 孝幸君）  現在、訪問していただいてる徴収員についてお一人ということ

で、国保税等を徴収していただいてるところであります。 

○議長（重久 邦仁君）  堀内義郎議員。 

○議員（７番 堀内 義郎君）  お一人ということでありまして、滞納者への通知についてお聞き
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したいんですけども、滞納者への通知についてはいろんな方法でやられてると思います。意図的

に支払わない悪質な方といろいろありますが、その方については督促から始まって催促というの

になるていうことで、いきなり財産を押さえする前にいろいろな通知をすると思うんですけども、

その方法についてどういった方法をとってるかお願いいたします。 

○議長（重久 邦仁君）  黒木税務財政課長。 

○税務財政課長（黒木 孝幸君）  各税におきまして納期というのがありまして、納期から２０日

経過で督促状をまずお出しいたします。それで、基本的に本町の考え方として自主納付を上げる

ということ、自主納付をしていただくというスタンスから、まず２０日で督促状をお出ししまし

て、それから納付状況等を見た上でその後催告書というのをお出しいたします。催告書の段階で

納付がなかった場合には、滞納処分等行うことになりますという通知文と、当然一括で払うのは

難しい方もいらっしゃいますので、その場合は役場の窓口で納税相談をお願いしますということ

で、その言葉等を添えて送付いたしております。 

○議長（重久 邦仁君）  再度答弁。 

○税務財政課長（黒木 孝幸君）  それで、催告書を出してそれでも納付がない場合は滞納処分と

いうことで、昨年はタイヤロックしようかということで回ったんですけども、調査をした段階で

納めていただけたということで、昨年は実施はなかったところでありますけども、そのほか預金

の調査、給与等の調査をして、その方の状況等を各担当見ながら処分等も進めていくという流れ

になります。 

○議長（重久 邦仁君）  堀内義郎議員。 

○議員（７番 堀内 義郎君）  催促書ていうんですか、それを郵便で送るていうことですよね。

通知について、電話とかそういった連絡とかはなされてないのかどうか。 

○議長（重久 邦仁君）  黒木税務財政課長。 

○税務財政課長（黒木 孝幸君）  現在の対応といたしましては、基本文書による督促、催告とい

うことを中心に行っておりまして、相談等があった場合に電話等でお話することありますけども、

基本的に文書による督促、催告という手続をとっております。 

○議長（重久 邦仁君）  堀内義郎議員。 

○議員（７番 堀内 義郎君）  郵便での催告ということでありまして、次の質問になるんですけ

ども、先ほど言いました滞納者の中にはいろんな理由の方がいらっしゃるということで、悪質な

方は財産差し押さえ、タイヤロックということを行うことで、その前に未納者とかそういった滞

納者について分納でもいいのではないかという事で、いろんな相談があるかと思うんですけども、

その滞納者についていろんな連絡がちょっとなかなか、電話とかする場合があるかもしれません

けども、文書でもつながらないということがありまして、その言いたいことを含めまして、ほか
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の自治体もそういった滞納者と連絡がつかないからいろんな工夫というか知恵を出し合っている

ちゅうことでございまして、次の質問のそういった滞納者についてＡＩていう、ＡＩていっても

私も全然わからないんですけども、そういった活用を行いながら取り組みとか納税率向上を図る

ようなことが今後考えていくんですけども、こういった取り組みについてはどういうお考えなの

かお聞きいたします。 

○議長（重久 邦仁君）  黒木税務財政課長。 

○税務財政課長（黒木 孝幸君）  ＡＩ活用ということでいろいろ勉強させていただきましたけど

も、滞納整理業務においてＡＩを導入しております川崎市、これが２０１８年１１月みたいです。

及び仙台市が本年の９月予定ということで、その活用方法は滞納者の性別や家族構成といった基

本情報に加えまして、これまでの納付実績傾向など、公証記録情報をもとに属性を分類というこ

とで、この方はどの時間帯にいらっしゃるとかそういうものを分類するということで、それを

コールセンターなどによります電話や文書による催告の効果的な時期を提案するというものがＡ

Ｉの活用の方法となっております。 

 本町においては、先ほど申し上げました原則文書による督促及び催告を行って自主納付の推進

を図っているところでございますけども、仙台市や川崎市などの政令指定都市等におきましては

その対応する住民も多くて、ＡＩ活用により事務の効率化も図られ、費用対効果も見込めるもの

だと思います。 

 本町におきましては、全国でのＡＩ活用団体もまだ少ないということから、ＡＩ導入活用状況

には注視しつつも、現時点においてＡＩ導入について考えてはいないところでございます。 

○議長（重久 邦仁君）  堀内義郎議員。 

○議員（７番 堀内 義郎君）  課長から答弁がありましたように、大きい自治体川崎市とか仙台

市を含めて、ＡＩといっても私も先ほど言いました全然わからないんですけど、そういった未納

者の性別とか家族構成、いろんなデータを分析しながら、職員とかそういった分類ていうか考え

だけではなくて、機械を使った予測とかそういった分析がなされて要するに効率化図っていくて

いうことで、ある程度大きいところについては導入が進みつつあるかなということでありまして、

例えば先ほど川崎市、仙台市とありましたけどもこういった流れということで、ＡＩの活用につ

いてどういった自治体があるていう、どういった取り組みがあるかというのを紹介しながらある

んですけども、地方自治研究機構という団体がいろいろ紹介してるんですけども、ＡＩ活用につ

いて何でこういったＡＩが今後進みつつあるかということで、ＡＩについては今現在３次ブーム

ていうことで、今後も見込める期待ができるてことは言われております。 

 現在の自治体においては、厳しい財政状況により少ない人員で業務を行うことや、効果的かつ

効率的な行政経営を行っていくような働き方改革が求められるということで、そういう導入が進
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んでいるということで、一方で社会では飛躍的に技術が向上したＡＩをさまざまな業務に実用化

できないかという期待が高まっているということで、本町ではまだちょっと考えられないていう

んですけども、例えば千葉市においては道路舗装損傷の自動抽出システムとか、徳島県において

議事録予約、いろんなところでＡＩの活用が進んでいるかと思います。 

 三股町においても、ある程度人口とかふえつつあって、どちらかというとほかの人、ほかてい

うかよそから来る人がたくさんいらっしゃいます。きのうの運動会でも、いろんな生徒の名字を

聞けば、この子はどこの出身の子だ、何地区の子だというのがわかるんですけども、最近はいろ

んな方の苗字と名前あってどこの子ていうのわからない、町内においてはいろんな方がいらっし

ゃりまして、そういうことについてもいろんな取り組みというか、ＡＩ導入するようなことが効

果的な業務の効率化とか、そういった住民のサービスの高度化という、職員の負担軽減ていうか

将来的にはそうですよね、ことが考えられると思うんです。 

 今回はもう、納税効果のいかに効率を上げようかということで考えられてないということです

けども、もしほかの業務において将来的にＡＩについての導入とかも全く考えられない、考えて

ない、あるいはそれはどうかなんていうことか思われれば、町長ちょっとＡＩについて何か所管

があればお願いします。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  これからの行政のあり方、そしてまたいろんな情報把握において、Ａ

Ｉの活用とかＩｏＴとかいろんな事例がこれから各自治体で取り組みが見られるかと思います。 

 そういう意味合いで、これ早く取り組んでおいたらよかったというんじゃなくて、やはりそう

いうふうなメリットデメリットもございますんで、よく十分検討しながらやっぱし我が町、２万

５,０００人の町ですけども、１００万のとこでいろいろ数字の実際の大きさによって活用の仕

方も違うと思いますので、慎重に検討すべきかなというふうに思います。 

 やはり機械がするのもいいんですけれども、人間対人間、フェイス対フェイスこれも大事です

ので、そういうものとのバランスを考えながらそういうものについては慎重に検討したいという

に思ってます。 

○議長（重久 邦仁君）  堀内義郎議員。 

○議員（７番 堀内 義郎君）  やはり費用対効果がどれくらいあるのかというのが一番の、導入

したからといってそれで効果が上がるていうのはちょっといろいろ勉強していかなきゃいけない

と思うんです。時代としてはこういった流れもあるのかなてことで、今回取り上げさせていただ

きました。いろいろまだ検討があればお願いしたいと思います。 

 続きまして、次の質問に入りますけれども、防災、河川の洪水浸水についてお聞きいたします。 

 午前中も３人の議員の方から防災についての質問がありました。要するに、今いろんな災害と
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か洪水とか、そういった台風被害とかというのが発生して大きな脅威となっておるんですけども、

昨年の台風による高畑川と萩原川の護岸の復旧ということが今どうなのかを聞きたいと思います

けども、というのはこれから河川については昨年の台風で護岸を含めた上流部の山も崩れまして、

川自体浸食が進んでいるということで今工事がなされているんですけども、今後の復旧状況はど

うなのかお聞きしたいと思います。 

○議長（重久 邦仁君）  福永都市整備課長。 

○都市整備課長（福永 朋宏君）  ご質問の萩原川の護岸の復旧状況について、都城土木事務所河

川砂防課に確認いたしましたところ、高畑１号橋と高畑２号橋の間では、左岸５８.５メートル

の護岸工事が平成３１年１月２９日から令和２年２月２０日までの工期で行われております。 

 また、高畑２号橋と高畑３号橋の間では、右岸７.２メートルの護岸工事と、右岸２２.０メー

トルの護岸工事が合冊工事として、平成３１年３月１９日から令和２年１月３１日までの工期で

行われています。 

 確認した時期です。現在出水期のため一時中止していますが、１０月ごろから再開する予定と

しているとの説明を受けております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  堀内義郎議員。 

○議員（７番 堀内 義郎君）  今答弁がありましたように、先ほど言いましたこの河川について

は昨年の台風で、上流部の土砂と立木が流れまして、小鷺巣にかかるちっちゃい橋があるんです

があそこ都城木材、サテライトのちょっと東側あそこにちっさい橋があるんですが、あそこに流

木がかかりまして一時期心配されたことがありました。要するに橋が壊れんじゃないのかとかい

うことで、すぐ撤去していただいたんですけどもこの川については周りに、高畑が特にですけど

も住民、住宅があるということで、工事については進んでいるということですね、はい。 

 先月にもありました佐賀県、長崎県の大雨、要するに大雨の想定、線状降水帯ですか、それに

ついても前回私も質問させていただいたんですけども、これはどこでも発生し得るということで

ありまして、あのときは高畑川とか長田の辺でもし発生した場合がいろんな被害が想定されてる

ということで、今回は工事が進んでいるてことでございます。 

 次になるんですけども、県は想定される最大規模の大雨になった場合の洪水浸水想定区域です

か、それを新たに指定したとあります。水防法に基づき見直しを進め、今回完了したとあります

が、この洪水浸水想定区域はどう見直しになるのかをお聞きしたいと思います。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  水防法の一部改正に至った経緯と、その内容についてご説明申し上

げます。 
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 近年、全国各地で水害が頻繁、激震化する中、平成２７年９月の関東東北豪雨による被害を受

け、国土交通省は施設では防ぎきれない大洪水を発生するものとの考えに立ち、社会全体でこれ

に備えるため、ハード、ソフト一体となった水防災意識社会再構築ビジョンの取り組みを国の管

理河川を中心に進めてきたところでございますが、平成２８年８月の台風１０号等の一連の台風

によりまして、国の管理河川の支川や県の管理河川といった中小河川で氾濫が発生し、逃げおく

れによる多数の死者や甚大な経済損失が発生したことを教訓として、水防法等の一部改正がなさ

れたところでございます。 

 その内容につきましては、国及び都道府県知事は多様な関係者が連携して大規模氾濫に対する

減災対策をハード、ソフト両面から総合的、一体的に推進するため、洪水予報河川、水位周知河

川について大規模氾濫減災協議会制度を創設し、水害対応タイムラインの作成、点検、ＩＣＴを

活用した災害情報の共有強化等について協議し、協議結果につきましては尊重義務を課すとなっ

ております。 

 三股町は大淀川水系に位置づけられ、国土交通省、気象庁、宮崎県、鹿児島県、宮崎市、都城

市、曽於市、小林市、高原町、国富町、綾町で構成された大淀川水系水防災意識社会再構築協議

会に属し、令和元年５月３１日に設立され運用を開始しております。 

 当協議会の取り組みとしましては、宮崎県が洪水予報河川及び水位周知河川に指定した３５の

河川について、想定最大規模の降雨にかかわる洪水浸水想定区域図等の作成と周知をすることと

しており、対象市町村は洪水ハザードマップを早期に作成することとなっております。 

 令和元年７月１８日付で県より洪水浸水想定区域の指定通知があり、三股町は大淀川水系萩原

川及び沖水川が指定され、想定最大規模降雨により想定される洪水浸水想定区域及び水深と浸水

継続時間を表示した図面が示されたところでございます。 

 現在、既存の土砂災害危険箇所を示す三股町防災マップとため池ハザードマップを盛り込んだ

新たな三股町ハザードマップの作成にとりくんでいるところでございます。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  堀内義郎議員。 

○議員（７番 堀内 義郎君）  今、課長からありましたように、７月１８日に県のほうがマップ

をつくったということで、それもホームページで調べたんですけども、まずは沖水川について、

沖水川は、この区域についてはどちらかというと周りが田んぼとかそういったのが多くて、住宅

とかそういったのは余り影響はないと考えられるんですが、現実においてはどうなんでしょうか。

家屋の浸水とかについては考えられていないんですか、沖水川については。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  図面のほうに示されている中で確認をしたところ、特に沖水川のと
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ころにつきましては、両面を水田を持っていまして、そんなに住宅には影響のないような示され

ているのかなというように考えております。 

 あと、萩原川につきましても、上流部に一部住宅はございますけども、下流部にかけては両面

水田等がありまして、住宅浸水に大きな影響はないものと考えております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  堀内義郎議員。 

○議員（７番 堀内 義郎君）  沖水川については以下のとおりだったんですけど、高畑川、萩原

川については、よく大雨とか降ると植木方面のサテライトとか大鷺巣地区、あのあたりが浸水し

て看板が表示されるんです。要するに、冠水注意とか。 

 あと、今回７月１８日に示された新しいハザードマップを見てみると、この高畑川の中の一部、

要するに蛇行しているところ付近にちょっと住宅があって、そこがちょっと浸水、その下のほう

も浸水するんですけども。そのあたりの認識はされていると思うんですが。 

 あと、高畑川のところの一部が浸水想定区域プラス家屋倒壊と氾濫想定区域ということになっ

ているんですけども、そのあたりの認識についてはされているかどうか。ちょっと地図に示して

資料として。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  あくまで県のほうで示されたこの洪水浸水想定区域、これは沖水川

と萩原川の２つの河川ということになっております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  堀内義郎議員。 

○議員（７番 堀内 義郎君）  一応、資料はちょっと配っていなくてわかりづらいかもしれませ

んけども、一応高畑川のちょっとオザキさんところあたりがちょっと一部入っているかと、あと

確認してもらえればいいんですが。そういったところが入っていて、私も初めて知ったんです、

そういうのがあるということで。 

 本当、この前の、昨年の台風でこの川はもう氾濫というか、侵食被害が多くて、この高畑地区

も土砂災害地区に指定されているもんですから、そういったことで地域の方がいろいろ心配され

ているということを話を聞いたことがあります。要するに、上流部からの流木とかそういったの

が土砂が昨年ですか、流れて、侵食されて怖かったということも聞いております。 

 あと、ハザードマップを新しくつくられるということについてですけども、そういったことに

ついては大体どれくらいまでつくられる予定があるのか、お願いいたします。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  新しい三股町のハザードマップ、先ほど申しましたとおり、土砂災
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害、またため池のハザードマップ、これらを全て取り込んだ中での新たなハザードマップをつく

っておりますが。 

 先ほど言いましたように、７月のほうに県のほうから通知が来ましたので、予算的に当初から

組んでおりましたので、県の事業を活用しながら今作成中、業務委託でお願いしているというよ

うな状況でありまして、予定としてはもう年度内には作成して全戸に配布したいというふうに考

えております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  堀内義郎議員。 

○議員（７番 堀内 義郎君）  ハザードマップについてはよろしくお願いしたいと思います。 

 要するに、前回、地震のことでしたけども、ため池が崩壊するんじゃないかというときでため

池が崩壊したときのハザードマップ、あれもいろいろすぐつくってもらって、今回も新しく見直

しされたということで、今から先、また台風とか大雨の時期になりますので、できるだけ年内ぐ

らいにつくってもらうようにお願いしながら、次の質問に入りたいと思います。 

 農業振興についてお聞きいたしますけども、輸出拡大のための認証取得、ＧＡＰの取り組み状

況と、さらに進められないか、お聞きいたしますが。 

 以前にもＧＡＰについては質問として取り上げられました。要するに、来年、東京オリンピッ

ク・パラリンピックを目前に、選手村で使用する食材はＧＡＰ認証を受けたもの、または食糧生

産基地である宮崎県産の安全安心の農産物を食材としてＰＲしたい、あるいは世界へ向けての輸

出拡大のための認証、国際水準規格と国内規格の取得についてでありますけども。 

 ８月にも県内の宮崎市のマンゴー農家の生産農家がグローバルＧＡＰを取得したということが

新聞に載っておりました。県内初の認証取得として取り上げられましたけども、本町としてはど

んな形で今後取り組むのか。 

 また、前回の答弁としては、ＧＡＰについては今後勉強させていただきたいという回答でござ

いました。それ以後の取組状況と、さらに進められないのか、お聞きいたします。 

○議長（重久 邦仁君）  上原農業振興課長。 

○農業振興課長（上原 雅彦君）  輸出拡大のための認証取得のＧＡＰの取り組み状況と、さらに

進められないかとの質問についてですけど。 

 まずは、ＧＡＰについてですが、Ｇｏｏｄ Ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒａｌ Ｐｒａｃｔｉｃｅｓ

の頭文字で、農業生産工程管理と訳され、国連食糧農業機関によりますと、農業生産の環境的、

経済的及び社会的な持続性に向けた生産工程管理を行う取り組みであります。結果として、食の

安全安心、環境保全、農作業の安全等で品質のよい農産物の確保と経営の改善をもたらすもので

あります。 
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 本町においては、輸出に関するグローバルＧＡＰの取得状況はございませんが、県が東京オリ

ンピック等の食材提供のために導入しているひなたＧＡＰを町内の１農業法人が８月２２日に取

得されたと聞いているところであります。 

 さらに進められないかということでございますが、本町におきましても平成２９年度に企画商

工課が主催となりましてセミナーを開催して啓発を行いましたが、認証取得の制度ルールが厳格

なことによりなかなか広まらない状況でございます。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  堀内義郎議員。 

○議員（７番 堀内 義郎君）  ＧＡＰについては、国際水準と国内規格ということでありまして、

国際水準については取り組みが町内についてはないということでありました。県内についていろ

いろ調べてみると約三十数件、あとひなたＧＡＰについては大体２０件ぐらい、県内については

取得された事例がありまして、町内においては１件ですか、ひなたＧＡＰについて。 

 それで、ひなたＧＡＰについては、どちらかというと取りやすい、無料であるということで、

検査においても県の職員が立ち会うということでございまして、ハードルが低いのかなと思って

おります。ほかのＪＧＡＰ、アジアＧＡＰについては、いろんなハードルがあって、どっちかと

いうと大手の農家とか商社、そういったところが積極的に取るんじゃないかと思っておるんです

けれども、県内においても宮崎大学とか、どちらかといったらお茶メーカーさんが多いのかな、

そっちのほうが、考えいるんですけども。進まないということで、ひなたＧＡＰということを今

進めているということでございました。 

 ６月にも、これも林業についてのあれですけども、乾燥シイタケというか、特用林産のシイタ

ケについてもそういったＧＡＰ、要するにもうグローバルとかそういったハードルが高いＧＡＰ

じゃなくて、ひなたＧＡＰとか等も県のほうの担当者が説明されていまして、そういったもう取

りやすいほうから取ったらいいんじゃないかということの勉強会がありました。 

 要するに、今町内で取得が目指しているところがあるというんですけども、要するに、はっき

り言えば、ちょっとＧＡＰについてはハードルが高いということで、更新もある、あるいはもう

経費とかいろんな条件があって、様子を見ようかなというのが本音じゃないかと思っているんで

すけども。それで、もし将来的に本当に必要であれば、その上のランクの国際水準まで行くんじ

ゃないかというのでありまして。町内においても、大規模農家というのもほとんどそんなにない

かと思います。国際水準まで行くについては大規模な農家が率先して取っていく。それ、零細、

ちょっとした農家についてはひなたＧＡＰのほうから取って様子を見ようかとそういった方向も

あるかと思うんですけども。 

 町としては一応どうなのかお聞きしたいんですけども、そういったＧＡＰ、ひなたＧＡＰそう
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いった取りやすいＧＡＰが今後またさらに進めるということで何人か出てくるかと思うんですが。 

 前回も質問にありましたように、ＪＧＡＰいろいろ国際水準を目指すにはちょっとした助成金

とかそういったことが上げられましたが、要するに取得するのに国際水準については１０万ちょ

っと、あるいは審査員が出向く交通費とかそういうのも個人で負担しなきゃいけない。それをた

だ単にちょっと町のほうが助成してほしいという別議員の要望がありましたけども。 

 今後のさらに進めようとしているのは、ひなたＧＡＰのほうで町としてはおさめていくのか、

それともちょっとしたひなたＧＡＰを取った人がもうちょっとランクの上のほうに行こうとすれ

ばそういった助成についても考えがあるのかなということが出てくるかと思いますが。 

 それについて、町長、もしよかったら、ＧＡＰについて、改めて勉強されたということになる

と思うんですけども、どう思うのか、よろしかったら所感を。 

○議長（重久 邦仁君）  上原農業振興課長。 

○農業振興課長（上原 雅彦君）  今回、ＧＡＰを取得されました法人さんのほうにちょっと聞き

取りをさせていただいたんですけど、なかなか厳格なルールと先ほど申しましたけど、備品の管

理はもちろんのこと、肥料の管理、いつまいて、どれくらいまいてというのをまず計画を作成し

て、農薬につきましてもどのくらいの量のどの農薬をいつまくんだというまず計画をします。機

械管理、あと堆肥の、完熟堆肥と呼ばれる温度管理、７０度以上のちゃんとした完熟堆肥として

それが作成されているかと、これは購買したやつであってもそこの証明をつけろというぐらい結

構厳しかったという話も聞いております。また、その後に、ちゃんと作業中にどのようにどの量

をいつしたという記録を明確につけていきなさいという後日指導がありまして、やっと去年の、

３０年度から普及センターのほうの指導を仰ぎながら、ことしの６月にようやく申請にこぎつけ

て、７月に現場とか事務所の調査をされた後に承認がやっとおりましたということで、なかなか

苦労しましたという話を聞いております。 

 ただ、一個人でそこまでなかなか取り組んでいただけるのかなというのはちょっと不安してい

るところでありますが、取り組みやすいひなたＧＡＰでもこういう取り組みが必要となっており

ますので、窓口的には県の農業改良普及センターのほうが相談には乗っていただけるということ

を聞いておりますので、そちらのほうを私たちも紹介しながら一緒に、もし取り組みたいという

方がいらっしゃったら紹介していきたいと考えております。 

○議長（重久 邦仁君）  堀内義郎議員。 

○議員（７番 堀内 義郎君）  ＧＡＰについては、取り組みやすいほうが無難かとは思うんです

けども、ふるさと納税とかそういったところ、おさめていらっしゃる農家さんを中心にまた推進

していけば、そういった認証についても興味があるのかなと思っております。 

 要するに、数十年前まで農業については米の輸入自由化とかいろいろ自由化について、外国産
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のはいろいろ入ってきたんですけども、最近はどちらかというとＴＰＰとかＥＰＡというような

輸入のちょっといろいろな関税の将来的に下がるようなこと危惧がされるんですけども。どちら

かといえば、いろいろ今後将来見据えて、今度はもう逆に外国のほうに日本産の農産物を輸出で

きるような力強い農業体制というかそういったところを目指していければいいかなということで

考えておりますけども。今回そういったＧＡＰの取得というのがありますので、またいろいろそ

ういったことを町内いろいろな農家の方とタイアップしながら、三股町の第１次産業がもっとも

っと力強い産業として発展するように、推進していただくようにお願いしながら、今回の質問に

かえさせていただきました。よろしく検討のほうはお願いいたします。 

○議長（重久 邦仁君）  以上をもちまして、本日の一般質問は終了します。 

 残りの質問は、あす１０日に行うことといたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（重久 邦仁君）  以上で、本日の全日程を終了しましたので、これをもって本日の会議を

散会します。 

午後３時00分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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令和元年 第４回（定例） 三 股 町 議 会 会 議 録 （第３日） 

                             令和元年９月10日（火曜日） 

 

議事日程（第３号） 

                         令和元年９月10日 午前10時00分開議 

 日程第１ 一般質問 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 一般質問 

────────────────────────────── 

出席議員（12名） 

１番 田中 光子君        ２番 堀内 和義君 
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11番 重久 邦仁君        12番 山中 則夫君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局長 兒玉 秀二君        書記 矢部 明美君 

                 書記 佐澤 やよい君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長  木佐貫 辰生君  副町長  西村 尚彦君 

教育長  石崎 敬三君   総務課長兼町民室長  白尾 知之君 

企画商工課長  西山 雄治君   税務財政課長  黒木 孝幸君 

町民保健課長  横田 耕二君   福祉課長  齊藤 美和君 
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高齢者支援課長  川野  浩君   農業振興課長  上原 雅彦君 

都市整備課長  福永 朋宏君   環境水道課長  西畑 博文君 

教育課長  鍋倉 祐三君   会計課長  米村 明彦君 

 

午前10時00分開議 

○議長（重久 邦仁君）  おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１２名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議

を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりであります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．一般質問 

○議長（重久 邦仁君）  日程第１、一般質問を行います。 

 ９日に引き続き質問をお願いします。 

 発言については、申し合わせ事項を遵守して発言してください。 

 発言順位５番、田中議員。 

〔１番 田中 光子君 登壇〕 

○議員（１番 田中 光子君）  皆様、こんにちは。質問順位５番、田中光子です。よろしくお願

い申し上げます。通告に従って、行わさせていただきます。 

 質問１、インフルエンザ予防接種について。 

 質問２、放課後児童クラブについて、お尋ねいたします。 

 まず、質問１について、子育てしやすい三股町では、病院の外来受診に関して、小学生は１医

療機関ごとに１人月最大１,０００円です。インフルエンザ予防接種は保険が適用されていない

ため、個人で全額負担となっております。インフルエンザは、脳炎や肺炎を起こしやすい普通の

風邪とは全く違う重いものです。１３歳未満の小さな子供の場合、１回の接種だけでは十分な免

疫ができません。重症化を予防する必要な免疫ができるのは、２回を接種してから２週間ほどた

ったころからです。毎年流行するウイルスの型が違い、それに合わせてワクチンがつくられます。

インフルエンザワクチンは発病予防だけでなく、重症化予防として接種します。ワクチン接種に

よって、発病や重症化が予防できるケースが多く、結果として脳炎の予防にもなります。しかし、

ワクチン接種の料金は平均１回目２,８００円、２回目約２,４００円で、負担が大きいため、ワ

クチン接種を断念せざるを得ない状況があります。このことについて、どのように考えておられ

ますか。 

 あとは、質問席にて行いたいと思います。 



- 67 - 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

〔町長 木佐貫 辰生君 登壇〕 

○町長（木佐貫 辰生君）  おはようございます。インフルエンザの予防接種について、（１）子

育てしやすい町で、医療費無料でありますが、負担が大きいため接種を断念する状況があります。

このことについて、どのように考えていますかという質問にお答えします。 

 ご案内のとおり、予防接種には予防接種法に基づく定期接種とそれ以外の任意の予防接種があ

ります。インフルエンザはＢ類疾病として扱われ、主に６５歳以上の人に対しては、助成を受け

ることができる定期予防接種とされています。一方で、主に６５歳未満の人については、任意予

防接種であるため、補助の対象となっていません。 

 また、国が示す予防接種基本計画に、おたふく風邪、ロタウイルス感染症については、検討し

た上で必要な措置を講じるとあるのを受けて、県はこれに対して、任意予防接種ですが、助成の

対象としています。本町も任意予防接種として、おたふく風邪、ロタウイルスについて助成を行

っているところでございます。 

 インフルエンザの予防接種助成については、予防接種を受けない理由が費用負担だけの問題な

のか、その他効果の問題、副作用の問題なのか、実態を把握していないので、検討課題としてお

きます。 

 来年度、「いきいきげんきみまた２１」第２次の中間見直しの時期となっており、アンケート

等を実施、実態把握を行いたいというように考えております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  田中議員。 

○議員（１番 田中 光子君）  来年度、中間見直しのアンケートを実施されるということですが、

また、実態把握後の、その結果をもとに対策されるのはいつぐらいになられるでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  この質問が出まして、このインフルエンザについての予防接種の助成

というものについて全く今まで検討したことはございません。本町としては、一昨年から、先ほ

ど言いましたように、ロタウイルス、それから、おたふく風邪、これは隣の町ではやっていませ

ん。三股町だけです。まず、そちらのほうに取り組みましたので、まずはそれの充実を図ってい

く、またＰＲしていくというようなことであります。今、言われますインフルエンザについても、

いろいろネットで調べますといろんな助成の仕方があるみたいですので、いろいろと検討させて

いただきたいなと思っています。 

○議長（重久 邦仁君）  田中議員。 

○議員（１番 田中 光子君）  確かに、インフルエンザを予防する有効な方法としては、あとは
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ワクチン接種以外に、外出後の手洗いと流水。石けんによる手洗いは、手指など体についたイン

フルエンザウイルスを物理的に除去するために有効な方法であり、インフルエンザに限らず、接

触や飛沫感染など感染経路とする感染症対策の基本です。インフルエンザウイルスには、アル

コール製剤による手指衛生も効果があります。インフルエンザにかからないように注意したいも

のです。特に幼い子供や高齢者を抱えている家庭では、早目の対応が安心です。インフルエンザ

予防接種をすれば、病気にならないわけではなく、症状が軽く済んだり、発病せずに済んだりな

ど効果があると言われています。そのためにも早目の予防接種をすることで安心です。高齢者は

予防接種の費用助成がありますが、子供には助成がありません。助成があれば、予防接種を受け

たいとの声があるのは確かです。発病したら、苦しく、辛い思いをしなくてはなりません。そし

て、親御さんは看病のために仕事を休むことになります。インフルエンザの予防接種は自己負担

となっていますが、助成はできないのでしょうか。お願いします。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  インフルエンザの予防接種の助成についてにお答えいたします。 

 仮に、任意とされておりますインフルエンザの予防接種のうち、中学生以下を対象とし、必要

とされる予防接種を全額助成した場合に推測される町負担額は、３,８６０万円ほどになります。

半分負担した場合は、１,９３０万円となり、財政負担はかなり大きいものでございます。現在、

町では先ほど回答しましたように、ロタウイルス、おたふく風邪の予防接種について、一昨年か

ら助成を行っております。また、インフルエンザの予防接種は、その年に流行するウイルスの型

別予想が難しいので、実施した予防接種の効果が低くなる可能性も考えられます。以上の理由か

ら、現時点では助成は考えていませんけども、先ほど申し上げました他の自治体の状況等もござ

いますので、いろいろと把握しながら、今後の検討課題というようにさせていただきたいと思っ

ています。 

○議長（重久 邦仁君）  田中議員。 

○議員（１番 田中 光子君）  確かに町の負担は大きくなります。では、インフルエンザを発病

し、病院受診した場合の町の負担はあるはずですが、発病防止に対するインフルエンザワクチン

の有効率は６０％と厚生労働省では報告されています。ワクチンを接種しなかった人の発病率を

基準とした場合、接種した人の発病率が相対的に６０％減少しています。すなわち、ワクチンを

接種せずに発病した人のうち、６０％はワクチンを接種していれば、発病を防ぐことができたと

いうことになりますが、このことについてはどう考えられますか。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  個人的なことでございますけれども、私もことし正月にインフルエン

ザにかかってしまいました。孫がかかったものですから、それで、それが移ったというようなこ
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とです。孫の方も、やはり、インフルエンザの予防接種はしておりました。私もしております。

やっぱし、かかるんですね。それで完全ではないんですね。そして、かかれば、５日間は自宅静

養、外に出るなということですし、そして、また、学校で、小学校、中学校、全員が受けておれ

ば、定期接種みたいな形であれば、有効というか、ないでしょうけど、やはり、でこぼこがある

んじゃないかなと。親の判断によって、そういうの必要でないという方もいらっしゃるんじゃな

いかな。そういうふうな意味合いで、いろんなアンケート等聞きながら、その助成関係を含めて、

インフルエンザに対する意識調査、そういうのが必要かなというふうに考えています。 

○議長（重久 邦仁君）  田中議員。 

○議員（１番 田中 光子君）  確かに、インフルエンザワクチンは、接種すれば、インフルエン

ザに絶対にかからないというものではありません。しかし、ワクチンには発病を抑える効果が一

定程度見られています。インフルエンザの発病を予防することや、発病後の重症化や死亡を予防

することに関しては、一定の効果があるとされています。このことを考えると予防することは大

切だと思います。 

 ある市では、インフルエンザは普通の風邪に比べ、全身症状が強く、特に小児や高齢者は重症

化することが多いのが特徴です。そのため、生後６カ月から小学６年生以下は２回、中学１年生

から１８歳以下は１回、ワクチン接種の助成を１回２,０００円行っています。それ以上は手出

しになります。このような助成を行っておられます。また、子供２人目から助成を行う方法など

検討をしていただきたいと考えます。 

 訪問したある家庭では、小学生と幼稚園のお子様が３人おられ、「インフルエンザの予防接種

をしようと思ったら、すごいお金がかかるので、できません。どうにかなりませんか」との声で

した。この町民の声を受けとめていただきたいと考えます。１人も置き去りにしない三股町であ

っていただきたいと考えます。どうか、よろしくお願いします。 

 次に、質問２の放課後児童クラブについてお尋ねいたします。 

 厚生労働省の方針が次のように示されています。 

 「新・放課後子ども総合プラン策定の背景として、現行プランにおける放課後児童クラブ、放

課後子供教室の両事業の実施は大きく伸びているが、近年の女性就業率の上昇等により、さらな

る共働き家庭等の児童数の増加が見込まれており、「小１の壁」を打破するとともに、待機児童

を解消するため、放課後児童クラブの追加的な整備が不可欠な状況にある。課題として、小学校

内で両事業を行う一体化の実施は増加傾向にあるものの、目標への達成を果たしていない。一方

で、地域の実情に応じて社会教育施設や児童館等の小学校以外の施設を活用して両事業を行い、

多様な体験活動を行っている例も見られる。そのため、引き続き共働き家庭の「小１の壁」待機

児童を解消するとともに、全ての児童が放課後を安全安心に過ごし、多様な体験活動を行うこと
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ができるよう放課後児童クラブと放課後子供教室の両事業の計画的な整備を推進する」とありま

す。 

 児童クラブの現在の利用状況、環境の実態把握はされているのでしょうか。お願いします。 

○議長（重久 邦仁君）  齊藤福祉課長。 

○福祉課長（齊藤 美和君）  放課後児童クラブの利用状況、環境の実態についてお答えいたしま

す。 

 放課後児童クラブ事業は、保護者が労働などにより昼間家庭にいない児童に対して、授業の終

了後等に小学校の余裕教室や児童館等を利用して、適切な遊びや生活の場を提供し、家庭と地域

の連携のもと、その健全な育成を図ることを目的として行っております。 

 本町には１１施設、１２支援室の放課後児童クラブがあり、令和元年７月末現在、登録児童数

は５１３名、待機児童が１７名となっております。 

 放課後児童クラブの環境としましては、児童館の老朽化により、網戸の破損等、毎年修繕が必

要になっています。園庭では、わだちができているところがあり、砂を入れて対処している状況

です。昨年度、今市児童館の屋根や床等の修繕、前目児童館と今市児童館のブロック塀を撤去し、

フェンスの設置を行ったところでございます。 

 また、夏の室内環境としては、室温が高く、風通しの悪い児童クラブもある状況となっており

ます。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  田中議員。 

○議員（１番 田中 光子君）  そうなんですよね。７月末に、あるお母さんから、次のような連

絡をいただきました。 

 「児童クラブに娘２人が行っているんですが、熱を出して迎えに行きました。熱中症のようで

す。子供たちは児童クラブに行きたくないと言っています。母子家庭なので、仕事をしないと生

活ができません。こうやって熱を出したら、休んで、給料は減ることになります。児童クラブの

暑さ対策はどうにかなりませんか」という声でした。 

 それで、夏休みの児童クラブの調査に行きました。ある児童クラブでは室温が３３度で、子供

たちは汗びっしょりかきながら、走り回っていました。扇風機は小さいものが３台だけでした。

そして、ほかの児童クラブでは、役場からは熱中症対策をしてくださいとの連絡は来るが、お金

はない。どうやって対策をすればいいのか。先生が自費でビニールプールや水鉄砲を購入し、児

童にクールダウンさせておられる状態でした。 

 また、ある児童クラブでは、元保育園の施設を利用していて、プールの跡地がフェンスで囲わ

れているが、児童がよじ登ったりするので危険でした。また、排水の溝があり、蚊が繁殖し、部
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屋は風通しのためあけているので、蚊がたくさん入ってくるため、困っているとのことでした。 

 問題点はたくさんありますが、まず、放課後児童クラブの熱中症対策はどのようにされている

のでしょうか。お願いします。 

○議長（重久 邦仁君）  齊藤福祉課長。 

○福祉課長（齊藤 美和君）  放課後児童クラブの熱中症対策についてお答えいたします。 

 三股西小学校放課後児童クラブの２支援室と２地区交流プラザはエアコンが設置してあります。

ほかの児童クラブは扇風機の設置のみでしたので、今年度、霧状の水を送風機で発生させた風で

放出するミストファン扇風機を各児童クラブに１台設置したところでございます。ミストファン

扇風機は周囲の温度を３度から５度低下させることができます。また、放課後児童クラブ支援員

の先生方に熱中症予防として、小まめな休養や水分摂取の声かけ等をお願いしているところでご

ざいます。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  田中議員。 

○議員（１番 田中 光子君）  今回早急にミスト扇風機を対応していただきありがとうございま

した。その後、ミスト扇風機の効果について調査したところ、人数の少ない土曜日などはミスト

扇風機で対応でき、よかったと言われていました。しかし、平日は３０人以上利用するので、効

果はなく、子供は涼しい風の出るところに寄ってきて、ぶつかって倒してしまう危険があると言

われていました。 

 そのほか、冷蔵庫も緊急用のアイスノン等を冷やすために１台はあるのですが、子供たちが持

ってくるお弁当は冷やすスペースがなく、保冷剤を入れて持ってきているが、食中毒が心配され

ます。そして、凍らしたペットボトルや水筒等で水分補給を促し、熱中症に注意されているよう

でした。しかし、部屋は３３度ぐらい。皆さんの職場は何度ですか。そういう中、先生たちは子

供たちの体調を心配されています。また、先生たちも帰ったら、ダウンしてしまう状態だと言わ

れていました。 

 ほかの市町村はどのように児童クラブをされているのか調べてみると、小学校内でされている

ところも多く、厚生労働省の策定では、次のようになっております。 

 「一体型の放課後児童クラブと放課後子供教室は、同一の小学校内等で両事業を実施すること

で、全ての子供の安全安心な居場所を確保する積極的な取り組みをお願いする。放課後児童クラ

ブは家庭の代替機能としての生活の場であり、学校の余裕教室等の適切な環境での事業実施が望

ましい。このため、保育所と同様に仕事と子育ての両立支援施策である放課後児童健全育成事業

についても、自治体での供給量増大のため、市町村が積極的に関与して、公有財産の活用を図り、

事業の実施を促進させる必要がある」とありますが、今の施設内の部屋の１室にエアコン設置で
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きないでしょうか。また、学校にエアコンが設置されるので、小学校内での放課後児童クラブを

行ってはいかがでしょうか。今後の環境整備はどのように考えておられるのでしょうか。お願い

いたします。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  今後の環境整備についてのご質問にお答えいたします。 

 現在、放課後児童クラブの環境整備や運営につきまして福祉課を中心に検討しているところで

ございます。 

 まず、環境整備につきましては、ご提案のとおり、児童クラブを開催している児童館の部屋

１室にエアコンの設置を検討しているところです。また、小学校の全教室にエアコンが設置され

ることから、長期休暇中だけでも、小学校の教室または多目的教室などが活用できないか、検討

をしてまいります。 

 次に、運営についてでございますけれども、現在、放課後児童クラブの利用料は無料というふ

うになっていますけれども、民間でも放課後児童クラブを実施している認定こども園があること

から、利用料の有料化につきまして、民間とのバランスも考慮し、有料化を検討しているところ

でございます。このことについて、また、全員協議会で詳しく、また、１２月前にはお話したい

というふうに思っています。 

 利用料の有料化を行うことによりまして、ただいまいます環境整備とともに、現在、児童支援

員の確保に大変苦慮いたしております。これは非常に処遇待遇が非常に劣悪といいますか、非常

に厳しい環境でございます。その利用料の有料化によりまして、処遇改善を図りまして、充実し

た運営ができるように体制を整えてまいりたいというふうに考えます。また、今後は、民間への

事業委託も検討し、放課後児童クラブの運営を充実させていきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  田中議員。 

○議員（１番 田中 光子君）  大変にありがとうございます。エアコン設置していただけると夏

場の熱中症対策に加え、冬場の対策もできるので安心しました。 

 児童クラブ利用料の有料化、この場合、金額が高くなると預けられない家庭も出てくるので、

ぜひ、その辺も検討していただきたいと思います。保護者が安心して子供を育て、子育てと仕事

等を両立できるように支援する体制づくりをよろしくお願い申し上げます。 

 以上で一般質問を終わります。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（重久 邦仁君）  発言順位６番、楠原議員。 
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〔４番 楠原 更三君 登壇〕 

○議員（４番 楠原 更三君）  質問順位６番、楠原です。休憩が入るかと思いましたけれども、

ちょっと慌てています。通告に従って、質問してまいります。 

 今回も、これまでどおり、これが三股だというものを求める質問から始めます。 

 これが三股だというものを今現在の施策中に求めることも大切なことであると思いますが、現

代においては、施策面では類似する面が多くあり、その中に各自治体の独自性を求めることは大

変なことであると思います。歴史、生い立ちの中に自治体の独自性を求めることのほうが一般的

になっていると感じています。本町の場合、今回新しい町史が発刊されましたので、今まさに町

の歴史をひもといて、その中に独自性を求めていくことも必要ではないでしょうか。その求める

独自性が総合計画や基本構想の中に色濃く反映されてほしいと思います。 

 これまでも一般質問の中で取り上げてきていることの一つですが、ことしは、明治２２年、そ

れまでの下三俣郷の５つの村が合併して三股村になってから１３０年となります。また、合併し

たときに、それまでの５つの村の名前、蓼池村、樺山村、餅原村、宮村、長田村は、大字として

残しておくとの取り決めがあったということや、それまでの下三俣郷の「俣」は、人偏の「俣」

であったものが、三股村となったときに、三股の「股」が現在の肉月の「股」になったというこ

と。そして、その変更の理由はわからないということ、これらのことは、今回の町史に書かれて

います。 

 このようなことは、ふるさと三股を知る上で大切なことであり、そのためにも、この１３０年

目は貴重な節目ではないかと思っています。しかし、その１３０年目も何事もなく過ぎ去ろうと

しています。そして、来年は三股開拓１５０年の節目となります。 

 そこで、最初の質問ですが、三股開拓１５０年に対して、町長の思いをお伺いいたします。よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

〔町長 木佐貫 辰生君 登壇〕 

○町長（木佐貫 辰生君）  三股開拓１５０年に対しての思いはということのご質問にお答えしま

す。 

 三股開拓１５０年とは、明治２年１８７０年に三島通庸公が都城の地頭として赴任し、本町の

山王原を三股の中心として決定し、政庁を建て、梶山、勝岡、宮村等から７０戸を移住させ、三

股開拓発展の基礎を築いたときから数えて、令和２年２０２０年が１５０年目に当たるというこ

とだと思います。このことは、早馬公園内にある三股開拓の碑や、山王原開拓１００周年頌徳碑

で確認できるところです。 

 このことをどう思うかとの質問ですが、現在の三股町が継続発展しているのは、産業、経済、
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福祉、教育、文化とあらゆる分野における先人のたゆまぬ努力のたまものであり、感謝と敬意を

表するところであります。我々は、このことを念頭に、三股町民憲章にあるように、先人の偉業

に学び、郷土愛と開拓精神をもって、明るく豊かな町をつくるために、さらに努力しなければな

らないという思いでございます。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  楠原議員。 

○議員（４番 楠原 更三君）  ありがとうございます。１５０年前のことに関することを資料の

１に上げています。ちょっと読ませていただきます。 

 資料の１です。三股新しい町史の下巻２１ページにあるものから抜粋しております。 

 「三郷分割と検地。三島は都城・三股地域を統治するに当たって、三郷分割と検地の実施とい

う二大方策を打ち出した。三郷分割は都城領内を３つに分割し、各郷それぞれで施策を行った。

知政所からの分郷発令は、明治２年１８６９年１１月１５日で、本町域に該当するのは、下荘内

郷の鷺巣村、寺柱村と梶山郷の石寺村で、勝岡郷（樺山村・蓼池村・餅原村）は、まだ含まれて

いない。その後、明治３年１８７０年９月に梶山郷と勝岡郷が合併され下三俣郷と称し、現在に

つながる本町域が徐々に形成されていくのである」。 

 この下線の二重線は私のほうでつけておりますけども、このように、町史の２１ページにあり

ます。 

 現在につながる本町域、三股のポロシャツ、胸のところにあるハート形の町。あの形ができた

のが、明治３年１８７０年であるということなんです。本当に今の三股ができてからということ

を考えれば、来年が本当に記念すべきものではないかなと思いますが、聞くところによりますと、

あれ、山王原のことじゃないかと言われる方もちょっといるのを聞いていますけれども、三股、

今の面積のところが三島さんの努力によって一つになったというところに物すごい価値があると

思います。これは、明治３年までは、鹿児島本藩の領地であった勝岡郷、それと都城島津家の領

地であった梶山郷を合併して、先ほどの５つの村からなる下三俣郷となり、全く新たなまちづく

りが始まった。今のような町域が形成されたということで、これがまさに三股らしさのスタート

ではないかと思っております。そして、それが来年１５０年目を迎えるということになります。

これを１人でも多くの人が理解するということが必要ではないかなと思っているんですが、町の

広報誌、本当すばらしいのが届きますけれども、これが今回の部分ですが、毎回、裏表紙見返り

の１つ手前に「町のおいたち」というのが出ます。以前も一般質問の中で取り上げたことあるん

ですけれども、これを資料の２に上げておりますので、ちょっと見ていただけますでしょうか。 

 資料の２、「広報みまた」から抜粋。 

 「町のおいたち。いろいろ発掘される土器などから、新石器時代より三股町各所に人が住んで
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いたことが伺われます」。「いろいろと発掘される土器」、どこで見ることができるんでしょう

か。「新石器時代より三股町各所に人が住んでいたことが伺われます」、どこで、それを知るこ

とができるんでしょうか。「また、その名の起源は『古くから川三条、股になりて流れたりとい

う』古書にあって、その名『三股』をとどめていると言われています」。「川三条」、どのこと

を言っているんでしょうか。『「股になりて流れたりと」古書にあって」、どういう古書なんで

しょうか。「その名『三股』を古書にとどめている」と解釈できるかと思いますけれども、今言

いましたように、１３０年前に、この「三股」の文字が使われ始めた。それまでは人偏の「俣」

であるということ。そういう一つ一つ考えてみると、考えていかなければならない部分があると

思いますが、特に今読みました広報みまたの「町のおいたち」につきましては、今言う、ほかに

もあるかと思いますけれども、ちょっと考え直していただきたいなと思います。また、これにつ

いては、今後質問させていくことになるかと思います。 

 先ほど町長の答弁のほうでありましたけれども、これまで三股開拓の５０年目の節目には開拓

の碑が、また、１００年目には頌徳碑が早馬公園内に建立されております。来年の１５０年を次

の５０年に届けるために、５０年後に６０代、７０代となる子供たちとともに、三股とはこれだ

と理解できるようになる催しを行うことは大変意義あることだと私思っております。７０周年の

ときと同じように１１月に記念式典を行うと考えれば、まだ、ぎりぎりの時間はあるのではない

かと思います。先ほども言われました三股町民憲章の前文に、先人の偉業、開拓精神、そして、

郷土愛を学び、それを育んでいくためにも、三股開拓１５０周年記念事業を実施してはどうかと

考えます。１０年ごとに実施されています町制施行記念事業と違って、世代が大きく変わってい

て、新鮮味があるのではないでしょうか。 

 具体的な事業とすれば、例えば、前回も一般質問の中で取り上げましたが、新しい町史で学ぶ

三股町というような町史解説講座を新たに開設するということです。学校教育、社会教育、両面

にわたっての、いわゆる教育全体として、町を上げて、長い期間にわたる計画な取り組みとして、

町史解説講座を行うというのはいかがでしょうか。 

 また、１５０年前に思いをはせて、１５０年前の三股にゆかりのある人。例えば、先ほど資料

の１の下に米印で書いていますけども、町史の２８ページ、２９ページにありますが、これは①

三島家と三股のその後という写真つきで出ているところがあります。三島関係の方、まだまだ、

かなりの方が存命であると思いますし、三島研究者、各地にいらっしゃいます。そういう方の講

演。薩摩に直接住んでいらっしゃるというんじゃなくて、全くの外部にいらっしゃる研究者の方

による講演など十分に考えられるのではないかと思いますが、三股開拓１５０周年記念事業を実

施してはどうかということに対しての町長のお考えをお伺いします。 

○議長（重久 邦仁君）  西山企画商工課長。 
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○企画商工課長（西山 雄治君）  記念事業についてのご質問ですが、大正９年１９２０年の

５０周年記念事業については、記録がなく、村として、どう取り組んだかが不明でございます。

昭和４５年１９７０年の１００周年につきましては、町の広報で確認する限りは、町として特別

な事業は実施してはいないようでございます。このようなことから、町としては、来年度に

１５０年の記念事業等は検討していないところでございます。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  楠原議員。 

○議員（４番 楠原 更三君）  予想どおりのお答えでした。しかし、先ほどから言いますけれど

も、この１５０年という節目、このまんま何事もなく終わらせるというのは、非常に忍びない感

じがいたします。記録になかったから、それで今回もではなくて、１５０年だから新たにという

考え方があっても、何もおかしくはない。逆に、三股町を案内する「生き生き三股」ですか、あ

あいうビデオをつくったわけですけれども、そういうのは今までもなかったことなんです。何か

新しいことをやる。文化会館を使って仰々しくやる。そういうのも含めてと考えられるかと思い

ますけれども、例えば、この町史解説講座。こういうのは仰々しくない形で、そして、予算もそ

んなには考えることもない。ただ、きっかけとして、１５０年前に思いをはせて、今を見詰める

という、それくらいはいいのではないかなと、すべきことではないかなと思います。前も言いま

したけれども、去年の１１月、山形県から７つの町の町長さんが直接三股に来られて、そして、

三股小学校の三島公の銅像の前で写真を撮られたと、大きな外部評価なんです。その後、三股小

学校の先生にお聞きしますと、「びっくりしました。三島さんがそんな人とは知りませんでし

た」と言われました。結構中堅の先生でした。そういうのを１人でも多くの町民の方々に教える、

知らしめるということは必要じゃないかと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  教育長。 

○教育長（石崎 敬三君）  新しい町史を編さんいたしまして、その活用は積極的に図っていきた

いと考えていますので、現在実施しております、いろんな講座とかで、町史の内容を取り上げて

いくというのは、取り組んでいきたいと考えております。 

 また、新しい教職員が着任した際には、三股の中の寺柱とか、梶山とか、そういった遺跡、史

跡を見学して三股に対する理解を深めているということをやっておりますので、そういった中で

も活用を図ってまいりたいと考えております。ただし、現在のところ、１５０周年という形での

事業については、教育委員会としても考えていないところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（重久 邦仁君）  楠原議員。 

○議員（４番 楠原 更三君）  確認します。今、町史編さんに発刊に関して、いろんな講座を実
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施していると言われましたけども、いろんな活用……。 

○議長（重久 邦仁君）  教育長。 

○教育長（石崎 敬三君）  申し上げましたが、例えば、町が開催している講座で、家庭学級、あ

るいは、さつき学園とか、そういう現在実施しているものの中で、来年度以降、いろいろと活用

を図っていきたいということでございます。 

○議長（重久 邦仁君）  楠原議員。 

○議員（４番 楠原 更三君）  あんまり、これ、しつこく言ってもしょうがないんですけれど、

もう１回聞きます。１５０年、この節目をどのようにお考えですか。町長、お願いします。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  来年いろんな行事があるんです。来年オリンピックがございます。そ

して、我が町も聖火ランナーのスタートを切る町でございます。そして、また、秋にある芸文祭、

それから国文祭もございます。いろんな行事そして、例年やっておる行事等もございます。そう

いう中で、大きな行事はできないというふうに考えます。ただ、言われるように、何らかの形で、

それをＰＲといいますか、１５０年だということをいろんな機会に伝えていくと、そういう過程

は、広報みまたの中で、それを取り上げていくとか、それとか、ホームページの中で町民に知ら

せるとか、あるいはフェイスブックと、そういうふうなＰＲの仕方、あるいは伝達の仕方、そう

いうのはできると思います。そういうことを今のところ検討はいたしておりませんので、今後の

検討課題ということであります。先ほどから言いますように、大々的にやろうということについ

ては、非常に今のところ、来年度を考えると、まだ皆さんに公表できないところもあるんですけ

れども、大変な方が三股のほうにも訪れることもあるやというふうに考えていますので、そうい

う意味合いで、ちょっと今のところ、無理かなという感じがいたしています。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  楠原議員。 

○議員（４番 楠原 更三君）  気になりますね。大変な方というのが。 

 今、来年はいろんなことがありますと言われましたけれども、それとリンクさせることは可能

だと思うんです。例えば、シャツに７０というのがありましたけど、あそこに１５０と書くだけ

でも違う。仰々しく、いろんなラインの方を呼んで式典をやる。そういうのは、全く私は期待し

てないんです。今の１０代、２０代の若い人たちが５０年後に思い出す。そういうようなものと

すれば、ふるさと三股というものがより実のあるものになっていくのではないかなと思いますけ

れども、いろんな行事とリンクさせるということについては、企画商工課長、どう思われます。 

○議長（重久 邦仁君）  西山企画商工課長。 

○企画商工課長（西山 雄治君）  いろんな行事があるということで、その都度、開拓１５０周年
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というのを表に出していく。また、いろんな各種会議、協議会とかありますので、そういった資

料にも、隅っこのほうでも、開拓１５０周年であるんだと、ことしが、そういったものをＰＲし

ていくということも考えられますので、そういったことは積極的に進めてまいりたいなと思って

おります。 

○議長（重久 邦仁君）  楠原議員。 

○議員（４番 楠原 更三君）  隅っこでなくてもいいんですけれども、ぜひ、ぜひ、よろしくお

願いします。特に、小学生、中学生というのに時間を割いて、カリキュラムの関係で難しい部分

もあるかと思いますけれども、若い世代に次の５０年に向けてインプットさせる機会というもの

を多くつくっていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、次の質問に移ります。 

○議長（重久 邦仁君）  楠原議員。 

○議員（４番 楠原 更三君）  はい。 

○議長（重久 邦仁君）  一応、ここで。 

○議員（４番 楠原 更三君）  はい、そうですか。 

○議長（重久 邦仁君）  これより１１時まで本会議を休憩いたします。 

午前10時47分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時00分再開 

○議長（重久 邦仁君）  休憩前に引き続き本会議を再開します。 

 楠原議員。 

○議員（４番 楠原 更三君）  もう１回盛り返していきたいと思います。 

 次の質問に移ります。 

 現在、小中学校のエアコン設置工事が着々と行われております。いろいろな面で、これまでよ

り快適となる教育環境が提供されるようになりつつあります。これからも国を上げて、時代に即

した教育環境の整備が行われていくようです。 

 資料の３をごらんください。８月１５日の新聞から抜粋したものです。 

 「政府は来年度から、全ての小中高校を結ぶ、超高速通信網の整備に乗り出す。インターネッ

トを通じた遠隔教育を本格運用させ、全国的な学力向上につなげたい考えだ。ネットにつながる

学習用のタブレット端末などを児童生徒に１人１台配備する計画も進んでいる。小中校の超高速

通信網が実現すれば、将来的には、全国学力・学習状況調査（全国学力テスト）をオンラインで

実施することも想定される」とありました。まだまだ、教育環境は変わっていくというのを予想

させる記事でありました。 
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 教育環境がますます充実していくことは大変すばらしいことであると思います。本町では、こ

のＩＣＴ化とか、小規模特認校生など整備が進んでおります。今後も環境整備を続けていただき

たいと思います。 

 今回、報告第８号において、教育に関する事務事業における管理執行状況の点検と評価に係る

報告がなされています。この報告書の中にも、いろいろと伺いたいことがありましたが、一般質

問通告の後に、この報告書を見ることになったために、通告に間に合いませんでした。また、資

料に上げることもできませんでした。したがって、今回は取り扱いません。次回以降に回したい

と思います。 

 この報告書の中にあらわしてあるものもあるようですが、通告しています県内の自治体の教育

環境の平均的整備状況と本町の整備状況と比べて、三股の特色と言えるもの。言いかえれば、進

んでいる点、そして、あるとすれば、遅れている点について伺います。 

○議長（重久 邦仁君）  教育長。 

○教育長（石崎 敬三君）  本町の教育環境の中で、県内自治体の平均的整備状況と比較して、進

んでいる点と遅れている点についてお答えいたします。 

 まず、進んでいる点として、１つ目は、平成２５年度に導入した教職員の校務支援システムが

上げられます。教職員は授業以外に校務と言われる事務が多岐にわたっており、校務の増大によ

り子供に向き合う時間や授業の準備の時間が圧迫される要因になっていました。そこで、本町で

は、早期に導入し、改善に取り組んできたところです。現在、県内では、本町以外では日向市と

高千穂町だけが同様のシステムを導入しており、進んでいる点と考えております。 

 次に、２つ目は、学校におけるＩＣＴ教育環境の整備が上げられます。平成２９年度より、教

師用タブレットパソコン、約１７０台の運用を開始しており、教師のＩＣＴ活用能力の醸成を図

ってまいりました。これも当時としては、県下随一の先進性であり、現在でも、平均よりかなり

上の状態と言えると思います。 

 また、タブレットパソコンなどの全面にあらわれる機器の整備だけでなく、教室無線ランなど

のネットワークが町内全ての学校教室で使えることや、全体の管理するシステム、学習用タブレ

ットパソコンで使用する電子教材や学習支援システムなど、ＩＣＴ機器を活用するための下支え

となる部分に力を入れていることも、平均よりかなり進んでいるところだと思います。 

 さらに、本年１０月より学習用タブレットパソコンを児童生徒が授業で本格的に運用開始する

ために、新たに４１６台のタブレットパソコンを導入し、各小中学校に配置する予定です。特に、

梶山小学校、長田小学校では、完全に１人１台体制となり、モデル校として各種の先進的な活用

を検討しているところでございます。これも県内では、最も先進的な取り組みだと思っておりま

す。 
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 次に、遅れている点でございますけれども、１つ、校舎等の長寿命化への対応があります。三

股中学校校舎や各小学校の体育館においては大規模改修が終了していますが、小学校の校舎にお

いては、１番新しい三股西小学校でも、既に大規模改修の目安となる３０年が経過しており、校

舎やプールなどの老朽化対策が喫緊の課題となっています。また、バリアフリーへの対応も必要

となっております。 

 以上でございます。 

○議長（重久 邦仁君）  楠原議員。 

○議員（４番 楠原 更三君）  ありがとうございました。今のまとめてみますと、教育環境で劣

っている。これはどうしても劣っているがために学力に影響が出るというようなものはないと感

じました。さすが、「文教みまた」であるだけの環境整備が行われていると感じたところです。

今後も続けていただきたいと思っております。 

 次の質問に移ります。 

 資料４をごらんください。先日行われました都農町長選での公約、宮日新聞に出ておりました

ので、抜粋しておきました。 

 Ａ候補、Ｂ候補と書いておりますけれども、これは全く問題ないことなんですが、公約の中に、

Ａ候補の書いたほうには、「教育・人材育成」というのが公約の中にどんとありました。もうち

ょっと具体的に見ますと、宮崎大学との連携による小中学校の学力向上、町民の生涯教育、リカ

レント（学び直し）教育の充実。Ｂ候補のほうでは、「子育て・教育・福祉の充実で新たなまち

づくり」として、外部講師の導入や英語教育の充実・強化による学力の向上とあります。このよ

うに、学力の向上が公約の中に上げられています。学力向上などの教育については多くの人が関

心を持っていることであると言えます。名実ともに「文教みまた」と言えるようにするためには、

これが三股だと言えるような結果を求めることがとても大切なことであると思っております。 

 自分の子に学力の向上が見られるようになって喜ばない保護者はいません。もちろん喜ばない

子供もいません。郷土愛が育まれやすい教育環境の中で学び、その上に学力が向上していけば、

いつの日か、ふるさと三股に何らかの形で貢献する人がふえてくることが期待できると思います。

学力向上については、これまで何回もこの場で質問してきています。もちろん他の議員の方々も

学力向上については取り上げられてきています。また、きょうも、この後、最後の質問のほうで

取り上げられているようです。 

 学力につきましては、一般的に全国学力テストと言われています全国学力・学習状況調査の結

果で、学力が高いか低いかが一般的に語られるようになってきていると感じていますが、今回資

料の３枚目、４枚目と資料の５に上げておりますが、町のホームページから抜粋したものです。

このような状況となりました。まず、今回の状況について、特筆できることとして、どのような
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ことを上げることができますか。ちなみに、実用日本語表現辞典によれば、「特筆とは、主によ

い事柄について、殊さらに強調する場合などに用いる表現」とありました。改めて、今回のこの

状況について、特筆できることのみを伺います。 

○議長（重久 邦仁君）  教育長。 

○教育長（石崎 敬三君）  議員から特筆できることのみということでございますが、それも含め

て状況をお答えさせていただきたいと思います。 

 今年度の全国学力・学習状況調査の結果につきまして、まず、小学校の国語においては、全国

の正答率とほぼ同程度で、昨年度と比較しても、全国との差が縮まる結果となっております。中

学校におきましては、国語、数学とも全国正答率を下回る結果となっておりますが、昨年度と結

果と比較したときは、全国との差が縮まっております。 

 また、その中で、教育委員会としては課題というものを考えておりますけれども、まず、小中

学校ともに、算数、数学の図形の領域が全国平均を大きく下回っており、重点指導事項として取

り組む必要があると考えております。 

 次に、学習状況での生活習慣に関する項目ですが、小学校では、将来の夢に対する肯定的な回

答の割合が全国よりも高い傾向にあり、中学校では、物事を最後までやり遂げた達成感や困難に

挑戦する気持ちの項目において、全国と比較して高い傾向にあります。 

 課題につきましては、小学校では、新聞を読む割合が前回の調査以上に全国県より相当低くな

っております。中学校では、「読書が好きですか」の項目で、「好き」と答えた割合が全国県よ

り相当低くなっております。今後は本に触れる機会を多く設け、読む楽しさを感じ取るような取

り組みや、社会の出来事にも関心を持たせることが必要だと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（重久 邦仁君）  楠原議員。 

○議員（４番 楠原 更三君）  特筆できるというところはなかったように感じました。課題だけ

を今言われましたけれども、今言われましたような課題につきましては例年ありまして、課題を

いつになったら解決したと言えるのかというところが１番の課題だと思います。毎年毎年、この

ような、今、資料の５につきましては、詳しく見ませんでしたけど、後の議員のほうで余り言っ

てくれるなということでしたので、私はちょっと省略しますけれども、言いたいのは、私のがつ

くっております表、３枚目のところに２つ、それから、４枚目に２つありますけれども、まず

３枚目のほうの表を見ますと、いわゆる学力というところに関しましては、全国と比べて、同程

度、ほぼ同程度、相当低いということになりますけれども、同程度以上の表現はどういう表現が

あるんだろうかと思うぐらい同程度しか、以下しかないんです。意識調査、生活習慣に関する意

識調査のほうを見ると、ようやく、やや高いという表現がありました。これはそんなに乖離はな
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い結果だと思いますけれども、中学校のほうを見ますと、上のほうが一般的に言う学力ですけれ

ども、ほぼ同程度、やや低い、低い、相当低い、同程度すらなくなっています。相当低いという

言葉があるのかと思うぐらい、ここにぽんと出てきました。３ですね。それに対して、同じ生徒

に対しまして生活習慣に関する調査しますと、相当高いというのがあるんだなとここで思ったん

ですけども、２とあります。これ、同じ生徒の調査結果なんですけれども、えっと私は思うんで

す。もし、学力が相当低い、低い、こっちのほうが半分を占めているわけですけれども、小学校

の保護者の方で、これを見られた６年生の保護者の方どう思われるでしょうか。５年生の保護者

の方はどう思われるでしょうか。よく聞くのが、泉ヶ丘中学校とか、それから宮崎市内の私立の

中学校に抜ける生徒が多いということを聞きます。実際おりますけれども、なぜ、そうなのかと

いうことを検証があったのかなと思います。この結果を見れば、少しでも経済的に余裕のある方

は、そして、子供がもうちょっと勉強したいと思う子がいれば、当然そういう動きになって、三

股中には遠慮しようかなとなるのは当たり前と思うんです。意識はかなり全国と比べて上だけれ

ども、現実の点数と見れば、低い、相当低いなんです。私の子供が小学校のときに、もし、こう

いうのがあったとすれば、ちょっと考えたかなという気がしなくもないです。その分、ふるさと

三股で過ごす、ふるさと三股の学校で過ごす期間が短くなる。ふるさと三股に対する愛郷心とい

うのが、郷土愛というものが薄くなる。そういう気がいたします。 

 ここまでをちょっと簡単にまとめてみますと、教育環境については他の自治体と比べて劣って

いるところはない。先ほど言われました。劣っているというのは、耐用年数がちょっと来ている

ような小学校の校舎がある。そこだけだったんです。あとはすばらしい。県内唯一とか、そうい

うことを先ほど言われました。そして、また、家庭を含めた生活習慣、それから意欲、意識につ

いては全国平均程度以上、かなりあります。しかし、学力につきましては全国平均より低いとい

うことです。もちろん全国平均よりも低い宮崎県の平均よりも低いという状況です。どんなこと

が要因となっているんでしょうか。そして、それにどのように対処すればいいのでしょうか。こ

れまで多くの方々が考えてこられ、そして対処されてきたはずなんです。それでも、これです。

三股の小中学生の学力は根本的に低いのでしょうかと疑わざるを得なくなります。このような状

況を受けて、教育長としての立場から、どのような思いを持たれますか。伺います。 

○議長（重久 邦仁君）  教育長。 

○教育長（石崎 敬三君）  今回の正答率の結果、昨年度の結果と比較すると向上傾向にあります

が、小学校、中学校ともに、ご指摘のとおり全国県平均を下回る結果となりました。これまでも

指導方法の工夫改善など学力向上対策取り組んできたところでございますが、町全体としては成

果が大きく見られなかった今回の結果を重く受けとめております。今後は、今回の結果を踏まえ

て、一層の学力向上に努め、知・徳・体の調和のとれた人間性豊かな児童生徒を育成してまいり
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たいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（重久 邦仁君）  楠原議員。 

○議員（４番 楠原 更三君）  先日、私は、県の日隈教育長とお話させていただく機会がありま

した。そのときに、日隈教育長も、県のレベルとして、このままの状況ではいけないという思い

を当然のことながらお持ちで、その気持ちを私に対して怒ったように強い口調で言われました。

本町におきましても、県と同様、これまでと違う経歴のお方が教育長になられました。今後、今、

今後のことについて、既に言っていただきましたけれども、これまでとは違う何かがあるのでな

いかと思います。期待したいと思います。 

 子供一人一人の１年１年というものは、そのときしかありません。例えば、３年計画で実績を

上げるなどというのは、そのときの一人一人の学力のことを軽んじているのではないかとも感じ

ます。したがって、１年１年の中での目標、そして、その対策、そして、その検証というものが、

これまでも行われてきたのでしょうが、結果に、これまで以上にこだわっていただけるようお願

いしたいと思います。「文教みまた」のために、ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。何か

一言ありますでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  教育長。 

○教育長（石崎 敬三君）  この全国学力・学習状況調査は、文部科学省によりますと、学校での

いろいろな指導の一面をあらわすものであるということではございますが、町民の皆様を初め町

議会の皆様にとっても、三股での学習がどのような成果を上げているかということをご理解いた

だくために大変重要な指標の一つではないかと考えております。 

 そこで、私といたしましては、来年度に向けての大きな目標といたしまして、現在、教科正答

率が県の平均を下回っている状況にございますので、まずは県の教科合計の正答率を目標にして

まいります。このことは、先般９月３日に開催いたしました校長会においても、各校長に伝えた

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（重久 邦仁君）  楠原議員。 

○議員（４番 楠原 更三君）  これまでも、今言われましたように、全国学力テストはいろいろ

な指導の一面ではあるという言葉は、もう耳にたこができるほど聞いております。一般町民の方

にとってわかるのは、あの結果そのものだけだと思いますので、今言われたように大変だと思い

ますけれども、よろしくお願いいたします。 

 最後の質問に移ってまいります。 

 実践型地域雇用創造事業として雇用創造協議会が設立されまして、１年と数カ月が経過しまし
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た。企画商工課と協議会では、この事業が実施される前に、本町の現状を次のように分析されて

おります。 

 資料の６に抜粋して上げております。ちょっと読ませてもらいます。地域雇用創造事業の事業

概念図から抜粋したものです。 

 「本町の現状。年少人口比率は県内一であるものの、社会的自立期において転出が転入を上回

っており、若者の働く場の確保が重要である。都城市のベッドタウンとして子育て世代の家庭が

多く、主婦など、その世帯の所得向上や雇用創出に向けた取り組みが必要である。」 

 「地域資源活用産業創出分野」については、「農業経営者の高齢化や担い手不足が急速に進む

など、基幹産業である農業の衰退が商工業の販売不振にもつながっている。基幹産業である特産

品として始めた、どぶろくは製造農家が２件にとどまり、波及効果は大きくない。ゴマは需要が

高いが供給が追いついてこない」と、こうありました。 

 このような現状に対しまして、どのような動きの、この雇用創造協議会が設立されてから、あ

と、どのような動きの兆しが見られるようになってきたのでしょうか。 

 これまでに１年間の振り返りが行われたと思います。事前にプリントで要求しましたところ、

３０年度の事業実施結果報告については回答をいただいておりますので、詳細ではなく、その結

果報告の中から主なものの概況をお聞きします。 

○議長（重久 邦仁君）  西山企画商工課長。 

○企画商工課長（西山 雄治君）  地域雇用創造協議会の初年度目標とその実績を通しての状況報

告についてお答えします。 

 まず、実践型地域雇用創造事業は国の委託事業でございまして、町と地域の経済雇用を担う立

場である地域の経済関係者とが一致協力して、地域の雇用創造に取り組む事業でございます。そ

の理念、考え方につきましては、求職者のニーズに合ったセミナーを開催し、能力開発や人材開

発を図るとともに、地域の特産品を活用した新商品の開発等を実施し、地域ブランドの確立を目

指すものでございます。その受け皿である三股町地域雇用創造協議会は、平成３０年４月から令

和３年３月までの計画で、実践型地域雇用創造事業を実施しているところでございます。具体的

には、事業主向けのセミナーを実施する雇用拡大メニュー、求職者向けのセミナーを実施する人

材育成メニュー、情報発信や面接会などを行う就職促進メニュー、地域の特産品を活用した新商

品開発を行う実践メニューという４つのメニューからなっております。平成３０年度の事業実績

としましては、セミナー等の参加者が雇用拡大メニューの目標数６８社に対しまして、実績数が

５９社で、達成率が８７％となり、若干目標数に達しませんでしたが、人材育成、就職促進メニ

ューの目標数５５人に対しましては、実績数が１４３人で、達成率が２６０％となり、実績数が

目標数を大きく超えているところでございます。 
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 一方、就職者等の人数につきましては、計画数が３８人に対しまして、実績数が６７人で、達

成率が１７６％となり、こちらも目標数を達成したところでございます。 

 また、そのうち実践メニューで開発した新商品につきましても、目標数３人に対しまして、実

績数は３人となり、ことし３月に開催しました成果物公開セミナー後に３品、ゴマのドレッシン

グとゴマのサブレ、あと、プチヴェールを使ったクッキーが商品化されております。 

 このように、平成３０年度につきましては、目標値を達成したことは評価できると考えており

ます。しかし、セミナーの中では受講者のニーズに沿わず、参加者の確保が困難なものもござい

ましたので、今年度は受講者のニーズに合ったセミナーへと修正し、ハローワークなどと関係機

関と情報の共有を図っていきたいと考えております。 

 また、新商品を開発する企業等と協力関係の強化を行って、さらなる雇用の創出に向け、事業

を進めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  楠原議員。 

○議員（４番 楠原 更三君）  今、答えていただきましたもの、資料にあったんですけれども、

やっぱり、ちょっと、雇用拡大メニューとか、人材育成メニュー、就職促進メニュー、実践メニ

ュー、どうのこうの、一般的に、ぽっと、何ぼか前もって調べておかないと具体的にどんなもの

なのかというのは、理解がなかなかいかないものだと思いますけれども、数字的には達成率がか

なり高いという今報告がありましたけれども、このような数字というものは、他の協議会、他の

自治体の協議会と比べて、どのようなものだと思われていますか。伺います。 

○議長（重久 邦仁君）  西山企画商工課長。 

○企画商工課長（西山 雄治君）  他の状況、他の自治体が行っている、この地域雇用創造協議会

の状況というのを今ここ資料がないんですけれども、聞くところによりますと遜色ないような成

果を出しているということでございます。 

○議長（重久 邦仁君）  楠原議員。 

○議員（４番 楠原 更三君）  以前に、委員会視察のほうで、和水町のほうに視察しております。

そこで、この地域雇用創造事業というものを三股が始めるというのを聞いた段階で行っているわ

けですけれども、そこの場合、１年目の状況を聞いた記憶がありますけれども、委員視察研修し

たんですけども、その当時は今よりもわかってない状況で数字だけを記録しているんですが、達

成率は人材育成のところを除いたら、かなり高いんですね。和水の場合は。だから、今、ほかの

自治体と比べてどうでしょうかとお聞きしたわけなんですけれども、資料の最後をごらんくださ

い。 

 資料の７。日向市地域雇用創造協議会のフェイスブックから抜粋しました。２０１８年４月
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２２日付とありましたけれども、「このたび、厚生労働省より実践型地域雇用創造事業の平成

３０年度第１次採択を受け、４月１９日に日向市地域雇用創造協議会の開所式を行いました」。

その次なんです。「日向市は３期連続の採択となり、地域資源を活用した新たな雇用創出に継続

して取り組むこととなりました」。当然、課長さんご存じだと思いますけれども、このように

３期目ということは、都合９年、国の１００％の事業ということが続くということとなりますけ

れども、本町の場合、１年ちょっと過ぎただけですけれども、この事業を次の３年、そして、そ

の次の３年というふうに、今度、日向市が行っているように、継続させ、成長させていく予定と

いうものはどのくらいお考えでしょうか。伺います。 

○議長（重久 邦仁君）  西山企画商工課長。 

○企画商工課長（西山 雄治君）  今後、この事業を次期にまで継続させる予定があるのかという

ご質問に対しましてお答えいたします。 

 本事業につきましては、先ほども申し上げましたとおり、平成３０年４月から令和３年３月ま

での計画で実施しておりまして、この３年間で目標数を達成した後は、ウエブセミナーや６次産

業化の推進など、一部の事業を町が継承してまいりまして、現在のところは、次期までの継続さ

せる予定というのはございません。 

○議長（重久 邦仁君）  楠原議員。 

○議員（４番 楠原 更三君）  わかりました。日向市のように、２期、３期とやる予定がないと

いうお答えでしたけども、その理由を教えていただきたいと思います。 

○議長（重久 邦仁君）  西山企画商工課長。 

○企画商工課長（西山 雄治君）  現在のところ、次期の予定がないというのが、この地域雇用創

造協議会を申請するに当たって自治体の条件がございます。その一つが雇用機会の不足地域であ

る。もしくは過疎等地域である。このどちらかに該当しないと申請ができないということになっ

ております。三股町は過疎等地域ではございませんので、雇用機会の不足地域であることが条件

となるんですが、こちらはどのようなものかと申し上げますと、有効求人倍率が全国平均以下で

あること、ただし、全国平均が１を超えている場合は１以下であることというのが条件になって

おります。つまり、全国平均が１を超えておりますので、１以下でなければ、申請ができないと

いうことですが、今現在取り組んでおります地域雇用創造協議会の申請時におきまして、本町の

有効求人倍率が０.９０でございました。昨年度、平成３０年度の有効求人倍率が１.０９と若干

ですが、１を超えております。あと１年半、この事業を進めていく上で、この１をさらに超えて

いくように大きくしていこうというところで取り組んでおりますので、この有効求人倍率を１に

とどめて、次期申請を視野に入れた取り組みというのは考えていないところでございます。 

○議長（重久 邦仁君）  楠原議員。 
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○議員（４番 楠原 更三君）  よくわかりました。地域雇用創造事業が続いているところは、雇

用機会が不足しているところであり、過疎地域であるということだと判断できるということでよ

ろしいんですね。はい、わかりました。 

 今、その中で、一部については、町独自で継続していくと言われましたけれども、この質問に

はないんですが、町のブランド、それをどうしていくのかというのがずっと大きな課題となって

おりまして、雇用創造協議会のほうでも、それに一所懸命取り組んでいると聞いています。きの

うも、ゴマですか、ＮＨＫ、ゴマプリン出ましたね。おいしそうですね。どこで食べられるのか

と、あのとき思ったんですが、あれも、場所はそこでしたね。撮影場所は雇用創造協議会の一室

だと思いましたけれども、まだまだメジャーになるものが出てこないんですが、あと１年半、そ

の中で、雇用創造協議会を設置した３年間意味があったなと思えるようにしていただきたいと思

います。 

 きょうは、これで質問を終わらせてもらいます。ありがとうございました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（重久 邦仁君）  発言順位７番、新坂議員。 

〔３番 新坂 哲雄君 登壇〕 

○議員（３番 新坂 哲雄君）  それでは、発言順位、通告によりまして、７番、ただいまより一

般質問を行いたいと思います。 

 第１番目に、都城市温泉施設料金についてお伺いをいたします。 

 利用者料金の助成はできないか。市民１００円、市外４００円と提案してありますが、市民は

６５歳以上の人が対象になります。 

 あとは議席におきまして質問を続けたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

〔町長 木佐貫 辰生君 登壇〕 

○町長（木佐貫 辰生君）  都城市温泉施設料金について、利用者への利用料金の助成はできない

かというご質問に対してお答えいたします。 

 都城市や曽於市など温泉施設がある近隣の町では、指定管理している温泉施設を利用する場合、

市内に住所を有し、６５歳以上の者及び身体障害者手帳等の交付を受けているものに対し、温泉

利用施設の料金助成をしています。このことは、高齢者の健康増進を図る目的とともに、指定管

理をしている温泉施設の利用者をふやすことにより、市から施設へ差額分の入金があることから、

施設の経営安定を目指すものと理解しております。というのは、市内には、民間の温泉施設ある

いは類似施設が多くありますけれども、こちらへの助成はございません。 

 本町の湧出する温泉水は一般利用の温泉施設がないことから、一般利用の温泉施設がないこと



- 88 - 

から、元気の杜での生きがいデイでの入浴用として活用しています。 

 高齢者施策としましては、各市町でいろいろな取り組みがなされております。本町では、高齢

者の健康づくりとして、生きがいデイでの入浴サービスを初め、サロン活動、足もと元気教室、

元気アップ教室、ノルディックウオーキングの推進、そして、総合型スポーツクラブ活動への参

加などなど、積極的に取り組んでいるところです。 

 このようなことから、現在のところ、都城市が指定管理している温泉利用の助成については、

民間を利用している方との公平性の問題もあり、検討していないところでございます。 

○議長（重久 邦仁君）  新坂議員。 

○議員（３番 新坂 哲雄君）  今、町長の説明はよくわかりますが、町民の人は隣接温泉を利用

されておりますので、ぜひ、検討課題かなとは思っておりますが、私も個人的に調査しましたと

ころ、都城市施設６カ所、隣接地の財部３施設、９施設があるということは情報を得ております

が、私どもも個人的でありますが、温泉をちょこちょこ利用しております。そこで、よく「三股

も都城市と合併しておれば１００円で入れるんだがな」という意見もよく聞かれます。それは難

しい状況でしょうけども、ぜひ、温泉を、１日置きに行っておられる方も結構いらっしゃるみた

いでございます。どうか、難しい相談でございますが、今後相談をよろしくお願いいたします。

検討をお願いします。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  先ほど申し上げましたように、本町には、まだ温泉施設というのは、

生きがいデイでの活用ということで利用させていただいております。都城市としましては、やは

り、指定管理している施設が４カ所あるわけです。そこに維持管理をしないといけないわけです。

それをもたせるために、やっぱし、税金投入を直接するわけにいきませんので、６５歳以上の利

用者に助成するという間接的な助成というような、そういうやり方じゃないかなと私は思ってお

ります。それが非常に６５歳以上の高齢者にとっては好評であろうというふうには思いますけれ

ども、しかし、やはり、近くには元気湯もありますし、そして、また、いろんな都城の近くにも

ございます。そちらを利用しているところには助成はないんですよね。ですよね。それはちょっ

と不公平じゃないかな。そこまでやるんだったら、我が町はちょっと考えないけないかなと思い

ますけども、指定管理だけというのが、何か都城の場合は、都城といいますか、曽於市もそうな

んですけれども、そのようなやり方でありますから、町としまして、今のところ、検討はいたし

てないところです。 

○議長（重久 邦仁君）  新坂議員。 

○議員（３番 新坂 哲雄君）  町長のご答弁、よくわかりました。やっぱり温泉に行くことが皆

さん高齢化の人は楽しみにされている人がありますので、そういう状況であります。 



- 89 - 

 それでは。第２の質問に入らせていただきます。河川環境についてお伺いをいたします。 

 １番目の長田地区において、浄化槽設置率が悪く、どのような啓発を行っているかの質問をさ

せていただきます。 

○議長（重久 邦仁君）  西畑環境水道課長。 

○環境水道課長（西畑 博文君）  合併浄化槽への転換への啓発についてお答えいたします。 

 町内における合併浄化槽による排水処理率は４５.２％で、単独浄化槽、し尿汲み取り槽での

処理率は２７.２％となっています。地区ごとの合併浄化槽等の排水処理率について把握はして

いませんが、単独浄化槽の製造販売は平成１２年度まで行われていたため、それ以前に建てられ

た住宅の多い長田地区では単独浄化槽、し尿汲み取り槽の設置が多いものと思われます。 

 また、合併浄化槽への転換は、平成２６年度から平成３０年度の５年間において、町内で

１６２件の転換が行われ、そのうち長田地区は７件でございました。合併浄化槽の転換を推進す

る啓発は、町のホームページや回覧、個別訪問等を行っていますが、今後も生活排水による大淀

川の水質汚濁の防止と快適な生活環境の創造を目的として、合併浄化槽への転換推進に努めてい

きたいと考えているところでございます。 

○議長（重久 邦仁君）  新坂議員。 

○議員（３番 新坂 哲雄君）  本町につきましては、花と緑と水のまちと推進して、看板もあり

ますが、このような状況ではありますが、１番と２番が併用した質問をさせていただきますが、

５月の水害のときちょっと土地改良水系の役員さまより提案がありました。現場状況、河川へ浄

化されない廃棄物が確認されております。これはもう水系の方がもう写真も撮ってあって、地元

の農家から苦情、不満等の声があがっております。現地を確認いたしましたところ、河川への白

い物体がいっぱい溜まっていたということであります。長田峡の自然環境に影響が出てくると、

今後思われます。今後の対策が必要と考えます。よろしくお願いします。 

○議長（重久 邦仁君）  休憩。 

午前11時45分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時45分再開 

○議長（重久 邦仁君）  休憩前に引き続き、再開します。 

 新坂議員。 

○議員（３番 新坂 哲雄君）  ちょっと言葉が悪かったですので、訂正をいたしますが、一応農

産物の影響はないかということでありますが、ある程度長田地区は稲作で長田米という銘柄があ

りますが、こういったものについてもいろいろな外部から批判が出ております。これで長田米と

いえるのかということも外部からよく私たちの耳に入って、最近外部のほうも長田の状況につい
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て、詳しく私たちに要望があります。その辺のところも考慮していただきたいと思います。 

 ちょっと緊張しましてあれですけど、対策を一応どうしたらいいのか考えて。 

○議長（重久 邦仁君）  休憩。 

午前11時47分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時47分再開 

○議長（重久 邦仁君）  再開します。新坂議員。 

○議員（３番 新坂 哲雄君）  何度も済みません。農産物への影響はないかを質問いたします。 

○議長（重久 邦仁君）  西畑環境水道課長。 

○環境水道課長（西畑 博文君）  生活排水を農業用水として利用した場合の農作物への影響につ

いてお答えいたします。 

 生活環境保全に関する環境基準では、農業用水への利用目的への水質基準はＢＯＤの値が８ミ

リグラムパーリットル以下が望ましいとされていますので、この辺りを超える水質の水は農業へ

の影響はあると考えられます。生活排水だけを農業用水として利用する場合には、ＢＯＤの値は

高いと考えられますが、沖水川のＢＯＤの値は水浴への利用目的の基準である２ミリグラムパー

リットル以下であるため、河川水を農業用水に利用している場合には農業への影響はないものと

考えられます。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  新坂議員。 

○議員（３番 新坂 哲雄君）  影響がないと言われても、やっぱり浄化されたのは影響があるん

じゃないかな、浄化されない排水については影響があるんじゃないかなと思っておりますが、い

かがでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  西畑環境水道課長。 

○環境水道課長（西畑 博文君）  先ほども答弁させていただきましたが、浄化されない水を直接

農業用水で利用する場合には、影響があるのではないかというふうに考えております。 

○議長（重久 邦仁君）  新坂議員。 

○議員（３番 新坂 哲雄君）  河川については、これで終わりたいと思います。 

 次に、長田小通学路について、長田地区県道３３号線、今後の歩道整備計画にお伺いをいたし

ます。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  福永都市整備課長。 

○都市整備課長（福永 朋宏君）  県道３３号における長田地区の歩道整備については、都城市、
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県議、市議会議員市議会議長及び町議会議長を交えた都城市三股町行政懇話会でも要望し、県知

事への提言を行っております。具体的には、今年度は６月２７日に都城市役所のほうで行ってお

ります。提言の内容につきましても、国県道の歩行者の安全対策の推進についてという中で、具

体的に県道３３号における三股町長田地区の歩道整備を早急に図ることという文面を入れており

ます。長田小学校校区の通学路では轟木地区から大八重地区までの間で断続的に整備されている

のは確認できますが、今後についてもこれまで同様、県に要望を続けていきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  新坂議員。 

○議員（３番 新坂 哲雄君）  長田小学校区につきましては、歩道がないために朝夕父兄の方は

送り迎えをされておるんですが、非情に大変だろうと思っております。これも長年の要望ですけ

ども、早く、町とはちょっと関係ない県の関係にも携わってくるとは思うんですけども、ぜひ早

急に歩道確保を希望しております。関連ですが、北郷線の３３号線、非常に大型車の交通量が多

いため、非常に安全面で必要かなと思っております。 

 それと、けさ方ですかね、学校側から歩道の整備、白線が消えているということで、けさ学校

に行ってきましたけれども、２カ所の要望がありました。馬渡平男さんのところの横断歩道をつ

けてください。白線をやってくださいということと、下仮屋のわらびの里のところの横断歩道、

白線、これが要望がけさ方ありました。学校側から注文がありました。一応そういうことです。 

 以上です。いかがでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  休憩。 

午前11時53分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時53分再開 

○議長（重久 邦仁君）  再開します。 

○議員（３番 新坂 哲雄君）  ４番目に入ります。県の県営の要望について、役場内に町民から

の県の要望窓口は設置できないかの質問をさせていただきます。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  町民の意見、要望等に耳を傾ける窓口、機会としまして、町民室、

地区座談会の開催、受付に備えてありますまちづくりご意見箱、また現場での対話、打ち合わせ、

事務連絡協議会及び役場各課での相談窓口を設けているところでございます。町民からの相談内

容は種々多様であることから、専門的要素や協議、調整を必要とする事案も多く含まれ、窓口の

一本化による対応は効果的ではないと考えております。特に、国、県への要望事項は関係部署間

及び県との協議、調整を必要とする事案や専門的要素が必要とされることから、従来通り相当す
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る各課での相談窓口での対応が望ましいと考え、県への要望窓口の設置については考えていない

ところでございます。 

○議長（重久 邦仁君）  新坂議員。 

○議員（３番 新坂 哲雄君）  やっぱり町民から県に対する意見が１回１回くるんですけど、私

どもも対応に困ることが結構あるんですけれども、やっぱり一般町民からすれば、やっぱり県の

ほうに直接は身が引けるとかそういう問題があると思うんですが、何かこうどこの市町村もこう

いう状況なのかなと思っておりますが、どうか窓口をどこか設けていただきたい、意見があると

思います。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  ただいま総務課長が回答しましたように、相談内容がやはり専門的に

なったり、そしてまたは複雑な問題を抱えたりしますので、やはり役場のそれぞれの担当課のほ

うが取り次ぎしまして、県へ相談、また要望というのが１番流れとしていいんじゃないかなと。

相談窓口をつくっても、１カ所にまとめても、その部署では解決できないから、また担当窓口の

ほうとやり取りしなくちゃならないと、二度手間になるんじゃないかなと思います。ですから、

今の体制で進めていきたいなと思いますので、役場のほうにまずは相談してほしい。あるいは、

また県のほうがよくわかっていらっしゃれば、県に直接お話していただいても構わないと思いま

す。 

○議長（重久 邦仁君）  新坂議員。 

○議員（３番 新坂 哲雄君）  町長の説明はよくわかったんですけど、以前、地区の座談会につ

いてもこのような意見が結構あったと思うんですけれども、やっぱり第１に道路の関係が１番多

いんですけど、やっぱり隣接しているところの苦情が非常に多いですけども。やっぱり家が隣接

して、家が揺れるとか、そういうこともこの前座談会で出たような話は聞いておりますけれども、

やっぱり結果的にいつ実行されるのか、そこ辺が難しい面もあるとは思いますけども、非常に難

しい相談でございますが、皆さんの町民の要望としましては、いつもそういう意見を聞いており

ます。解決策を考えないといけません。 

 以上で、終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（重久 邦仁君）  これより、昼食のため、１３時３０分まで本会議を休憩します。 

午前11時57分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時26分再開 

○議長（重久 邦仁君）  これより、休憩前に引き続き、本会議を再開いたします。 

 発言順位８番、福田議員。 
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〔５番 福田 新一君 登壇〕 

○議員（５番 福田 新一君）  発言順位８番、福田新一。いつもどおり、今の心境を短歌で一首

よみます。長月に、実り多きを、願いつつ、文教三股の、底力呼ぶ。長月に、実り多きを、願い

つつ、文教三股の、底力呼ぶ。今回の一般質問も６月に引き続き、運がいいのか悪いのか、再び

大トリの再度の質問となりました。これから先の三股町を見据えるときに今何をすべきかをとも

に考えてみたいと思います。 

 まず、現在本町が外部から見て、輝いているところは何か。例えば、人口増加率や年少人口割

合が県内トップという現実。そしてさらに、資料１ページをごらんください。先日、転入超過

６７人で断トツの記事が出ました。転出超過本県２３市町村、資料のほうです、総務省の

２０１８年人口移動報告の詳細集計で、県内は２３市町村で転出者が転入者を上回る転出超過、

社会減となったことが１３日わかった。県全体の社会減は、３,０８７人。超過数は前年より

２６５人ふえた。同年までの５年間の累計は１万６,０００人を越え、依然として若年層を中心

に大都市圏への人材流出に歯止めがかからない状態が続き、そして下のほうです、逆に転入超過

は三股６７人、高原７人、綾４人の３町に留まり、人数も少なかった。三股町企画商工課は都城

市に近いベッドタウンという好条件に加え、しかも比較的安価とあって、子育て世代の流入がふ

えているとみる。県は社会減対策を２０２２年度までの４年間の総合計画アクションプランの重

点項目に据えた。そして、最後のほうです。県総合政策課は、社会減は本県にとって最重要課題

だ、宮崎で暮らす、働くよさを創出し、何とか県全体で歯止めをかけたいとしている。昨日の一

般質問の中に、県の構想にもない、単独で町で計画しても県の構想がないとなかなか思うように

進展しないという話がありました。ここにははっきり県総合政策課はということで、ここに力を

入れていくと県の方向も向いております。ですから、やはり町から発信していって、県の方針に

沿っていくべきだと私は考えます。 

 このように、本町が抜きん出ている現実をはっきり知り、その理由は何かを明確にする。そし

て、守り続ける点、改良していく点、開拓していく点を今それぞれ真剣に考えるときだと思いま

す。まず、本町の優れている点、輝いている点、その理由をお尋ねします。あとは、質問席にて

行います。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

〔町長 木佐貫 辰生君 登壇〕 

○町長（木佐貫 辰生君）  本町の輝いているところをどう生かすかという質問の中で、本町が他

より抜きん出ているところのその理由についてお答えいたします。 

 我が国の総人口は第一次ベビーブーム１９４７年から４９年や第二次ベビーブーム１９７１年

から７４年等を経て、一貫して増加傾向でありましたが、人口のピークである２００８年に１億
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２,８０８万人に達した以降は減少傾向にあり、国立社会保障人口問題研究所が公表した日本の

将来推計人口によりますと２０５５年の人口は１億人を割り込み、さらに２０６５年には

９,０００万人を割り込むまで減少すると推計されております。このように、日本の人口は減少

していく一方で、大都市圏への人口移動による一極集中が進んでおり、地方都市では２０４５年

までに人口が２０％減少するというのが普通で、５０％以上減少する市町村も少なくないという

厳しい推計がされております。宮崎県においても昨年１０月１日の推計人口年報によると、人口

が１年間で８,３１７人減少しており、県内２６市町村のうち２５市町村で人口が減少しており、

増加したのは三股町１町のみとなっております。また、総務省の２０１８年人口移動報告の詳細

集計では県内２３市町村で転出者が転入者を上回る転出超過となった中で、本町は転入者が転出

者を上回り６０人の転入超過となったところであります。先ほど、議員が説明したとおりでござ

います。１４歳以下の年少人口の割合におきましても、平成２７年の国勢調査において、県平均

が１３.７％なのに対し、本町は１６.９％となっており、県内では１番大きな数値となっており

ます。また、２０４５年の推計におきましても、本町の年少人口の割合は１６.８％と推計され

ており、人口は徐々に減ってはいくものの、年少人口の割合は維持されるものと思われます。 

 このように、人口を維持することすら厳しい状況であるにもかかわらず、転入超過や高い年少

人口割合、人口の微増などが本町がほかより抜きん出ているところではないかと考えます。 

 それでは、その理由についてでありますけれども、本町は以前より都城市のベッドタウンとし

て人口を伸ばしてきましたが、平成５年に都城市と旧北諸５町がまとめた都城地方拠点都市地域

基本計画において、居住拠点地区の指定を受けたことから、さらに住みよい町の構築を推進して

まいりました。また、本町では比較的はやい時期から子育てに優しい町を打ち出しており、他市

にわたる子育て支援策に取り組んでいますので、結婚されたばかりのご夫婦であったり、これか

ら子育てをされるといった世代の方々が本町へ転入して来られるのではないかというふうに考え

ます。 

 以上、回答といたします。 

○議長（重久 邦仁君）  福田議員。 

○議員（５番 福田 新一君）  ありがとうございました。いま、町長の説明の中にもありました

とおり、早い時期から三股町は子育てに優しい町ということで名が通っております。 

 そこで、本町の特徴としてこれを捉えてみたいんですけども、私自身本町が子育て支援に恵ま

れていると、周りからよく言われることがあります。しかし、どの項目で、どれくらい本町が子

育てに恵まれているのかというのを明確に説明できません。今回、三股町、隣町の都城市、そし

て宮崎市を子育て支援事業について時期と要するに成長時期、そして項目別に、この三股町、都

城市、宮崎市を比較した表をつくってもらいました。ありがとうございました。資料をごらんく
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ださい。２ページからになります。私、これを見るところ、ここが明らかに経済的に、そして補

助事業的にそういった面で本町が優れているんだなという点がなかなか見あたらないような気が

します。せっかくですので、この資料をもとに、どこが本町は子育て支援に恵まれていると言わ

れるゆえんなのか、説明をお願いします。 

○議長（重久 邦仁君）  齊藤福祉課長。 

○福祉課長（齊藤 美和君）  本町が子育てしやすい町である理由についてお答えいたします。 

 子育て支援事業の本町と他の市町村を比較しますと、乳児の家庭訪問や育児教室など三股町が

充実している事業もありますが、産婦を対象とした健診やサポートなど、他の市町村が充実して

いる事業もあります。三股町が子育てしやすい町であるといえる特別な事業はありません。しか

し、生後２、３カ月未満の全ての乳児と産婦の家庭訪問や乳児健診、乳児相談でのきめ細かい対

応は子育て中の母親、父親にとって心強い支援になっていると考えています。福田議員より提出

されました資料の２ページから４ページをごらんください。左側に妊娠期、乳児期というように、

発達段階に合わせた項目を設けております。その後、事業名、三股町、都城市、宮崎市というよ

うに事業の比較をしております。まず、乳児期の各事業は一連のつながりがあり、生後２、３カ

月の時期に助産師による家庭訪問、生後４カ月で母子保健推進委員による家庭訪問、並行して育

児教室や乳児健診、乳児相談があり、必要な支援ができる体制ができております。例えば、乳児

健診で子供の体重がふえず、母乳やミルクが不足しているのではないかと不安を抱えている場合、

２週間後に体重を測りにきてもらうなど、母親、父親に寄り添う支援ができているところが三股

町のよさであると思います。 

 また、子育て支援センターでの親子の集いの場の提供、ファミリーサポートセンターでの子供

の預かりや送迎等の事業への助成等も行っているところです。幼児教育、保育におきましては、

１０月より３歳から５歳の保育料が無償化されますが、平成３０年度は町単独で９,６２４万円

の補助をしており、所得の高い人の保育料も含め、国の基準より安く設定しております。このよ

うな支援が母親や父親等の口コミで三股町が子育てしやすい町といわれているのではないかと考

えております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  福田議員。 

○議員（５番 福田 新一君）  今、説明あったように妊娠前からずっと乳幼児まで、その成長期

とあわせて事業名を並べて、そして三股町、都城市、宮崎市と比較した表をつくっていただきま

した。表に出ないソフトな面が三股の特徴なんですね。資料にある乳幼児部分の妊産婦、乳生児

訪問、乳児健診、乳児相談の面で他の地域より進んでいるということですか。いや、そうかもし

れません。箱物を補助事業的なものが即評価に取り上げられがちですが、１番手のかかるこの時
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期に困ったときに支援されることが、今課長の言葉からも出ました口伝えで三股町は助かるとい

う評価を得ているのではないかと思います。 

 そこで、このよい評価を受けている今、さらに今後このいい面を強化するにはどんな施策をお

考えですか。 

○議長（重久 邦仁君）  西山企画商工課長。 

○企画商工課長（西山 雄治君）  このような好条件のもと、次のステップは何かというご質問に

ついて、お答えいたします。 

 本町のまち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目標でもありますが、「しごとを元気にし、若

者が安心してはたらける『みまた』をつくる」「行きたい、住みたい『みまた』をつくる」「縁

結び、結婚、出産、子育てしやすい『みまた』をつくる」「地域と地域、人と人をつなぐまち

『みまた』をつくる」。これらの目標達成のために、各種事業等に取り組みながら町の将来像で

ある自立と協働で創る元気なまち三股を目指してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（重久 邦仁君）  福田議員。 

○議員（５番 福田 新一君）  大好きな言葉です。自立と協働で創る元気なまち三股。先にきょ

うは言われてしまいました。 

 ちょっと話が戻るんですが、実はこの資料をつくってもらったときに、都農町が三股に追いつ

け追い越せとばかり、子育て支援に力を入れていると関係者に聞きました。９月の３日でしたが、

急遽福祉課に出向いて、都農町も同じように比較してみましょうかと相談し、同じ系列で加えて

いただきました。その資料も後ろのほう、別紙１枚付いていると思います。 

 それ比較しますと、いただいた資料では１番目に着くのは小学生、中学生ともに都農町のほう

は通院まで無料、三股のほうは小学生、中学生、入院は無料ですけども通院に関しては、小学生

は一部負担、中学生はそのまま有料。これに対して、都農町というのは、小学校、中学校通院ま

で無料。この差は三股に勝る子供の医療費助成内容だなと思いました。 

 先ほどから言っていますように、町長もよそよりも先に手掛けた政策が三股の子育て優しい町

とおっしゃいましたけど、いま一度町長、子育て支援に対し、輝き続ける本町の意気込みを含め

た意味で体制をお聞かせいただけますか。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  他の市町村をこう見てみますと、いろいろな子育て支援策に取り組ん

でおります。本町も同じような取り組みをさせていただいておりますが。もうはっきり言いまし

て、どこもドングリの背比べみたいな感じなんですね。そして、またこの医療費の助成であって

も、都農町をおっしゃいましたけれども、東京都なんかも既に以前からもうやっていますよね。
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中学生、高校生までの無料化。財政豊かなところはできるんですよ。それで、我が町の分は去年

の１０月から中学生までという形で取り組ませていただきました。なかなかやはりこの財政状況

見ながら、何ができるかというところなんですけど、制度的な面でできるというのはある程度限

られております。 

 ただし、我が町で何が必要なのかというところを十分吟味しながら、いろんな取り組み等をさ

せていただきたいと思います。子育て支援の中で乳幼児に対して、最初、我が町でつくっており

ました木製のスプーンをに乳幼児に配付しています。非常に大変好評であります。それとまた、

ブックスタート事業。本の読み聞かせ。そちらのほうも我が町のほうは早かったんじゃないかな

と思います。特にこの子育て支援と言われるところで、本町が口コミで広がったというのは児童

館ですね。児童館を集落館というような形で活動されておりましたけれども、児童館がこの町内

に各集落にあるというのは県内の中でも当時は珍しかったんじゃないかなと思います。そういう

ところで子育て支援ができるということで、そういうふうにこの子供たちの居場所があると、こ

れも１つの取り組みとして、三股が早かった、そういうのがまた口コミで広がるというふうなこ

ともあるんじゃないかなと思います。 

 今後、やはり限られた財源の中で何をするかということでございますので、先ほどインフルエ

ンザのお話もございました。いろんな提案がございますので、十分検討しながら、取り組んで検

討してまいります。 

○議長（重久 邦仁君）  福田議員。 

○議員（５番 福田 新一君）  前議員の回答の中にもありましたけども、この表にはないですけ

ど、隣町に比べてロタウイルスとおたふくかぜ、この予防接種というのもうちは先にやっている

ということをお聞きしました。やはり、限られた中ででしょうが、トップを走っておりますので、

そういった意味では町民と常に吟味しながら、輝いたところはさらに生かしていってほしいと思

います。 

 このように、せっかく子育て支援のよさで本町に集った子供たちが成長するにつれて、出て行

くのではなく、本町に残るために、子供たちが三股の魅力を知り、三股に希望と夢を持つチャン

ス、機会をつくるべきだと思います。 

 少し話がずれますが、投票率の悪さの原因を追究した６月議会において、総務課長が答弁の中

で、それは教育が問題です。教育が大事なんです。と言われたときに、私ははっとしました。な

るほど、選挙権は１８歳からですが、大事なのは小中学校からの教育だということです。広報み

またの７月号に三股西小学校、長田小学校の田植え体験が掲載されておりました。きっと稲刈り

の収穫まで体験して、職の喜びまで学び、一貫した食育学習だと思います。基幹産業が農業であ

る本町としては貴重な体験学習です。そこで、さらに突き進めて、１件の農村家庭に３、４人の
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児童で宿泊する農泊体験もいいと思います。そこの農家の方々とのふれあいを通じて、三股の農

業を知るチャンスかもしれません。子供たちにとって、予想以上の収穫と変化があるかもしれま

せん。町長、教育長、農業を学ぶという観点からさらに突き進めていくという意味で、頭の隅に

農泊体験というのも入れておいてください。子育て支援のよさで本町に集った子供たちが成長す

るにつれて出て行くのではなく、本町に残るために三股に魅力を持つチャンスをつくるべきだと

思います。地元の企業も機会あるたびに見学したり、体験学習することにより、無限に満ちたも

のづくりの楽しみ、喜び、夢をここ三股で抱き続けるきっかけを見つける可能性があります。子

供の心に芽生える可能性があります。だんだん東京一極集中ではなくて、地域で豊かさを見つけ

る動きが出てきております。地元にも優れた技術を持つ企業が多くあります。百聞は一見に如か

ず、企業に出向いて直接企業で働く本人から、企業の目指す目的や社会への貢献内容を聞くこと

により、三股で豊かな人生を見つける可能性があります。資料１ページの下のほうをごらんくだ

さい。地元企業魅力知って山之口の児童見学ツアーというのが、８月２８日の宮日新聞の記事で

ありました。都城市山之口町の山之口地区まちづくり協議会は２１日地元企業を子供たちが巡る

見学ツアーを開いた。３小学校の５、６年生２２人が業務内容などを学び、郷土への愛着や職業

観を養った、とあります。地元企業の魅力を知って、本町もこの都城の協議会と連携して、郷土

の豊かさを育むという提案はどうですか。特に、企業見学です。どうでしょう。 

○議長（重久 邦仁君）  西山企画商工課長。 

○企画商工課長（西山 雄治君）  若者の流出というところが大きな課題となっておりますが、子

供たちのときから郷土愛を持ってもらって、地域にある企業を知ってもらうということは大変重

要なことではないかと考えております。農業体験や地元企業見学体験などを行って、地域のこと

を知っていただくというのは有効な手段であるかと思います。 

 中学生におきましては、地元の企業や役場などで職場体験を学校行事の一環として行っており

ますが、先ほど福田議員のほうからご紹介いただいた小学生ですね、小学生の時分からこういっ

た地元の企業を紹介していったり、体験していったりっていうのも大変重要なことじゃないかな

と考えておりますので、そういったところはまた学校のほうとも調整が必要にはなってきますけ

れども、検討してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  福田議員。 

○議員（５番 福田 新一君）  本当に子供たちの夢とかいうのは小学校のときにひょっとすると

そういう育み続けるのかなという気もします。やっぱり自分たちの過去をたどったときにも、あ

る強烈な先生からは、もし三股町のためにこういうことを一生懸命学んで、三股町を豊かにする

んだぞとか言われたら、ずっと頭の残っていろんなのが吸収されるとか、そういうこともあると
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思いますので、ぜひ本当に無限に満ちたものづくりの楽しみ、喜び、夢、三股で見つけられるよ

うなチャンスを皆さんと一緒につくっていきたいなと強く思っております。それにこういった計

画も予算の中にぜひ加味してほしいと思います。子供たちにふるさとの豊かさを紹介し、郷土に

て生活することに芽生えるチャンスを与えましょう。大学進学とか、一旦故郷を離れた人も本町

にて幸福に生活が送れるように、環境を整えるときではないでしょうか。 

 先日、中学校の体育大会にて、万歳三唱の唱和の機会を得ました。私はこんな言いました。

「一旦、三股を離れることがあっても、なるだけ早いうちにふるさと三股に帰って来てくださ

い。」と呼びかけました。生徒から大きな声で、はいと返事が返ってきました。私は思わず、

「ありがとう。」とまた返してしまいました。 

 そこで、引き続きですけども、若者の雇用創出の具体策についてお聞きしていきますが、まず、

ＩＴ情報技術関連企業誘致の状況はどうなんでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  西山企画商工課長。 

○企画商工課長（西山 雄治君）  ＩＴ企業の誘致の状況について、ご説明いたします。現在、ホ

リデー株式会社というＩＴ企業の誘致活動に取り組んでいるところでございます。ホリデー株式

会社はインターネット上で観光地情報や観光プランを公開している会社でございます。既に町内

からも含む地元雇用を４人しておりまして、現在事務所にするための賃貸物件を町内に町のほう

も一緒になって探しているところでございます。また、宮崎県の東京事務所とも連携をとって、

新たなＩＴ企業の誘致についても進めているところでございます。 

○議長（重久 邦仁君）  福田議員。 

○議員（５番 福田 新一君）  いいですね。本当にそういうことは理想だと思います。地域に根

付いたサービス産業という言葉がマッチするかどうかはわかりませんが、今課長からおっしゃっ

たように、本町出身ならなおいいでしょうけども、そういった都会の人たちとの関係がつながっ

ていくと、いよいよどんどんこの町で地域おこしなんかが発展していくんじゃないかと、そうい

うのは可能性がどんどん出てくると思います。 

 少し違う話ですが、地域に根付いたサービス産業という言葉がマッチするかどうかわかりませ

んが、本町の現状を見るとき、このような仕事をするチームがあったらいいなという面から、本

町に必要な仕事は何か考えてみました。資料の５ページに入れましたけども、町のあちこちにふ

える空き家問題、実は、これは私の家の近くで自分でいろいろ管理している家なんですが、娘さ

んが１人滋賀県のほうにいらっしゃって、草が伸びたころシルバーのほうに依頼して、草刈りを

依頼したり、もちろん支払いは向こうでやってもらうんですが、そういった感じで管理している

全くの空き家になっております。そして、下のほうは、今度は耕作者がいないために放置された

まんまの田んぼや畑があります。私事で恐縮なんですが、先日こんなことがありました。お盆前、
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大雨のときに隠居のほうで雨漏りがありました。１回漏ると、少しの前でも漏り出し、畳１枚び

しょびしょの状態でした。そこで、新聞のチラシにあったある業者に電話してきてもらいました。

昭和４４年生まれ、５０歳の青年、都城工業建築科卒業、瓦製造会社勤務の後、退社して、郷土

で困った人の手助けをやろうと一念発起、事業独立。企業で身に着けた技術を生かして、スピー

ド感とノークレームをモットーにスタートしましたと言っていました。屋根裏に入り、雨漏りの

原因を突き止め、瓦１６枚取替工事を夫婦で半日で終えました。非常にさわやかな青年で、あな

たたちみたいな人が今から三股にも必要だよなということを言ってしまいました。また、畜産業

の作業内容においても、例えば、肉体労働といいますか、労働の大きい飼料やサイロ詰めという

のは若者のほうで分担するとか、そういった年齢で分担する作業も考えられるのかなと思います。

もちろん、そこにはそれ相応の賃金というのは伴います。 

 地域の特性に即して、地域の課題を解決する。もう１回言います。地域の特性に即して、地域

の課題を解決する。そういった取り組みがないのかなと思っていた矢先、たまたま福井県のある

地域の活動がテレビにて放映されていました。慌てて録画して、何回も見たんですが、地域活動

に参加する学生や若者のグループに町が空き家をシェアハウスとして２カ月間無料で貸し出し、

農家の手伝いや地域おこしを計画的に行っていくのです。この段取りを行政が行うのです。もう

１回読みます。地域活動に参加する学生や若者のグループに町が空き家をシェアハウス、シェア

ハウスというのは要するに何人かで協働するという意味ですが、２カ月間無料で貸し出し、農家

の手伝いや地域おこしを計画的に行っていく。ここにさっき課長もおっしゃった東京都のＩＴ関

係での連絡をとったり、いろんな計画を本人たちでどんどんやっていく。そのステージを行政の

ほうでつくってやろうという、そういう企画でした。これについては、南九州大学も園芸学部も

ありますし、町が空き家をシェアハウスをして困っている仕事を応援に入るというのは三股にお

いても非常に参考になるんじゃないかと思いますけども、いかがでしょう。 

○議長（重久 邦仁君）  西山企画商工課長。 

○企画商工課長（西山 雄治君）  空き家の問題というのも昨年家屋、土地統計調査を行ったとこ

ろ、県内の空家率というのが１５％と出ております。本町もそれを照らし合わせると、相当な数

の空き家があるんではないかと考えております。今後、総合戦略を推進する上で、このような問

題を解決していくことは、大変重要なことであると考えますので、その仕組みとか支援のあり方

という点につきましては、今、議員のほうからご紹介いただいた件なども参考にしながら、検討

してまいりたいと思います。 

○議長（重久 邦仁君）  福田議員。 

○議員（５番 福田 新一君）  最初に当初言いましたように、県そのもの、国そのものが今、東

京一極集中じゃなくて、地域のほうで豊かになるんだよ、そういうのを希望しています。指示待



- 101 - 

ちじゃなくて、町から率先して発信していくときじゃないかと思います。町長、よろしくお願い

します。 

 話、次にいきます。ことし７月に地域おこし協力隊員に就任された江森氏の活動内容について、

お聞きします。 

○議長（重久 邦仁君）  西山企画商工課長。 

○企画商工課長（西山 雄治君）  ７月に就任した江森氏の活動内容についてお答えいたします。 

 地域おこし協力隊の制度は人口減少や少子高齢化の進行が著しい地方において、地方自治体が

地域外の人材を誘致し、定住定着と地域力の維持強化を図ることを目的に総務省が平成２１年度

より制度化しております。この制度に期待できる効果としましては、外部からの視点による地域

活性化や任期満了後の定住などが挙げられます。ことし７月１日に地域おこし協力隊として本町

に着任いたしました江森聡氏ですが、埼玉県蕨市出身でございまして、ドイツで日本食材を扱う

会社に１５年間勤務した経歴を持っております。 

 主な任務としましては、本町の農畜産物を初めとした特産品のピーアールや販路拡大、また自

身の経歴を生かした海外への売り込みなども考えております。今、現在具体的な活動としまして

は、よかもんやでの研修であったり、地域おこし協力隊としての研修のほか、まずは三股町を知

ってもらおうということで、町内の事業所等にお邪魔しての顔つなぎも徐々に進めておりまして、

その中では海外への売り込みについて積極的に取り組みたいという事業所の方もいらっしゃると

ころでございます。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  福田議員。 

○議員（５番 福田 新一君）  現任者の地域おこし隊員の笠島さんっていらっしゃいましたけど

も、彼とのタイアップしての相乗効果というのは望めないんでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  西山企画商工課長。 

○企画商工課長（西山 雄治君）  現任者の笠島氏とのタイアップについて、お答えいたします。 

 地域おこし協力隊として３年目となる笠島夫妻でございますが、夫の一郎氏が長田地区の活性

化、妻の幸代氏が観光ピーアールを主な任務として活動していただいております。そこで、笠島

夫妻と今回着任した江森氏とのタイアップについてでございますけれども、既に江森氏が長田地

区で行われるイベントにかかわっていたり、観光ピーアール事業に同行していたりしております。

身近に同じ地域おこし協力隊がいて、お互いに連携が取れるということは何よりも心強いことで

しょうし、活動する上でのヒントなどを多く得られるものと考えます。また、相乗効果といった

点でも、期待がもてるものと考えております。地域おこし協力隊の制度は本町が進める総合戦略

や地域の活性化に有効な手段であると思いますので、国からの財政措置もございますし、今後も
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有効に活用していきたいと考えております。 

○議長（重久 邦仁君）  福田議員。 

○議員（５番 福田 新一君）  単独で終わるんじゃなくて、そういった引き継ぎながら相乗効果

出すということは、効果があるんじゃないかと思います。 

 それと、先ほど課長のおっしゃったＩＴ企業誘致の件で、ホリデー株式会社でしたっけ、観光

の何かとおっしゃったんですが、実質笠島さんも任期が終わった後は何かそういった観光を一生

懸命手がけていきたいというようなことをおっしゃっていたんで、非常にそういう意味じゃあ全

部つながってきて、１足す２足す３じゃあなくて、それぞれが能力を発揮しながら、三股町の活

性化にもろに生きてくるような活動になっていくような気がします。ぜひそういうのは、案内と

いいますか、そういう舞台をつくっていってあげたいなと我々も思いますので、また関心を持つ

ところです。ぜひ、そういう相乗効果を出してほしいと思います。 

 続きまして、前議員が質問しておりました、楠原君ですが、全国学力テストの結果と対策につ

いてというところの質問ですが、１番の調査の結果についてというところはもうだいぶ答え得ま

したので、省いていきたいと思います。資料の６を見てください。この通告に書いています過去

３年間の推移と今後の対応策についてで出したんですけど、過去３年間といいますと、受験した

メンバーというのは違うんですね。そこで、過去３年間を並べたってあまり意味ないということ

で、その資料６に置いたのは平成２８年度小学校６年生、そして３年経って、平成３１年度中学

３年生、ここを比較してみました。というのは、ここ平成２８年度小学６年生というのは、

３１年度は中学３年生ですから、ほぼ同じメンバーの結果ということになりますので、そこに目

をつけてみました。この結果を見ますと、前議員も言っていましたけれども、例えば、上の平成

２８年度の小学６年生のグラフの下の表を見ますと、２教科の平均正答率は前回の調査より相当

高く、全国平均よりほぼ同程度との結果です。２番目にしましても国語Ａについて、全国平均よ

りやや高く、漢字の読み書きなども伝統的な言語文化と国語の特質に関する事項についても全国

平均より高い結果。そして、４行目ですが、算数Ａについてですが、前回調査よりもやや高く、

全国平均とほぼ同程度ですときています。常にここに出てくる言葉が、小学校６年生のところで

は、高い、高い、高いという字が非常に目立つんです。そして、その箱の中の最終には、活用力

を育むために、授業改善を図ってきたことの成果が表れていますという評価を受けています。こ

れに比較しまして、ほぼ同じメンバーでの中学３年生になったときの結果ですよ。その下の枠を

見ますと、３教科の平均正答率は全国平均よりやや低いです。国語の正答率については、全国平

均より低い傾向です。全国平均より相当低い結果となっています。数学の正答率については、全

国平均よりやや低いです。もう低い、低い、低い、低い。蛍光ペンで高いを青、低いを赤でしま

すと、上は青が多いんですけど、下はほとんど赤という、こういった同じようなメンバーなのに、
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この差が出ているっていうところの理由は何だろうかと思います。 

 ある方からは、この中学３年生の結果が思わしくないのは、小学校から中学校に上がるときに、

優秀な児童は泉中とか五ヶ瀬中とか、またはラサールとか、それから宮崎市内の私立中にいくの

で、平均点が下がってしまうと聞きました。また、来年度は教科書がかわるので、その選書に先

生が忙しかったから落ちたんだとそういうことも聞きましたけども。前議員が先ほど教育長への

質問で、この下がった要因は何ですかとか対処方法は何だったですか、そもそも三股は能力が低

いということですかというような質問に対して、教育長は、前回よりもやや上向きにあります、

それと、学力向上の対策をしていますとか、非常に抽象的な回答をされていましたので、もっと

具体的にこれについての回答をお願いしたいと思います。それと、先ほど私申しました、中学校

はほかの学校に行くから低いとか、そういうものは本当にあるのか。それとか、選書をしたから

先生が忙しいとそういうのが理由になるのか、それについても含めてご回答をお願いします。 

○議長（重久 邦仁君）  教育長。 

○教育長（石崎 敬三君）  まず、過去３年間の推移と対策ということでお答えをさせていただき

ます。 

 まず、昨年度までは全国学力学習状況調査、国語、算数、中学校では数学ですが、Ａの主とし

て知識をみる問題とＢの主として活用をみる問題とに分かれておりますので、それぞれＡ、Ｂ正

答率の平均値等を比較してお答えしたいと思います。 

 平成２８年度の小学校の学力調査の結果につきましては、国語は全国及び県平均と同程度の結

果、また、算数は全国平均とほぼ同程度、県の平均と同程度の結果でございました。議員がおっ

しゃいましたとおり、平成２８年度の小学校６年生が今年度の中学３年生ということになります

が、国語は全国平均より低く、県平均よりやや低い結果でございました。数学は全国平均及び県

平均よりやや低い結果でありました。正答率の推移でいいますと、小学校６年から中学校３年で

国語、算数、数学ともに低下しているという状況でございます。 

 低下する原因でございますけれども、先ほど町外の学校に進学ということを議員のご質問にあ

りましたけれども、町外の中学校への進学というのはひと桁の割合低い数字でございますので、

まずは、昨年度の９月議会で福田議員からご質問がございましたけれども、学力向上にはその教

職員の授業における指導力向上も課題の１つでございますが、特に中学校１年生においては部活

動と家庭学習との両立ができていないことも要因ではないかと考えております。 

 対策でございますけれども、まず本町では、見通しを持たせる目当てを提示し、学び合いで考

えに深まりを持たせ、確かめることで学習内容の定着を目指すという三股モデルという授業モデ

ルをつくっております。まず、その一層の定着と県が作成しております個々の教師の授業に対す

る４つのチェックポイントと学校の組織的対応に対する４つのチェックポイント、これによる授
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業改善の確かめ。さらに、教師用タブレットパソコンや導入を予定している学習用タブレットパ

ソコンなどのＩＣＴ機器の効果的な活用など、全職員が同じベクトルで学力向上対策が進められ

るよう、指導するとともに部活動の活動時間の改善、保護者、地域との連携を図りながらの家庭

学習の充実にも努めてまいってきております。その結果、今年度県が実施いたしました宮崎学力

調査、これは中学２年生が対象でございますけれども、その結果では、学力の低下はみられず、

取り組みの成果が数値として表れてきているのではないかと考えております。 

 また、今年度の新たな対応策といたしまして、昨年度から三股小学校で放課後学習会というの

を開催しておりますが、今年度は１０月より三股中学校でも１年生を対象に放課後学習会を実施

いたします。地域の学習支援サポーターの支援を受けながら、生徒の学習意欲の向上や家庭学習

習慣の定着の支援を行ってまいります。さらに、ことし、三股中学校は県が推進する学力向上の

重点支援校にも指定されております。年間３回、県と町の指導主事で編成する支援チームが学校

を訪問いたしまして、授業参観を行うとともに、個別のミーティングを繰り返し行うことにより、

授業改善に向けて具体的な指導支援を行ってまいります。 

 また、意識調査の関係でございますけれども、生活習慣に関する項目等において、肯定的な回

答の割合が小中学校とも全国より高い傾向にあることや自己肯定感、思いやりを持つことの大切

さを感じている割合も高いという結果からも、これまでの文教三股の伝統教育をとおして、心身

の健全な成長が図られているということがいえると思いますけれども、児童生徒憲章制定後、

９年が経過いたします。そのため、文教三股の伝統教育につきましても、これまでの経緯や成果

を踏まえつつ、改めて共通理解を図り、今後の各学校間の連携や小中連携に向けて、具体的な指

導支援を行ってまいりたいと考えております。こういった取り組みの結果、楠原議員の質問で大

きな目標として、学力テストで県の平均ということをお答えしましたけれども、こういった地道

な取り組みをとおして、その成果が数字に表れてくればなと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（重久 邦仁君）  福田議員。 

○議員（５番 福田 新一君）  詳しい説明ありがとうございました。課題をいつになったら解決

できるかというのが課題だとかいうわけのわからないような内容はちょっと問題ありましたけど

も、今、教育長おっしゃったような、あくまでも学力テストのこれは一面ではあるかもわかりま

せんが、かと言ってこれを放っておくのかというと、それではいけないと思う。今こそ、本当に

それが解決できましたというところまでしつこく今みたいな地道なやり方で結果を出すときじゃ

ないかなと思いますので。 

 実は、私その次に資料として７ページに小学生の基礎学力を磨きますというこの記事を入れて

いたんですが。今、この紹介する前に教育長のほうから今度の中学校でも児童あわせてそういう
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ことを始めたとおっしゃったんで、もう何か先取りされたような気がしたんですが、参考までに

資料７の下のほうをちょっと読んでみます。小学校の基礎学力を磨きますという常総のほっとサ

タデー教室という例ですけど、下のほうです。元教員である５人の学習指導員は児童の学習を見

守りながら、必要に応じて声をかけたり相談に乗ったりします。受講する児童だけではなく、保

護者の教育相談に応じることも大切な取り組みとなっていますということがありますが、今教育

長のおっしゃられたそれをぜひ実行して結果を結びつけてほしいと思います。 

 去年でしたか、地区の夏休みに入ったとき、地区の中学生の父兄を前に、中学校の女性の熱心

な先生が父兄の方にアドバイスされていたのが、私は非常に強烈だったんですけれども、まず、

勉強の習慣を変えないでください。それだけなんですね。決まった時間に決まったところの机に

着かさせてください。それだけを徹底してください。それが習慣なんです。その習慣を徹底させ

てくださいねって熱心にぴしっと言われまして、それに反論する父兄も誰もいませんでしたけど、

やはりそういった具体的にこういうことをしなさいという指導のほうが父兄のほうにも伝わりや

すいのかなという気もします。どうしても言葉では、向上のためにとかいうそういった抽象的な

言葉になるんですが、そういった具体的な決まった時間に、決まったところで机に着きなさいっ

て、そういうのが習慣づけていくのかな。そして、集中力が出てくるのかなというのを感じまし

た。保育園の子供が騒がしいときに、ちゃんとしなさい、静かにしなさいって言ったってなかな

か収まらないけども、口を閉じなさい、椅子に座りなさいって言うとちゃんと効果が出る。そう

いったふうに、これは幼児ですけれども、具体的にどうしなさい、どうしなさいっていう具体的

な策を言うと、行動が伴う。ちゃんとしなさい、お利口にしなさいって言ったってよくわからな

い。そういったところも参考になるかなと思いました。 

 ぜひ、教育長、新しく三股に来られて、最初の歌よんだとおり、長月、９月ですので、９月の

実りある月に、文教三股の底力をぜひ呼びたいと思いますので、効果出してほしいと思います。 

 もう一つ、去年ですけど、私ども文教厚生委員会は福井県の永平寺に視察に行きました。行っ

たのは、一生懸命掃除していってっていうのもありましたけども、福井県というのはいつも学力

テストで上位３位に入っているもんですから、何か学ぶところがあるのではないかなということ

で行ったんです。でも、そこで教わったのは、私どももう徹底して掃除に集中する、それだけし

か皆さんの見本になることはありませんよとおっしゃったんですが、後からわかったことに、実

は福井県というのは小学校の先生、中学校の先生、もう交互に入れ替わりするのが普通だと。だ

から、小学校の先生が中学校の子供たちに教えるときに、ああ小学校ではこういう指導をしない

といけないんだなということを肌で感じている。逆に、中学校の先生が小学校に行くと、中学校

はこういう授業があるからこういうことをやって教えないといかんなということが徹底づけられ

る。そういう効果もあるんじゃないですかということを知りましたけども、なるほどなと思いま
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した。 

 せっかくですから、石崎教育長は県にいらっしゃいましたんで、県の教育長の日隈教育長とも

きっと人脈も深いと思いますので、宮崎県もそういうことも代表的に取り入れていくことも大事

なことじゃないかと思いますけども、これにはどうですか。提言されますか。 

○議長（重久 邦仁君）  教育長。 

○教育長（石崎 敬三君）  確かに福井県は今回の学力調査でも全国上位の結果を出している件で

ございます。その中で、議員がご紹介されましたとおり、小中学校の人事交流というのが、かな

り以前から進められているようでございます。また、地区においては、小中学校だけでなく、高

校の教師もいろいろな研究会等に参加して、異なった講師間での連携というのが進んでいると聞

いております。 

 三股町におきましても、幼保小中連携ということで、それぞれの連携、文教三股の伝統教育と

いうものも軸にしながら進めているところでございますが、そういった観点も大事だというふう

に考えております。 

○議長（重久 邦仁君）  福田議員。 

○議員（５番 福田 新一君）  次の質問にいきます。くいまーるの見直しということですけども、

先日８月５日、三股駅朝７時スタートのくいまーるに乗ってみました。都三線を都城のほうへ向

かい、ひろせ衣料店経由で今市、新馬場、そして勝岡、はまゆう前、前目、議長の家の前を通っ

て、２６９号線に出ます。勝岡小学校前を通り、田上へ。役場経由で三股駅終点。田上、蓼池生

活支援コースというコースでした。乗車賃１００円で、月曜日でしたが乗車したのは私１人です。

さまざまな問題に気付きました。 

 その前に、通告にしておりました、各バスの走行距離と使用年数が幾らかを教えてください。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  それでは、所有するバスの各々の走行距離と使用年数につきまして、

お答えいたします。 

 バスの所有台数は４台でございます。経過年数の古い順に、Ａ車からＤ車で申し上げますと、

令和元年７月末現在、Ａ車が使用年数１１.３年で、走行距離５９万３,０００キロ。Ｂ車が同じ

く１１.３年で、６０万１,０００キロ。Ｃ車が１０.３年で、３１万７,０００キロ。Ｄ車が

３.８年で、９万４,０００キロとなっております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  福田議員。 

○議員（５番 福田 新一君）  一般的にバスの使用距離というのが、大体５０万キロから

１００万キロ。寿命といいますのが大体１０年から２０年と聞きます。ですから、今、課長のお
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っしゃったほとんどが、Ｃは３１万とかですけれども、何台かもう５０万キロ突破しているとい

うことになります。また、使用年数も１０年以降が何台かあったということです。 

 先ほど言いました、バスの乗って気付いた点ですけども、１つのコースだけですから、ほかの

コースもあるとまだいろいろ気づいた点もあるかもしれませんが、私が気付いた点をちょっと申

しますと、例えば、病院と買い物が主の目的だから、停車場所のフリー化、乗車場所のフリー化。

２、交差点困難な場所の拡張、要するにくいまーるが行って、先方に車が見えると、行き違えな

いもんですから、待ってて通してその後行くというようなところもありました。それとまた、雑

木の放置によって、運転困難な分もあります。要するに、バックミラーにこう当たって、がさが

さがさとやっていくようなコースもありました。２６０号線への入りというのは時間がかかりま

す。右が過ぎて行こうとすると、左が来て、左が過ぎて行こうとすると右が来るということで、

あそこの信号機のタイミングをちょっと変えると、もう少し早くタイミングよく出れるのかなと

いう気もしましたが。 

 そういったいろんな要望を組み入れた上で、先ほどの走行距離、そして寿命を聞いたところで、

融通の利く小型車の採用というのを提案したいんですけど。というのは、いろんなそういう内容

を見ていくと、あまりにも融通が利くには物が大きすぎるんじゃないか、そしてまた古くなって

きたんじゃないかなというのを感じたもんですから、そういうふうな要望をしました。 

 それと、くいまーる自身の費用というか、収支、これもちょっとあらかじめ通告していました

けど、お答え願いますか。 

○議長（重久 邦仁君）  白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  それでは、くいまーるの運営費用についてお答えしたいと思います。 

 令和元年８月末日現在、運用にかかわる職員につきましては、運転手が５名、事務員が３名の

計８名でございます。平成３０年度決算によりますと、支出額は総額約１,８２３万１,０００円

でございます。内訳としましては、人件費にかかわる経費や約１,２９４万５,０００円、全体の

７１％。燃料費が約２６２万２,０００円で、全体の１４％。修繕料が約２１６万円で、全体の

１２％。その他、車両保険、車検手数料、消耗品等でございますが、こちらが５０万４,０００円

で、全体の３％となっております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  福田議員。 

○議員（５番 福田 新一君）  また、後日ちょっと資料でいただけますかね。ちょっとメモしき

れませんでした。 

 くいまーるの背景というのをちょっと伺ったんですが、もともと宮崎交通が三股町を走ってい

た路線をもう宮崎交通が三股は手を引くと。乗客が少ないから走らないというピンチに置かれた
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ときに、三股町も走ってくれということで、お金を支払って宮交に走ってもらった。その代わり、

三股町だけじゃなくて、もちろん山之口、三股、都城、１つの都市だけではだめということで、

何かそういうのもお願いしたんだと。そして、そのときの、やっぱり年々、三股町が宮崎交通に

支払ったのは、やはり２,０００万ぐらいですか、それぐらいの金額を払ったのことで、それで

くいまーるを賄おうじゃないかと始まったのがくいまーるのスタートと聞いております。今、そ

ういうふうな内容からいくと、決してくいまーるというのは儲かるためにやっているんじゃない

というのはよくわかっています。やはり町のそういった幹線で走ってるのに、商売で儲かろうと

いうことじゃないということはよくわかっていますので、そういうのも聞いて、やはり利便性、

そして効率アップ、そういうのを考慮した上で、町政のマイナスにならないような改善が必要だ

とは思いますので、ぜひまた頭に入れておいてほしいと思うんですが、それと同時に、この次に

話題にしています五本松団地跡地活用のこれについても、ここでくいまーるが大きく生きてくる

んじゃないかと思います。今後は、今検討しています五本松団地跡地のそこの利用においては、

あそこをハブとして、そこから動脈、静脈としてくいまーるが回って、町があそこでいろんなこ

とを担ってくるっていうそういうような構想もできますので、またくいまーるについてはそこで

一躍活躍するんじゃないかなと思っていますので、そういった小型化というのもぜひ考慮してほ

しいなと思います。 

 続きまして、五本松団地跡地のついての、あと１０分ですね、活用進捗状況について伺います。 

 まず、最初の質問。第１回町民ワークショップが８月３日に行われました。参加者の募集状況、

応募状況を含めて、町民ワークショップの経過と内容についてお聞きします。 

○議長（重久 邦仁君）  西山企画商工課長。 

○企画商工課長（西山 雄治君）  町民ワークショップの経過と内容についてお答えします。 

 第１回目の町民ワークショップを８月３日土曜日に開催いたしまして、２２名の参加をいただ

きまいた。事前登録は３０名ほどあったんですけれども、実際参加いただいたのは２２名という

ことになっております。第１回目は、三股町の課題や魅力について広く意見を出し合ったり、中

央公民館や健康管理センター、議会の議場、こちらですね、など公共施設の現地視察も行いまし

た。初めから跡地の活用について議論するのではなく、まずは町の現状や目指すべき将来像のイ

メージを共有するところから始めたところです。 

 町民ワークショップの実施に当たりましては、町民とともに考えることに重点を置くこととし

ておりまして、参加者から活発に意見が出されるような雰囲気づくりと参加者同士の交流が生ま

れるきっかけづくりを心がけております。本町ではワークショップじたいなじみが薄いことから、

参加者募集とあわせて、参加希望者向けに事前説明会の場を設けて、ワークショップで話す内容

や進め方に対する理解度を高めることで第１回目からスムーズにスタートできるよう工夫いたし
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ました。また、第１回目では参加者の皆さんと一緒に昼食をとったり、夜には懇親会を開催する

などして、参加者同士の交流が深まるような雰囲気づくりも心がけたところです。参加者からは

活発に意見が出し合えたとか出会い、つながりが生まれたなどの感想をいただいて、よい形で第

１回目を終えることができたと思います。 

 今年度は基本構想の中身と同様、その策定プロセスが極めて重要であると捉えておりますので、

第１回目の雰囲気を大事にしながら、全５回の計画をしておりますので、それらを通じて参加し

てよかったと思っていただけるワークショップにしていけるよう心がけたいと考えているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（重久 邦仁君）  福田議員。 

○議員（５番 福田 新一君）  ６月議会のとき、このワークショップという内容について、いろ

いろ質問したときに、課長の口から、１回、２回、３回とずっと重ねることによってワークショ

ップのレベルを上げていくんですというようなことを伺いました。そういった意味からすると、

１回目が町の状況を知ろう、２回目ももう行われたんですね。これで、町の戦略を考えようとい

うことで、あと５回までいくんですけども、その辺のレベルを上げていくストーリーというのを

ちょっと伺えますか。 

○議長（重久 邦仁君）  西山企画商工課長。 

○企画商工課長（西山 雄治君）  第１回目が町の状況、現状を知ろうということで、その中で自

分たちが気付いたこととか課題とかこうなったらいいんじゃないかなっていうところまでいって

おります。第２回目が町の戦略を考えようということで、やはりこういったところが魅力がある

ので伸ばしていきたいよねとか、そういったところを参加者同士で話をしながら、揉みながら、

そういった解決策も含めて話をしたところです。第３回目からいよいよこの拠点づくり、五本松

跡地をどうしたいかというところについて、話しを進めてまいります。大体３回目が拠点づくり

のイメージを描いてもらおうと考えております。第４回目が拠点づくりのプラン、どういった計

画をしようかというところを深めていって、第５回目に、拠点づくりに向けたイメージの絵を描

いていきたいというふうに考えているところでございます。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  福田議員。 

○議員（５番 福田 新一君）  今のワークショップというのは、毎回毎回メンバーは異なるんで

すか。 

○議長（重久 邦仁君）  西山企画商工課長。 

○企画商工課長（西山 雄治君）  メンバーは一緒でございますけれども、第２回目のワークショ
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ップにおいて、飛び入りの住民の方、また南九州大学の学生が３人飛び入りという形で入ってき

ておりますので、若干入れ替わるところはございますけれども、全体のメンバーとしては一緒で

ございます。ただ、グループを６人から７人で分けて、４グループ、５グループつくって、グ

ループワークを行っていきますので、そのメンバーのシャッフルといいますか、入れ替えは毎回

していきたいなと考えております。 

○議長（重久 邦仁君）  福田議員。 

○議員（５番 福田 新一君）  はい。わかりました。これについては、非常に関心ありますので、

随時またいろいろ報告伺いたいと思います。 

 資料の８ページ、最後のページですけれども、付けたんですが、実は、今話ありました新しい

拠点づくりに対してなんですけども、実はその写真にあります上のほうというのは全天候型トラ

ックのタータン３コースを整備されております。恐らくここは１億何千万の費用を費やしての建

設じゃなかったかと思うんですが、それぐらいだったですよね。その状態で、最初は８コースぐ

らいだったのが、今は３コースですか、タータンができているんですけども、９月２日の撮影で

すけども、周りのほうは草だらけになっていて、以前よりも使用しにくい状況にあります。何が

言いたいかといいますと、いろんなこのときも確か南海トラフの荷物を運んだりするときにター

タンのそういうところがあったほうがいいという、いろんなそういうのをひっくるめての補助金

含めての建設だったと思いますけども、今になっては今度維持管理のほうはどうなるのかという

のが気になります。こういった状況ですので、本当に陸上競技としては使える状態ではありませ

ん。ついでに、下のほうに挙げたのは、文化会館の維持管理がどうなっているのかというのもお

聞きしたいと思います。平成１３年１１月オープン、電動式移動観覧席、そして町立図書館と併

設。４１３席、車椅子用スペース６席とあるんですが、ここについては年間幾らくらいの維持管

理がかかっているのでしょうか。 

○議長（重久 邦仁君）  鍋倉教育課長。 

○教育課長（鍋倉 祐三君）  総合文化施設の維持管理費についてお答えいたします。 

 まず、施設の保守や清掃、警備などの委託料、こちら約１,８６９万円。あと、電気料、水道

料などの光熱水費が約１,４６２万円。経常的な修繕費、こちらが約２８３万円で、昨年度の例

ですが、決算ベースで約３,６１４万円の維持管理費が必要となっております。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  福永都市整備課長。 

○都市整備課長（福永 朋宏君）  最初のほうでありました旭ヶ丘運動公園のこの状況についてご

報告を申し上げます。 

 この運動公園については、整備にかかりまして３年目に入っております。１年目は排水関係を
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行いまして、昨年度は８コースのうち内側３コースのタータン整備を行っております。今年度は

さらに東側８コースを全部タータンにするという工事を行っております。この工期が、今年度が

６月４日から９月６日までという工期で行っておりまして、その間対外的に本来ならば一時使用

中止という期間でありました。ちょうど工期の途中ということで、使用中止あったためにちょっ

と手を入れていない状況があります。９月６日の工期で工事を終わっておりますので、また一時

開放をする時期がまもなくまいります。それに合わせて伸びている草については、伸びるごとに

切っていくという対応は維持としてやっていきたいというふうに思っております。 

 そして、あと来年度ですけども、要は外回り３００メートルの５コースが写真のように草が生

えている状態ですが、来年度は全天候型ではなくて、ちょっと土のクレーコートというのを、さ

らに外回り５コースに入れる予定にしております。 

 以上、報告になります。 

○議長（重久 邦仁君）  福田議員。 

○議員（５番 福田 新一君）  はい。わかりました。それを知りませんでした。まだ工事途中な

んですね。計画的にやる上での工事途中だったんですね。行って、３コースきれいにできている

けど、前よりも使いにくくなったわと思っていましたけど、失礼しました。 

 そして、文化会館の維持管理ですね。これもやっぱり年々これが変わっているということで、

やっぱり今どうしても拠点づくりとなると、何かをつくろうという方向に向いているような気が

するんですけども、やっぱり念頭に置いておかないといけないのは、できた後の維持管理という

のは町でやっていくんだよということをしっかり念頭に置く必要があると思います。そのために、

これちょっと参考につけて一般質問の中に入れた次第でした。 

 そこで、ワークショップについてですけども、町長に失礼な質問かもわかりませんけど、今、

ワークショップという形でみんなから意見を聞きます。そして、何をつくってほしいというほう

にだんだん絞っていくわけですけども、そういった絞り込みで、みんなの意見でこうできました

よっていう前に、町長、首長としてこういうふうに持っていきたいという頭の中はありますか、

ないんですか。 

○議長（重久 邦仁君）  町長。 

○町長（木佐貫 辰生君）  私としては、私としての考えはございます。しかし、それは表に出す

と、今、一生懸命皆さんが健闘されていますので、それに影響を与えることになりますので、も

うそれは内に閉じ込めて、その結果を踏まえながら、またその上の段階の委員会と、そしてまた

外部の有識者を含めたところの審議会等もございます。そういう中で、やはり将来に負担を残さ

ないという意味、大きな視点から何がいいのかというのを大局的に判断しなくちゃならんという

ふうに思いますので、私見というのはちょっと今のところは出すべきじゃないというふうに考え
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ます。 

○議長（重久 邦仁君）  福田議員。 

○議員（５番 福田 新一君）  はい。わかりました。安心しました。やはり町長としては、そう

いう秘めたものがないとと思います。安心しました。 

 もうちょっと時間があるんですけど、私、それこそ議会の研修会に行ってきました。その中で

学んだことをちょっとお話したいと思うんですが、私はいつもここに立って、企業ではですね、

企業とはですねっていうことを常に皆さんに申して、こうあるべきですっていうことを言ってい

ましたけども、今回の議員研修の中で１番最初に言われたことは、企業の人と自治体との考えは

まずしっかり頭を整理しないとだめですよと。企業の存在の価値というのはあくまでも利益追求

です。ところが、自治体というのは、やはり皆さんからの税金をいただいて、そしてこういうこ

とをやります、こういうことをやりますというのを検討した上でやりますと決めたのが予算であ

って、それを今度は決算でもってそれに対してこういうふうな結果が出ました、やりましたって

いうのが予算と決算の見方。企業というのは、結果的にはものすごく売り上げが上がった、よう

頑張ったな、よし、やったやったと。要するに、利益追求でいくと、結果がよくなればよくなっ

たほど、成果が上がったとみるんですけども、自治体というのはそうじゃないんだというところ

からスタートしたんですが。でも、その中にずっと講義受けながら、最終的に思ったのは、やは

り限られた時間でいかに効率上げるかとか、そういった意味ではやっぱり同じではないかなと思

いました。 

 そういった意味でまた新たにそういった目でいろんな予算、決算というのを見つめていきたい

なと思います。 

 これで、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（重久 邦仁君）  以上をもちまして、一般質問は終了します。 

 それでは、しばらく本会議を休憩し、全員協議会といたします。 

午後２時42分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

〔全員協議会〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時42分再開 

○議長（重久 邦仁君）  休憩前に引き続き、本会議を再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（重久 邦仁君）  それでは、以上で本日の全日程を終了しましたので、これをもって本日

の会議を散会します。 
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午後２時43分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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令和元年 第４回（定例） 三 股 町 議 会 会 議 録 （第４日） 

                             令和元年９月11日（水曜日） 

 

議事日程（第４号） 

                         令和元年９月11日 午前10時00分開議 

 日程第１ 総括質疑 

 日程第２ 常任委員会付託 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 総括質疑 

 日程第２ 常任委員会付託 

────────────────────────────── 

出席議員（12名） 

１番 田中 光子君        ２番 堀内 和義君 

３番 新坂 哲雄君        ４番 楠原 更三君 

５番 福田 新一君        ６番 池邉 美紀君 

７番 堀内 義郎君        ８番 内村 立澤君 

９番 指宿 秋廣君        10番 上西 祐子君 

11番 重久 邦仁君        12番 山中 則夫君 

────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局長 兒玉 秀二君        書記 矢部 明美君 

                 書記 佐澤 やよい君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長  木佐貫 辰生君  副町長  西村 尚彦君 

教育長  石崎 敬三君   総務課長兼町民室長  白尾 知之君 
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企画商工課長  西山 雄治君   税務財政課長  黒木 孝幸君 

町民保健課長  横田 耕二君   福祉課長  齊藤 美和君 

高齢者支援課長  川野  浩君   農業振興課長  上原 雅彦君 

都市整備課長  福永 朋宏君   環境水道課長  西畑 博文君 

教育課長  鍋倉 祐三君   会計課長  米村 明彦君 

 

午前10時00分開議 

○議長（重久 邦仁君）  おはようございます。ただいまの出席議員は１２名であります。定足数

に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりであります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．総括質疑 

○議長（重久 邦仁君）  日程第１、総括質疑を行います。 

 総括質疑は、今定例会の初日に提案された議案等のうち、諮問２件を除く全ての案件に対して

の質疑であります。質疑の際は、議案番号を明示の上、質疑を行ってください。また、くれぐれ

も議題以外にわたったり自己の意見を述べるなど、一般質問のようにならないようにご注意願い

ます。 

 なお、質疑は会議規則により、１議題につき１人３回以内となっております。 

 また、自己の所属する委員会が所管する議案及び全体審議にかかわる議案に対しては、常任委

員会の場あるいは全体審議の場で行ってください。 

 議案の内容を整理した上で議案番号順に４つに分けて行います。 

 それでは、議案第５７号から第６５号までの決算の認定に対する質疑を行います。質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  質疑もないので、議案第５７号から第６５号までの総括質疑を終結しま

す。 

 次に、議案第６６号から第７１号までの条例の改正等に対する質疑を行います。質疑はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  質疑もないので、議案第６６号から第７１号までの総括質疑を終結しま

す。 

 次に、議案第７２号から第７９号までの補正予算に対する質疑を行います。質疑はありません
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か。６番、池邉議員。 

○議員（６番 池邉 美紀君）  ７５号三股町介護保険特別会計補正予算、３ページの総務費、介

護認定審査費の件でございます。これ介護認定審査会というのは、回数が決まって開催されてい

るのか、それとも予算で今回補正を組んだのは、開催がふえたのかという質問でございます。 

○議長（重久 邦仁君）  川野高齢者支援課長。 

○高齢者支援課長（川野  浩君）  お答えいたします。 

 今回の補正は、介護支援専門員の研修費について組んでおります。 

 以上です。 

○議長（重久 邦仁君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  質疑もないので、議案第７２号から第７９号までの総括質疑を終結しま

す。 

 次に、請願第１号及び報告４件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  質疑もないので、請願第１号及び報告４件の総括質疑を終結します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．常任委員会付託 

○議長（重久 邦仁君）  日程第２、常任委員会付託を行います。 

 お諮りします。各議案は、常任委員会付託表案のとおり、それぞれの常任委員会に付託するこ

とにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。よって、各議案は付託表案のとおり、それぞれの

常任委員会に付託することに決しました。 

 各常任委員会におかれましては、審査方よろしくお願いします。 

 なお、各常任委員会におかれましては、委員会の審査日程を協議の上、本日中に事務局に提出

くださるようお願いいたします。 

 しばらく本会議を休憩し、全員協議会といたします。 

午前10時06分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

〔全員協議会〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時06分再開 
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○議長（重久 邦仁君）  休憩を閉じ、本会議を再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（重久 邦仁君）  それでは、以上で本日の全日程を終了しましたので、これをもって本日

の会議を散会します。 

午前10時07分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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令和元年 第４回（定例） 三 股 町 議 会 会 議 録 （第５日） 

                             令和元年９月20日（金曜日） 

 

議事日程（第５号） 

                         令和元年９月20日 午前10時00分開議 

 日程第１ 追加議案第８０号及び意見書案第２号の取扱いについて 

 日程第２ 常任委員長報告 

 日程第３ 質疑（議案第５７号から第７９号の２３議案及び請願第１号） 

 日程第４ 討論・採決（議案第５７号から第７９号の２３議案及び請願第１号） 

 日程第５ 諮問第２号及び第３号の質疑・討論・採決 

 追加日程第１ 議案第８０号及び意見書案第２号一括上程 

 追加日程第２ 議案第８０号及び意見書案第２号質疑・討論・採決 

 日程第６ 議員派遣の件について 

────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 追加議案第８０号及び意見書案第２号の取扱いについて 

 日程第２ 常任委員長報告 

 日程第３ 質疑（議案第５７号から第７９号の２３議案及び請願第１号） 

 日程第４ 討論・採決（議案第５７号から第７９号の２３議案及び請願第１号） 

 日程第５ 諮問第２号及び第３号の質疑・討論・採決 

 追加日程第１ 議案第８０号及び意見書案第２号一括上程 

 追加日程第２ 議案第８０号及び意見書案第２号質疑・討論・採決 

 日程第６ 議員派遣の件について 

────────────────────────────── 

出席議員（12名） 

１番 田中 光子君        ２番 堀内 和義君 

３番 新坂 哲雄君        ４番 楠原 更三君 

５番 福田 新一君        ６番 池邉 美紀君 

７番 堀内 義郎君        ８番 内村 立澤君 

９番 指宿 秋廣君        10番 上西 祐子君 

11番 重久 邦仁君        12番 山中 則夫君 
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────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

────────────────────────────── 

職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

局長 兒玉 秀二君        書記 矢部 明美君 

                 書記 佐澤 やよい君 

────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長  木佐貫 辰生君  副町長  西村 尚彦君 

教育長  石崎 敬三君   総務課長兼町民室長  白尾 知之君 

企画商工課長  西山 雄治君   税務財政課長  黒木 孝幸君 

町民保健課長  横田 耕二君   福祉課長  齊藤 美和君 

高齢者支援課長  川野  浩君   農業振興課長  上原 雅彦君 

都市整備課長  福永 朋宏君   環境水道課長  西畑 博文君 

教育課長  鍋倉 祐三君   会計課長  米村 明彦君 

 

午前10時00分開議 

○議長（重久 邦仁君）  おはようございます。ただいまの出席議員は１２名であります。定足数

に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付してあるとおりであります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．追加議案第８０号及び意見書案第２号の取扱いについて 

○議長（重久 邦仁君）  日程第１、追加議案第８０号及び意見書案第２号の取扱いについてを議

題とします。 

 議会運営委員長より報告をお願いいたします。議会運営委員長。 

〔議会運営委員長 池邉 美紀君 登壇〕 

○議会運営委員長（池邉 美紀君）  それでは、議会運営委員会の協議結果についてご報告いたし

ます。 

 先日、９月１７日、議会運営委員会を開催し、追加提案されます議案第８０号及び意見書案第

２号について協議をいたしました。 
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 この提出議案の内容等を踏まえ、当委員会において慎重に審査をいたしました結果、議案第

８０号及び意見書案第２号につきましては、委員会付託を省略し、本日既に提案されている議案

全てを議了後、全体審議で措置することに決定しました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（重久 邦仁君）  お諮りします。本日追加提案されます議案第８０号及び意見書案第２号

については、議会運営委員長の報告のとおり、委員会付託を省略し、既に提案されている議案全

てを議了後、全体審議で措置することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。よって、本日追加提案されます議案第８０号及び

意見書案第２号については、委員会付託を省略し、既に提案されている議案全てを議了後、全体

審議で措置することに決定しました。 

 それでは、これより日程を追加した議案日程表を配付しますので、しばらくの間本会議を休憩

いたします。 

午前10時03分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時04分再開 

○議長（重久 邦仁君）  休憩前に引き続き本会議を再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．常任委員長報告 

○議長（重久 邦仁君）  日程第２、常任委員長報告をお願いいたします。 

 まず、総務産業常任委員長よりお願いいたします。総務産業常任委員長。 

〔総務産業常任委員長 内村 立澤君 登壇〕 

○総務産業常任委員長（内村 立澹君）  総務産業常任委員会の審査結果を、会議規則７６条の規

定に基づき報告申し上げます。 

 当委員会に付託された案件は、議案６２号、６３号、６４号、６５号、６６号、６７号、

６８号、６９号、７０号、７１号、７７号、７８号、７９号の計１３件でございます。以下、議

案ごとに説明させていただきます。 

 議案第６２号「平成３０年度三股町梶山地区農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」、本案は、平成３０年度三股町梶山地区農業集落排水事業特別会計の歳入決算額

４,７５６万７,５１６円、歳出決算額４,６６９万５,０６５円、翌年度繰越額８７万

２,４５０円とするものです。 

 慎重に審査した結果、全会一致で認定すべきものと決しました。 
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 議案第６３号「平成３０年度三股町宮村南部地区農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について」、本案は、平成３０年度三股町宮村南部地区農業集落排水事業特別会計の歳入決算

額３,７３３万２,９０５円、歳出決算額３,６９５万７,０４２円、翌年度繰越額３７万

５,８６３円とするものです。 

 慎重に審査した結果、全会一致で認定すべきものと決しました。 

 議案第６４号「平成３０年度三股町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、

本案は、平成３０年度三股町公共下水道事業特別会計の歳入決算額４億８,３６１万３,５５１円、

歳出決算額４億６,８１６万５,２１１円、翌年度繰越額１,５４４万８,３４０円とするものであ

ります。 

 審査の経過といたしまして意見が出ました。接続率を上げてほしい。今後、事業計画を考える

ときに、合併浄化槽との費用対効果を考えてほしいという意見がありました。慎重に審査いたし

ました結果、全会一致で認定すべきものと決しました。 

 議案第６５号「平成３０年度三股町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」、本

案は、地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき、剰余金の処分について議会の議決を求め、

さらに、同法３０条第４項の規定に基づき、決算について議会の認定を求められたものでありま

す。 

 初めに、剰余金の処分につきましては、残余２２万１,０２０円を翌年度に繰り越そうとする

ものであり、次に、決算の認定につきましては、当年度純利益は６,３７０万４,９９９円となっ

ております。 

 慎重に審査いたしました結果、全会一致で可決及び認定すべきものと決しました。 

 議案第６６号「三股町名誉町民の選定について」、本案は、多年にわたり町勢進展に寄与され

た中村修一氏を名誉町民に選定しようとするものであります。 

 慎重に審査いたしました結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 議案第６７号「三股町森林環境譲与税基金条例」、本案は、森林整備及びその促進に関する財

源に充てるため、三股町森林環境譲与税基金を設置するものであります。 

 慎重に審査いたしました結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 議案第６８号「三股町公共下水道の一部を改正する条例」、本案は、消費税、地方消費税の利

率改正に伴い、所要の改正をするものであります。 

 審査の経過といたしまして意見が出ました。消費税値上げに反対という意見がありました。 

 慎重に審査いたしました結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。 

 議案第６９号「三股町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」、

本案は、消費税、地方消費税の利率改正に伴い、所要の改正をするものであります。 



- 123 - 

 審査の経過といたしまして意見が出ております。消費税値上げに反対という意見がありました。 

 慎重に審査いたしました結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。 

 議案第７０号「三股町公共下水道整備基金条例を廃止する条例」、本案は、県の交付要望が廃

止されたため、三股町公共下水道整備基金条例を廃止するものであります。 

 慎重に審査いたしました結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 議案第７１号「三股町水道事業給水条例の一部を改正する条例」、本案は、消費税、地方消費

税の利率改正に伴い、所要の改正をするものであります。 

 審査の経過としまして意見が出ております。消費税値上げに反対という意見が出ております。 

 慎重に審査いたしました結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。 

 議案第７７号「令和元年度三股町梶山地区農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）」、

本案は、歳入歳出予算の総額４,２７２万７,０００円にそれぞれ１５７万９,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額を４,４３０万６,０００円とするものです。 

 歳入につきましては、平成３０年度決算に伴う繰越金を増額補正するもので、歳出の主なもの

は公共桝設置工事及び一般会計の繰出金を増額補正するものであります。 

 慎重に審査いたしました結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 議案第７８号「令和元年度三股町宮村南部地区農業集落排水事業特別会計補正予算（第

１号）」、本案は、歳入歳出予算の総額３,７５８万８,０００円に、それぞれ８８万７,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を３,８４７万５,０００円とするものであります。歳入につきま

しては、平成３０年度決算に伴う繰越金を増額補正するもので、歳出の主なものは、公共桝設置

工事及び一般会計の繰出金を増額補正するものであります。 

 慎重に審査いたしました結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 議案第７９号「令和元年度三股町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）」、本案は、歳

入歳出予算の総額９億４,６５０万５,０００円に歳入歳出それぞれ５９６万９,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を９億５,２４７万４,０００円とするものであります。歳入につきまし

ては、平成３０年度決算に伴う繰越金を増額補正するもので、歳出の主なものは、舗装補修委託

料及び一般会計への繰出金を増額し、公債費の償還金利子を減額補正するものであります。 

 慎重に審査いたしました結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 以上、報告を終わります。 

○議長（重久 邦仁君）  次に、文教厚生常任委員長よりお願いいたします。福田議員。 

〔文教厚生常任委員長 福田 新一君 登壇〕 

○文教厚生常任委員長（福田 新一君）  文教厚生常任委員会の審査の結果を、議会会議規則第

７６条の規定に基づき、報告いたします。 
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 当委員会に付託された案件は、議案第５８号、５９号、６０号、６１号、７３号、７４号、

７５号、７６号、請願第１号の計９件です。以下、案件ごとに説明します。 

 議案第５８号「平成３０年度三股町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について」、歳

入決算額３１億４,０８４万８,６２４円、歳出決算額２８億８,３１０万４,８６０円、翌年度繰

越額２億５,７７４万３,７６４円となっております。 

 審査の中で、今回提出された資料より、三股町国保疾病別医療費が２９年度、３０年度とも生

活習慣病が上位を位置しています。それに対し、特定健診の受診率は４２％前後です。広報だけ

ではなく、身近な者への口伝えが必要ではないかという意見が出ました。 

 慎重に審査した結果、全会一致で認定すべきものと決しました。 

 次に、議案第５９号「平成３０年度三股町後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」、歳入決算額２億７,２３０万７,９４５円、歳出決算額２億７,１２６万９,１２１円、

翌年度繰越額１０３万８,８２４円となっております。 

 審査の中で、平成２４年度から２９年度までの後期高齢者１人当たり医療費リストを提示され

ました。県内２６市町村中、三股町は１位から４位と、常に上位に位置しています。県内の順位

を記入することにより、本町の医療費の高さが一目瞭然に伝わりました。 

 慎重に審査した結果、全会一致で認定すべきものと決しました。 

 次に、議案第６０号「平成３０年度三股町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について」、

歳入決算額２２億８,４３７万５,２０２円、歳出決算額２１億９,７６９万７,２８８円、翌年度

繰越額８,６６７万７,９１０円となっております。 

 審査の中、平成３０年度決算における事項別明細書の委員会説明書が提示されました。これは

今後の資料にもなる内容でした。 

 慎重に審査した結果、全会一致で認定すべきものと決しました。 

 次に、議案第６１号「平成３０年度三股町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定

について」、歳入決算額１,９７７万２,４５１円、歳出決算額１,９１８万８,２８０円、翌年度

繰越額５８万４,１７１円となっております。 

 審査の中、要支援認定者に対する予防給付に関する介護予防マネジメントについては、ケアマ

ネージャー１人当たり３５件を目安とあります。３５件の目安は何が根拠なのか質問が出ました。 

 慎重に審査した結果、全会一致で認定すべきものと決しました。 

 次に、議案第７３号「令和元年度三股町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）」、１億

２,７９４万８,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を３０億７,６２０万３,０００円とする

ものであります。歳入の主なものは、平成３０年度収支決算により繰越金を増額補正し、一般被

保険者第三者納付金の増額により諸収入を増額補正し、県支出金を同額減額補正するものであり
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ます。 

 歳出の主なものは、平成３０年度国保事業費等精算による一般会計への繰出金を増額補正する

ものであります。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第７４号「令和元年度三股町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第１号）」、

２３８万９,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を２億８,１７７万８,０００円とするもの

です。 

 歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料の現年度分及び平成３０年度収支決算による繰越金

を増額し、歳出の主なものは後期高齢者医療広域連合納付金の保険料負担金及び一般会計への繰

出金を増額補正するものであります。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第７５号「令和元年度三股町介護保険特別会計補正予算（第２号）」、８,８２３万

２,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を２３億８,０２２万４,０００円とするものであり

ます。 

 歳入の主なものは、国・県補助金、一般会計繰入金及び繰越金を増額補正するもので、歳出の

主なものは委託料、基金積立金及び国・県支払基金、一般会計への過年度返還金を増額補正する

ものであります。 

 審査の中で、認知症ケアパス作成業務委託料について内容を問う質問がありました。地域支援

事業としての詳細内容の説明を受けました。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第７６号「令和元年度三股町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第１号）」、

５８万３,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を１,９１４万１,０００円とするものであり

ます。 

 歳入の主なものは繰越金を増額補正し、歳出の主なものは一般会計への繰出金を増額補正する

ものであります。 

 慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

 次に、請願第１号「国民健康保険料（税）を協会けんぽ並みに引き下げる改善を求める請願」、

１、国保への公費支援を１兆円増額し、国保料を協会けんぽの保険料並みに引き下げてください。

２、国保料を高くする原因となり、子育て世帯などに過酷な負担となっている均等割、平等

割癩癩世帯割のことですが癩癩を廃止してくださいというものであります。 

 審査の経過において、国保料だけの引き下げを求めていますが、財源の確保をどこに求めるか

の検討が必要と思われます。まずは、県内上位を占める本町の医療費削減の努力を優先すべきで
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はないかという意見がありました。 

 町民保健課長より、国民健康保険料の現状及び将来展望等の説明を受けました。１において

は癩癩１というのは先ほど読みました国保への公費支援を１兆円増額し、国保料を協会けんぽの

保険料並みに引き下げてくださいという、この１においては、賛成という意見もありました。 

 慎重に審査した結果、賛成少数で、不採択すべきものと決しました。 

 以上で、文教厚生常任委員会の審査報告を終わります。 

○議長（重久 邦仁君）  次に、一般会計予算・決算常任委員長よりお願いします。 

一般会計予算・決算常任委員長。 

〔一般会計予算・決算常任委員長 堀内 義郎君 登壇〕 

○一般会計予算・決算常任委員長（堀内 義郎君）  それでは、一般会計予算・決算常任委員会の

審査結果について、会議規則第７６条の規定に基づき報告いたします。 

 当委員会に付託された案件は、議案第５７号「平成３０年度三股町一般会計歳入歳出決算の認

定について」と、議案第７２号「令和元年度三股町一般会計補正予算（第３号）」についての

２件でございます。以下、ご説明いたします。 

 議案第５７号「平成３０年度三股町一般会計歳入歳出決算の認定について」、歳入決算額

１１０億４,８７０万１,０５４円に歳出決算額１０７億３,８７６万８,００３円、翌年度繰越額

３億９９３万３,０５１円となり、剰余金をもっての決算となっております。 

 これについて、各課より議案についての説明がありました。主に、主要施策の成果とその財源

調べについての説明を受け、質問に対していろんな回答や資料提供を受けました。 

 慎重に審査した結果、賛成多数で、認定すべきものと決しました。 

 続きまして、議案第７２号「令和元年度三股町一般会計補正予算（第３号）」についてご説明

いたします。 

 本案は、平成３０年度決算、国、県の補助決定及び事業の追加によるもののほか、当初予算以

後に生じた事由に基づく経費等についての所要の補正措置を行うもので、歳入歳出予算の総額

１０１億９,１１８万１,０００円に歳入歳出それぞれ５億７,４６４万３,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０７億６,５８２万４,０００円とするものです。 

 歳入についての主なものは、地方特例交付金及び地方交付税は、交付決定により増額補正する

もので、国庫支出金はプレミアム商品券事業費補助金、子育てのための施設等利用給付交付金な

どを増額補正し、社会資本整備総合交付金を減額補正するものです。 

 県支出金については、子育てのための施設等利用給付交付金などを増額補正し、繰入金は、国

民健康保険特別会計ほか特別会計の前年度決算に伴う精算返還金を増額補正するものです。 

 繰越金は、前年度決算に伴うもので、剰余金を増額補正し、諸収入は過年度収入において障害
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児施設給付費国県負担金、雑入においてプレミアム付き商品券購入代金、三股町学校給食会運営

委託料前年度返還金などを増額補正するものです。 

 歳出について主なものは、総務費は、名誉町民表彰関係経費、地域おこし協力隊関係経費、移

住支援事業補助金などを増・減額補正し、民生費は社会福祉費においてプレミアム付き商品券換

金委託料、障害者自立支援給付費などを増・減額補正し、児童福祉費において、施設等利用費な

どを増額補正するものです。 

 農業費は、多面的機能支払交付金などを増額補正し、土木費は道路橋梁費において道路維持費

補修事業、都市整備費において三股町都市計画用途地域等変更業務委託料などをそれぞれ増・減

額補正するものです。 

 教育費は、社会教育費において、自主文化事業講演委託料などを増・減額補正し、諸支出金は

地方財政法の規定により、財政調整基金積立金などを増額補正するものです。 

 債務負担行為補正については、第５地区防災拠点施設用地取得事業三股町都市計画用途地域等

変更事業を追加し、限度額を定めるもので、ＬＧＷＡＮ機器プレーリプレースにおいて消費税改

正により限度額を変更するものです。 

 地方債補正については、島津紅茶園切寄線道路整備事業外１件、事業費の補正、臨時財政対策

債は発行可能額決定により、それぞれ限度額を変更するものです。 

 これらで各款によりこれについて、議案について説明を受けました。 

 また、質問に対して適切な回答や資料を受けました。 

 意見としまして、福祉課の児童福祉施設費、福祉システム改修委託料、放課後児童クラブ収納

業務、納付書機能追加について、来年度から完全有料化を前提にシステム改修が進んでいる。議

会として、有料化についての議論何もなしに認め、有料化となった場合、否定できない。議案と

して説明されずに一方的と見られ、十分議論をされていないのを補正するものはいかがなものか

というご意見がありました。 

 慎重に審査した結果、賛成多数で、可決するものと決しました。 

 以上で、報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３．質疑（議案第５７号から第７９号の２３議案及び請願第１号） 

○議長（重久 邦仁君）  日程第３、質疑を行います。 

 質疑につきましては、ただいまの常任委員長報告に対する委員長への質疑であります。質疑の

際は、議案番号を明示の上、質疑をお願いします。 

 なお、質疑は１議題につき、１人３回以内となっております。 

 常任委員長報告に対する委員長への質疑はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  ないようですので、常任委員長報告に対する委員長への質疑を終結しま

す。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４．討論・採決（議案第５７号から第７９号の２３議案及び請願第１号） 

○議長（重久 邦仁君）  日程第４、討論・採決を行います。 

 議案第５７号「平成３０年度三股町一般会計歳入歳出決算の認定について」を議題として、討

論・採決を行います。 

 これより討論を行います。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。上西議員。 

○議員（１０番 上西 祐子君）  「平成３０年度三股町一般会計歳入歳出決算の認定について」、

反対討論をいたします。議案番号５７号です。 

 この予算には、大いに評価する、保育料の支援や子ども医療費助成の拡大など、大いに評価で

きる点はたくさんあります。ですが、３０年度決算では、公共工事の面で偏りがあるのではない

かと思います。国や県からの工事と言われ、町民にも余り喜ばれないような畑かん工事や、また、

一部の人しか利用しないと言われている、そしてまた今、近所の方が、旭ケ丘運動公園に行くと

草ぼうぼうで、本当にあれで使えるのだろうかというような声も聞きました。全天候型舗装工事

など、今借金までしてやらなければいけなかったのかなと思います。 

 これからまだまだ大きな公共施設の建てかえや老朽化対策、長寿命化対策など、これからたく

さんあると思います。今の時点で借金をふやすことには賛成できません。 

 町民の中には、１０年も前から道路の側溝のふたを頼んでいるのにしてもらえないとか、大雨

が降ると水があふれて子供たちの登下校が危ないと言われるところもあって、早くしてもらいた

いという声も多く聞きました。そういう生活に密着した工事を優先的にした予算にしてほしいと

思います。 

 以上、反対討論を終わります。 

○議長（重久 邦仁君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。異議があるようですから、起立により採決します。 

 議案番号５７号は、一般会計予算・決算常任委員長の報告のように、原案のとおり認定するこ
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とに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（重久 邦仁君）  起立多数であります。よって、議案第５７号は原案のとおり認定されま

した。 

 議案第５８号「平成３０年度三股町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について」を議

題として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。上西議員。 

○議員（１０番 上西 祐子君）  議案番号５８号です。「平成３０年度三股町国民健康保険特別

会計歳入歳出決算の認定について」、反対いたします。 

 国民健康保険は、余りにも高過ぎて、払えない人がふえております。国庫補助金をふやすこと

や、均等割、特に子供の均等割をなくすべきだと考えますので、反対いたします。 

○議長（重久 邦仁君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。異議があるようですから、起立により採決します。 

 議案番号５８号は、文教厚生常任委員長の報告のように、原案のとおり認定することに賛成の

議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（重久 邦仁君）  起立多数であります。よって、議案第５８号は原案のとおり認定されま

した。 

 議案第５９号「平成３０年度三股町後期高齢者医療保険特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」を議題として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。上西議員。 

○議員（１０番 上西 祐子君）  議案番号５９号「平成３０年度三股町後期高齢者医療保険特別

会計歳入歳出決算の認定について」、反対いたします。 

 この後期高齢者医療制度が始まったときは、７０歳以上の保険窓口負担が１割だったのが、平

成３０年度から２割になりました。それと、低所得者の保険料減免特例制度の廃止が決まりまし

た。ますます低所得者の方々、後期高齢者の方々の保険料が高くなり、大変な思いをしている方
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がふえております。 

 以上、反対いたします。 

○議長（重久 邦仁君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。異議があるようですから、起立により採決します。 

 議案番号５９号は、文教厚生常任委員長の報告のように、原案のとおり認定することに賛成の

議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（重久 邦仁君）  起立多数であります。よって、議案第５９号は原案のとおり認定されま

した。 

 議案第６０号「平成３０年度三股町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について」を議題と

して、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。上西議員。 

○議員（１０番 上西 祐子君）  議案番号６０号「平成３０年度三股町介護保険特別会計歳入歳

出決算の認定について」、反対いたします。 

 ３０年度から介護保険料が、基準額が年７万８００円から７万６,３２０円に上がりました。

この上げ幅は８％になります。年金は変わっていないのに保険料は８％アップ、これでは本当に

介護保険で苦しむ人たちがふえておりまして、また利用料も現役並み所得の人は２割から３割に

上がっております。それと、要支援１、２の人の保険給付外しも行われるようになっております。 

 この町の決算でも、普通徴収の方の保険料が３７０件、２４５万円の収納ができていないとい

うことが報告されておりますが、この普通徴収の方というのは、年金額年１８万円以下、月にし

て１万５,０００円の方々からも保険料を徴収するような、このような介護保険制度は変えさせ

るか、国の資金投入をふやさせるようなことをしないと本当にもう大変な事態になるのではない

かと思います。 

 よって、反対いたします。 

○議長（重久 邦仁君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。異議があるようですから、起立により採決します。 

 議案第６０号は、文教厚生常任委員長の報告のように、原案のとおり認定することに賛成の議

員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（重久 邦仁君）  起立多数であります。よって、議案第６０号は原案のとおり認定されま

した。 

 議案第６１号「平成３０年度三股町介護保険サービス事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て」を議題として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案番号６１号は、文教厚生常任委員長の報告のように、原案のと

おり認定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。よって、議案第６１号は原案のとおり認定されま

した。 

 議案第６２号「平成３０年度三股町梶山地区農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて」を議題として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第６２号は、総務産業常任委員長の報告のように、原案のとお

り認定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。よって、議案第６２号は原案のとおり認定されま

した。 

 議案第６３号「平成３０年度三股町宮村南部地区農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について」を議題として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第６３号は、総務産業常任委員長の報告のように、原案のとお

り認定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。よって、議案第６３号は原案のとおり認定されま

した。 

 議案第６４号「平成３０年度三股町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について」を

議題として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第６４号は、総務産業常任委員長の報告のように、原案のとお

り認定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。よって、議案第６４号は原案のとおり認定されま

した。 

 議案第６５号は、「平成３０年度三股町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について」

を議題として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第６５号は、総務産業常任委員長の報告のように、原案のとお

り可決及び認定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。よって、議案第６５号は原案のとおり可決及び認

定されました。 

 議案第６６号「三股町名誉町民の選定について」を議題として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第６６号は、総務産業常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。したがって、議案第６６号は原案のとおり可決さ

れました。 

 議案第６７号「三股町森林環境譲与税基金条例」を議題として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第６７号は、総務産業常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。したがって、議案第６７号は原案のとおり可決さ
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れました。 

 議案第６８号「三股町公共下水道条例の一部を改正する条例」を議題として、討論・採決を行

います。 

 これより討論を行います。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第６８号は、（発言する者あり） 

 ちょっと暫時休憩。 

午前10時51分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時51分再開 

○議長（重久 邦仁君）  再開します。 

 これより採決を行います。議案第６８号は、総務産業常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議があるようですから起立により採決します。 

 議案第６８号は、総務産業常任委員長の報告のように、原案のとおり決することに賛成の議員

の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（重久 邦仁君）  起立多数であります。したがって、議案第６８号は原案のとおり可決さ

れました。 

 議案第６９号「三股町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例」

を議題として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 



- 135 - 

 これより採決を行います。議案第６９号は、総務産業常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  ご異議があるようですから起立により採決します。 

 議案第６９号は総務産業常任委員長の報告のように、原案のとおり決することに賛成の議員の

起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（重久 邦仁君）  起立多数であります。したがって、議案第６９号は原案のとおり可決さ

れました。 

 議案第７０号「三股町公共下水道整備基金条例を廃止する条例」を議題として、討論・採決を

行います。 

 これより討論を行います。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第７０号は、総務産業常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。したがって、議案第７０号は原案のとおり可決さ

れました。 

 議案第７１号「三股町水道事業給水条例の一部を改正する条例」を議題として、討論・採決を

行います。 

 これより討論を行います。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。指宿議員。 

○議員（９番 指宿 秋廣君）  ただいま議題になっております議案第７１号三股町水道事業給水

条例の一部を改正する条例を、賛成する立場から討論をいたします。 

 本来、消費税は８％から１０％に上がるというのは、皆さんも同じように反対だろうというふ

うに思います。 
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 しかし、この反対だからといって、今までの水道に関するいろんな資材等々については、８％

しか支払いませんというのはできないわけでして、１０％は払わざるを得ない。そうすると、近

い将来において、その分の水道料金値上げが迫ってくるということを考えますと、不承不承なが

ら、この水道料金の８％から１０％への条例改正に賛成をいたします。 

 以上で賛成討論を終わります。 

○議長（重久 邦仁君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第７１号は、総務産業常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  ご異議があるようですから、起立により採決します。議案第７１号は、

総務産業常任委員長の報告のように、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（重久 邦仁君）  起立多数であります。したがって、議案第７１号は原案のとおり可決さ

れました。 

 議案第７２号「令和元年度三股町一般会計補正予算（第３号）」を議題として、討論・採決を

行います。 

 これより討論を行います。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第７２号は、一般会計予算・決算常任委員長の報告のように、

原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  ご異議があるようですから、起立により採決します。議案第７２号は、

一般会計予算・決算常任委員長の報告のように、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を

求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（重久 邦仁君）  起立多数であります。したがって、議案第７２号は原案のとおり可決さ
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れました。 

 議案第７３号「令和元年度三股町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）」を議題として、

討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第７３号は、文教厚生常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  ご異議なしと認めます。よって、議案第７３号は原案のとおり可決され

ました。 

 暫時休憩。１０分休憩します。１１時１０分から再開します。 

午前11時00分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時10分再開 

○議長（重久 邦仁君）  休憩前に引き続き本会議を再開します。 

 議案第７４号「令和元年度三股町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第１号）」を議題と

して、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第７４号は、文教厚生常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  ご異議なしと認めます。よって、議案第７４号は原案のとおり可決され

ました。 
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 議案第７５号「令和元年度三股町介護保険特別会計補正予算（第２号）」を議題として、討

論・採決を行います。 

 これより討論を行います。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第７５号は、文教厚生常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。よって、議案第７５号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第７６号「令和元年度三股町介護保険サービス事業特別会計補正予算（第１号）」を議題

として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第７６号は、文教厚生常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。よって、議案第７６号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第７７号「令和元年度三股町梶山地区農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）」を

議題として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第７７号は、総務産業常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。よって、議案第７７号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第７８号「令和元年度三股町宮村南部地区農業集落排水事業特別会計補正予算（第

１号）」を議題として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第７８号は、総務産業常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。よって、議案第７８号は原案のとおり可決されま

した。 

 議案第７９号「令和元年度三股町公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）」を議題として、

討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第７９号は、総務産業常任委員長の報告のように、原案のとお

り決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。したがって、議案第７９号は原案のとおり可決さ
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れました。 

 請願第１号「国民健康保険料（税）を協会けんぽ並みに引き下げる改善を求める請願」を議題

として、討論・採決を行います。 

 これより討論を行います。 

 まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。指宿議員。 

○議員（９番 指宿 秋廣君）  ただいま議題になっております請願第１号「国民健康保険税を協

会けんぽ並み引き下げる改善を求める請願」について、賛成の立場から討論をいたします。 

 この論点は、私は６点あると思っています。 

 まず、第１点目ですが、この請願は、町長に提出するものではなく、国に提出するということ

です。それにもかかわらず、町長の答弁がどうであったかということを考えることはないと思っ

ております。なぜなら、国民健康保険税が安いと思っている町民も町執行部もいないと思うから

であります。 

 第２点目ですが、この請願の主な主張は、応益割をなくしてほしいという点です。医療保険で

ある健康保険は、社会保険や共済保険などがありますが、国家公務員共済、都道府県職員共済、

市町村職員共済は、事業主である国や都道府県、市町村の会計から支出しています。このことは、

税金から支出しているということです。また、会社にお勤めの方が加入している社会保険はとい

うと、税務署に行う法人税のとき社会保険の会社負担分は控除されるということであります。形

を変えた補助ということになります。 

 第３点目ですが、国民のほとんどの方が今か将来かにおいて国民健康保険に加入するというこ

とです。その制度を導入しても、いつかは自分の身に起こることであるということであります。 

 第４点目ですが、社会保険や共済保険は、世帯割や人数割はありません。この請願が採択され

て国が導入を決めても予算の関係で少しずつ負担割合を削減すると考えると、国の財政のことを

三股町議会で議論するのではなく、国会で議論するものではないでしょうか。 

 第５点目ですが、現在の税の計算は、能力割から５０％と受益者負担割から５０％で計算され

ています。この請願は、能力割の５０％はそのままにして、後ろの受益者負担の５０％を０にし

てほしいというものですが、国が必要と考えれば、例えば受益者負担の５０％のうち３０％を負

担してください。残りの２０％は国から国保に対する交付税等で措置するということが考えられ

ます。 

 最後の６点目ですが、この請願を否決するとなると、町民の皆さんは、町議会の議員は国民健

康保険は高くないと考えているのだろうかと思われるのではないでしょうか。国民健康保険税は
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高い、どうにかしなければと思われる議員の皆さんは、本請願に賛成して、国に意見書として送

付するべきだと私は発言して、私の本請願への賛成討論といたします。 

○議長（重久 邦仁君）  上西議員。 

○議員（１０番 上西 祐子君）  この請願第１号の「国民健康保険税を協会並みに引き下げる改

善を求める請願」の紹介議員になったわけですが、全国知事会とか全国市長会もこの国民健康保

険税が高いというふうなことで、２０１５年に国に要望を出しております。それで、とにかく会

社負担とかそういうふうなのが協会けんぽ並みにありませんので、均等割で、子供をたくさん持

っていらっしゃる人たちは子供１人に対して均等割というのは三股では３万二、三千円になって

おりますので、仮に農家の方とか商売されている方々が子育て中の人たち、子供を育てていらっ

しゃる方々はたくさんの保険料を納めなければなりません。 

 そういう意味で、私は、国に対して国費を投入してくださいというふうな請願でありますので、

ぜひ、これに対して私は賛成いたします。 

 討論を終わります。 

○議長（重久 邦仁君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。異議があるようですから、起立による採決します。 

 請願第１号は、文教厚生常任委員長報告の結果は、不採択とすべきものとありました。そこで

お諮りします。間違いのないように確認します。委員長報告の結果にではなく、原案に対して賛

成か反対かを表決してください。よろしいでしょうか。 

 請願第１号について、原案に賛成の議員の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（重久 邦仁君）  起立少数であります。したがって、請願第１号は不採択となりました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５．諮問第２号及び第３号の質疑・討論・採決 

○議長（重久 邦仁君）  日程第５、諮問第２号及び３号の質疑・討論・採決を行います。 

 なお、質疑は会議規則により、全体審議では同一議題につき１人５回以内となっております。

ご協力方、よろしくお願いします。 

 それでは、諮問第２号「人権擁護委員の推薦について」を議題として、質疑・討論・採決を行

います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（重久 邦仁君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。諮問第２号は、適任とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。よって、諮問第２号は適任と可決されました。 

 次に、諮問第３号「人権擁護委員の推薦について」を議題として、質疑・討論・採決を行いま

す。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。諮問第３号は、適任とすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。よって、諮問第３号は適任と可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第１．議案第８０号及び意見書案第２号一括議題 

○議長（重久 邦仁君）  追加日程第１、議案第８０号及び意見書案第２号を一括して議題としま

す。 

 ここで、提案理由の説明を求めます。町長。 

〔町長 木佐貫 辰生君 登壇〕 

○町長（木佐貫 辰生君）  議案第８０号の工事請負契約の締結について、ご説明申し上げます。 

 三股中学校太陽光発電設備設置工事につきまして、去る９月１１日に条件つき一般競争入札を

実施し、落札者を決定したものであります。株式会社九電工都城営業所が４,９９４万円で落札

しましたので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定



- 143 - 

により、議会の議決を求めるものであります。よろしくお願いいたします。 

○議長（重久 邦仁君）  ここで、補足説明があれば許します。白尾総務課長。 

○総務課長（白尾 知之君）  それでは、議案第８０号の工事請負契約の締結について、補足説明

いたします。 

 本案は、三股中学校の太陽光発電設備設置工事につきまして、去る９月１１日に条件つき一般

競争入札を実施し、予定価格５,０００万円以上の工事について、落札者と工事請負契約を締結

するために議会の議決を求めるものでございます。 

 入札参加条件としまして、三股町内及び都城市内に建設業法第３条第１項に規定する本店、支

店または営業所のいずれかを有するものであること、建設業法に規定する経営規模等評価結果通

知書及び総合評点値通知書における電気工事についての総合評点値Ｐが６５０点以上のものとし

たところでございます。 

 資料をごらんください。 

 ６社が入札に参加し、その結果、予定価格５,２５８万円に対し落札価格４,９９４万円、落札

率９４．９８％で、株式会社九電工都城営業所が落札をしたところであります。工期は、令和

２年１月１０日までとなっております。 

 以上、補足説明を終わります。 

○議長（重久 邦仁君）  ほかにありませんか。 

 次に、意見書案第２号について、提出者の趣旨説明を求めます。池邉君。 

〔６番 池邉 美紀君 登壇〕 

○議員（６番 池邉 美紀君）  国土強靱化対策の推進を求める意見書（案）の説明をさせていた

だきます。 

 近年、全国各地で豪雨や地震などの自然災害が頻発かつ激甚に発生しており、その脅威に、我

が国国民はさらされている状況にございます。 

 このような多発する自然災害に備えるべく、国民の生命や財産を守るために防災・減災、さら

には国土強靱化を進めることは極めて重要であり、喫緊の課題と考えております。 

 また、市町村にあっては、災害の最前線に位置することから、早急な対応はもちろん、想定し

得る災害に対する備えを可能な限り充足できるように、全力で取り組んでおりますが、脆弱な財

政基盤に起因して、十分に住民福祉に寄与できるところにまだ達していないわけでございます。

よって、下記事項について、特段の措置を講じられることを強く要望します。 

 下記というのは４項目ございます。 

 まず１、「防災・減災、国土強靱化のため、３カ年緊急対策」を推進するため、国・県、さら

に市町村が行う対策に必要な予算の総額確保を図ること。 
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 ２、３カ年緊急対策後も、継続して国土強靱化対策を推進すること。また、災害復旧、災害関

連予算の確保や補助対象の拡大を図るとともに、国土強靱化のための財源を安定的に確保するた

めの措置を講じること。 

 ３、長寿命化計画に基づく戦略的な現有ストックの修繕や更新等の老朽化対策が確実に進めら

れるよう、新たな財源を創設するとともに、長期安定的に必要な予算を確保すること。 

 ４、災害発生時の迅速かつ円滑な復旧等のため、国の地方支分部局、とりわけ地方整備局及び

河川国道事務所・出張所の人員体制の維持充実を図ること。 

 以上でございます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

追加日程第２．議案第８０号及び意見書案第２号質疑・討論・採決 

○議長（重久 邦仁君）  追加日程第２、議案第８０号及び意見書案第２号の質疑・討論・採決を

行います。 

 なお、質疑は会議規則により全体審議では同一議題につき１人５回以内となっております。ご

協力方、よろしくお願いします。 

 それでは、議案第８０号の「工事請負契約の締結について（令和元年度三股中学校太陽光発電

設備設置工事）」を議題として質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  質疑もないので、これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。議案第８０号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。よって、議案第８０号は原案のとおり可決されま

した。 

 次に、意見書案第２号「国土強靱化対策の推進を求める意見書（案）」を議題として、質疑を

行います。質疑はありませんか。指宿議員。 

○議員（９番 指宿 秋廣君）  ただいま議題になっております意見書案第２号について質問をい

たします。 

 本文書の中の上から９行目、「高速道路のミッシングリンクの解消や」ということになってい
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ますが、これはどういう意味なんでしょうか。ちょっとお聞きをいたします。 

○議長（重久 邦仁君）  池邉議員。 

○議員（６番 池邉 美紀君）  高速道路のミッシングリンクというのは、今高速道路が日南のほ

うでつながっていないというところであるとか、五ヶ瀬のところあたりもつながっていないとい

うところがありますので、それをリンクさせるというようなことでございます。 

○議長（重久 邦仁君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  これにて質疑を終結します。 

 これより討論を行います。まず、本案に対する反対討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  次に、賛成討論の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  討論もないので、これにて討論を終結します。 

 これより採決を行います。意見書案第２号は、原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。よって、意見書案第２号は、原案のとおり可決さ

れました。 

 本日可決されました意見書は、速やかに関係機関に送付し、その善処方を求めることといたし

ます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第６．議員派遣の件について 

○議長（重久 邦仁君）  日程第６、議員派遣の件についてを議題とします。 

 今後の議員派遣についてお諮りします。 

 お配りしております議員派遣資料のとおり、宮崎県町村議員大会ほか研修にそれぞれ議員を派

遣することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（重久 邦仁君）  ご異議なしと認めます。よって、議員派遣については、配付資料のとお

りそれぞれ議員を派遣することに決しました。 

 お諮りします。今期定例会において、議決案件等の条項、字句、数字、その他の整理を要する

ものについては、会議規則第４４条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思いますが、

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 



- 146 - 

○議長（重久 邦仁君）  異議なしと認めます。よって、議決案件等の条項、字句、数字、その他

の整理は議長に一任することに決定しました。 

 以上で、全ての案件を議了しましたが、６月定例会以後の議長の公務報告はお手元に配付して

あるとおりであります。 

 しばらく本会議を休憩し、全員協議会とします。 

午前11時39分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

〔全員協議会〕 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時40分再開 

○議長（重久 邦仁君）  休憩前に引き続き本会議を再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（重久 邦仁君）  以上で、今会期の全日程を終了しましたので、これをもって令和元年第

４回三股町議会定例会を閉会いたします。 

午前11時40分閉会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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    会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

                                   議  長  重久 邦仁 

                                   署名議員  新坂 哲雄 

                                   署名議員  指宿 秋廣 
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